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事務連絡

平成24年 6月巧日

経営政策課長

指定管理者の選定における暴力団関係者の排除について（依頼）

本市の公の施設の指定管理者につきましては、その選定における暴力団関係者の排除を

図っております。

つきましては、次期指定期間の指定管理者募集要項または申請要項において、その資格

要件として「団体が暴力団に非関与であることJを必ず定めてください。

また、指定申請があった団体の暴力団関係者との関係の有無につきましては、平成 17 

年に延岡警察署と「連絡協調体制確立についての合意書（以下、合意書としづ。）Jを締結

しておりますので、下記の要領で延岡警察署に照会し確認してください。

・延岡警察署への照会について

1. 照会方法

記

( 1 ）延岡市が「様式第 1号Jにより延岡警察署に照会

※様式第 2号も「回答事項J以外は延岡市で事前に情報入力の上作成し、併せて提

出してください。

(2）延岡警察署が「様式第2号Jにより延岡市に回答

2.照会先

延岡警察署刑事二課 (Ta代表： 22-0110)

3. 関係資料・様式等

「全課共通J斗「経営政策課」＝今「政策推進係J＝争「指定管理者制度J＝今「各種様式例J

＝今「暴力団照会j に掲載しています。

4. その他留意事項

・警察署側の確認に時間が必要な場合があるため、募集締切を待たず申請があった段階

で、即照会処理を行ってください。

－照会の際には、代表者等の役員名簿（生年月日、住所含む）が必要となります。事前

に申請者へ資料提出等の説明をしておいてください。

｛対象者】（合意書2本文より）

法 人：非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者

その他の団体：その代表者及び運営に事実上参加している者

政策推進係 甲斐正紀

内線 2 1 7 1 



• 

指定管理者からの暴力団排除に関する

連絡協調体制の確立についての合意書

1 目的

地方自治法第 244条の 2に基づく指定管理者の指定に際し、暴力団関係者

の排除措置を講ずるための連絡協調体制を確立することにより、指定管理者制

度の的確な運用と公の施設の適正な運営の確保を図ることを目的とする。

2 排除措置の対象者

指定管理者の指定を受けようとする、又は、指定を受けた団体等の代表者等

（法人にあっては、非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者をいい、

その他の団体にあっては、その代表者及び運営に事実上参加している者をいう。

以下同じ。）が、次の事項に該当すると認められる場合

(1) 代表者等が暴力団関係者である場合

(2) 代表者等が暴力団関係者を使用した場合

(3) 代表者等が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与

えた場合

(4) 代表者等が暴力団関係者と密接な交際等を有している場合

3 排除措置に関する認定及び排除措置の内容

(1) 延岡警察署は、指定管理者の募集に際して、延岡市からの照会に基づき、

代表者等が 2の（1）から（4）に定める事項に該当するか否かの認定を行い

その旨を延岡市に通知する。

(2) 延岡警察署は、延岡市が指定管理者を指定した後、当該指定管理者の代表

者等が 2の（1）から（4）に定める事項に該当すると認めた場合は、延岡市に

通知するものとする。

(3) 延岡市は、団体等の代表者等が 2の（1）から（4）に該当する場合は、当該

団体について、指定管理者の指定を行わないこととし 指定後に該当する

事態となった場合は、指定を取り消すものとする。

4 連携及び協力体制

( 1) 延岡市と延岡警察署は、指定管理者からの暴力団排除の徹底を図るため、

暴力団排除に関連する情報等を把握した場合は、相互に、口頭又は文書に

よる情報交換を行うなど、連携の強化に努めるものとする。



(2) 延岡市は、合意書に基づく措置を行うに際し、暴力団関係者の妨害等が予

想、されるときは、あらかじめ、警察官の出動を要請することができるもの

とする。

(3) 合意書に基づく措置を行った後、当該措置について不服申立等紛争が生じ

た場合は、延岡警察署は、可能な限りの協力を行うものとする。

5 連絡会議の設置

指定管理者からの暴力団排除に関し、相互の情報交換と具体的事案に対処

するための協議を行うため、「暴力団排除連絡会議Jを設置するものとする。

6 守秘義務

情報交換等の内容については、他に漏らしてはならないものとする。ただ

し、両者協議の上、必要と認めたときは、この限りではない。

7 その他

( 1) 指定管理者からの暴力団排除の実施については、この合意書によるほか、

総務省及び警察庁の通達に基づいて行うものとする。

(2) 合意書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、協議の上、定

めるものとする。

平成 17年 10月27日

延岡市長 楼井哲雄

延岡警察署長 柄本重敏



ず

指定管理者からの暴力団排除に関する連絡協調

体制の確立についての合意書に関する取扱要領

1 目的

この要領は、「指定管理者からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立に

ついての合意書Jに関する取り扱いを定め、指定管理者からの暴力団排除を

円滑に実施することを目的とする。

2 運用基準

「合意書Jの2の（ 1 ）から（4）に定める事項に・ついての運用基準は、次のと

おりとする。

( 1) 「経営に事実上参加している者Jとは、次の者をしづ。

ア 出資者として事実上経営を支配している者

イ 顧問、相談役等の肩書きを持ち、経営に関与している者

ウ その他経営に実質的に関与している者

(2) 「運営に事実上参加している者」とは、次の者をしづ。

ア 出資者として事実上運営を支配している者

イ 顧問、相談役等の肩書きを持ち、運営に関与している者

ウ その他運営に実質的に関与している者

(3) 「暴力団関係者」とは、次の者をいう。

ア暴力団

イ暴力団員

ウ いわゆる暴力団準構成員

エ 暴力団又は暴力団員が経営を支配していると認められる企業又は団体

(4) 「暴力団関係者を使用したJとは、次の場合をいう。

ア 暴力団関係者を使用して、指定管理者の選定に際し、自らの団体等が有

利となるよう他者を妨害した場合

イ 暴力団関係者を使用して、再委託者として使用するように強要した場合

ウ 暴力団関係者を使用して、委託料の債権を放棄すること、又は不当な値

引きを強要した場合

エ 暴力団関係者を使用して、債務の履行を強要した場合

オ 暴力団関係者と交際していることを利用して、背後に暴力団がいるかの

ような言動をとったり、便宜を図るよう強要した場合

カ 暴力団関係者に問題の解決を依頼した場合



キ その他不法、不当に暴力団関係者を使用した場合

(5) 「金銭、物品その他の財産上の利益を与えた」とは、概ね、次の場合を

いう。また、「与えたJとは、自発的に与えた場合をいい、脅迫によるも

のは含まれない。

ア 用心棒代、地代、騒音等に対する迷惑料、地域対策費等いかなる名目で

あれ、正当な理由がない金品を与えた場合

イ 商取引及び冠婚葬祭等社会的儀礼行為において、社会通念上適切な額を

著しく超えて金品を与えた場合

ウ 暴力団関係者を不当に高い額で再委託者として使用した場合

エ 暴力団関係者が関与する諸行事に、名目のし、かんを問わず資金的援助を

した場合

オ 暴力団が組織として行う葬儀、放免祝い、誕生会、事務所聞き等いわゆ

る「義理ごとJに、祝い金等の金銭や物品を供与し、文は建物、駐車場

を供与した場合

カ 暴力団関係者に事務所又は住居を提供した場合

キ 暴力団関係者が事業遂行又はその他の諸活動に必要な建物、物品等を社

会通念上不適切な内容で提供、貸与又は支給する等の便宜を図り、又は

支援を行った場合

(6) 「密接な交際等を有している」とは、社会的に批判の対象となる交際

等をいい、概ね、次のような交際をいう。ただし、その認定に当たって

は、頻度、範囲、正当な理由の有無、暴力団関係者であることの知情性

等を総合的に勘案する。

ア 暴力団関係者とゴ、ルフ、麻雀等の交友をすること。

イ 暴力団関係者と旅行に同行すること。

ウ 暴力団関係者と飲食を共にすること。

エ 暴力団関係者と共同で事業（指定管理者としての業務以外）を行ってい

ること。

オ暴力団関係者の冠婚葬祭等の行事に参列すること。

カ 暴力団事務所や暴力団関係者宅に出入りすること、又は団体等の事務所

や自宅に暴力団関係者が出入りすること。

キ 暴力団関係者の利益、便宜又は支援を目的とした組織又は会の会員とな

ること。

－~.；：・~~Y文J書による照会及び回答
/L-~：~1企意書J の3；；のJ｝）下.／~~~）又は（今）に基づく照会ぐ：回答又は認定通知につ
い＇i1まじ次のとおり行うもめをするつ



アlL延岡市長は~~＇.＇：様式第 1 号により延岡警察署長に照会するものとする。 J
イ 延岡警察署長はミ様式第2号又は第3号により延岡市長に回答又は通知
するもの：と．する。

4 連絡会議の設置

( 1) 連絡会議の開催

連絡会議は、次に掲げる事項について協議するため、延岡市長及び延岡

警察署長が必要と認めたときに開催し、参集範囲は、その都度決定するも

のとする。

ア 暴力団排除に関する情報の交換及び連絡調整

イ 指定管理者の指定を行わない場合及び指定を取り消す場合の対応

ウ 指定管理者からの暴力団排除に関する対応

エ 暴力団排除に関する団体等への指導

オ その他目的の達成に必要な事項

(2) 連絡会議の庶務

連絡会議の庶務は、延岡市企画部経営政策課が行う。

(3) 秘密保持

連絡会議の内容は、他に漏らしてはならないものとする。ただし、協

議の上、必要と認めたときは、この限りではない。

附則

この要領は、平成 17年 10月27日から施行する。

附則

この要領は、平成 19年4月 1日から施行する。

附則

この要領は、平成22年4月 1日から施行する。

附則

この要領は、平成 24年4月 1日から施行する。



様式第 1号

延 O 第

年月日

延岡警察署長様

延岡市長首藤正治

暴力団関係者等の調査について（照会）

指定管理者への指定申請のあった下記の企業・団体又は代表者等が「指定管

理者からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立についての合意書Jの2に

掲げる排除措置の対象者であるかどうかについて、同 3の（ 1 ）に基づき、照

会します。

所 在

商号又は名称、

イ吃 表 者

代表者・役員等

照会事 項

備 考

地

① 

② 

No 役職名

② 代表者

③ 

④ 

⑤ 

氏

ロい＝＝ロ

名 生年月日 住 所

「指定管理者からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立

についての合意書」の 2に掲げる

( 1 ）暴力団関係者であると認められるか否か

( 2）暴力団関係者を使用したと認められるか否か

( 3 ）暴力団関係者に対して、金銭物品その他の財政上の

利益を与えたと認められるか否か

( 4）暴力団関係者と密接な交際等を有していると認めら

れるか否か



様式第2号

第 下ゴ

年月日

延岡市長様

延岡警察署長

暴力団関係者等の調査について（回答）

年月 日付延第 号で、照会のあった「指定管理者からの暴力

団排除に関する連絡協調体制の確立についての合意書」の 2に掲げる排除措置

対象者であるかどうかについて、同 3の（ 1 ）に基づき、下記のとおり回答し

ます。

所 在

商号又は名称

代 表 者

代表者・役員等

回答事項

備 考

地

① 

② 

No 役職名

② 代表者

③ 

④ 

⑤ 

氏

コぃ＝＝ロ

名 生年月日 住 所

－上記企業・団体、代表者等は、「指定管理者からの暴力団排除

に関する連絡協調体制の確立についての合意書」の 2に掲げる

暴力団関係者等に［口該当しません。 口該当します。

－該当者、該当項目は、次のとおりです。

． ［口 2一（1），口 2-(2），口 2-(3），口 2一（4)]

． ［口 2一（1），口 2-(2），口 2-(3），口 2-(4)] 

． ［口 2-(1），口 2-(2），口 2一（3），口 2-(4)] 

． ［口 2-(1），口 2-(2），口 2-(3），口 2-(4)] 

． ［口 2一（1），口 2-(2），口 2-(3），口 2-(4)] 

《参照》 2-(1）暴力団関係者であると認められるか否か。 2-(2）暴力団関係者を使用したと認められる

か否か。 2ー（3）暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財政上の利益を与えたと認められるか否か。

2 -(4）暴力団関係者と密接な交際等を有していると認められるか否か。
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｜課室名 経営政策課

起 案 日 24年 10 月 ~J 日 決 裁 日 24年 10月 λg日

課 内 検 討 者 決 裁者

担当者
起案

企画部長
総括

責任者 副市長

~I 
ぷミ ．・句、．

家）問客
ー．．．．、

r 

＼、、、／弔．：ιI 

意見

② 
． 

えロh、 議 者

建築住宅

課 長

審l

意見

（（争⑤き

広報のベおかへの掲載 要 －⑧ ホームページへの掲載 要 －⑨ 

件 名 ： 平成24年度第 1回指定管理者選定会議の結果について（報告）

一－会：年度第＿J＿周よ．な＿＿9-指定管理煮選定会議J；お．ど．丈＿；.＿主毘－~施設＿＜！）＿指定笠理f貫録請者．玄．
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記

園平成？.~ 年度 第1回延岡市指定管理者選定会議
日時： 10月 19日（金） 1 0時30分～

会場：本庁3階講堂
出席者：副市長（委員長）、企画部長、市民環境部長、健康福祉部長、農林水産部

長、商工観光部長三都市建設部長、北方町総合支所長、北浦町総合支所

長、北川町総合支所長、上下水道局長及び、教育部長
【第 1号議案】延岡市営住宅等（公募）

＜選定結果＞
指定管理者候補者：延岡田向宅建協同組合

指定期間：平成~ ？.年4月1日～平成？.~ 年3 月~ ~日.~ ~年間）
【第2号議案】延岡市恒富南コミュニティセンター（非公募）

＜選定結果＞

指定管理者候補者：延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会
指定期間：平成25年4月 1日～平成30年 3月 31日（ 5年間）

※添付資料

－指定管理者の公募状況と指定管理者選定会議における選定結果

－平成.？.~年度第 1 回延岡市指定管理者選定会議会議録
・平成24年度第 1回延岡市指定管理者選定会議議案集

－延岡市指定管理者選定会議に関する要綱



指定管理者の公募状況と指定管理者選定会議における選定結果

｜：施設名
延岡市営住宅等

(50団地 2,480戸） 延岡市恒富南コミュニティセンター

所管課 建築住宅課 経営政策課

‘募集方法 公募 非公募

：募集期間 H24.7.9～H24.9.7 
【非公募理由】
地域密着型の施設であり、住民自治意識の向

上、市民や地域との協働の推進等が期待でき、
かっ受け皿となる団体がこの地域にl団体しかな
いため、非公募とする。

．説明会 H24.7.26実施 参加：2団体

，申請件数 砕
す，aq

，
 

唱
E

－－
件

申請団体名 延岡日向宅建協同組合
延岡市恒富南コミュニティセンター

管理運営委員会

82.8 
(100) 

※所管課長、担当係長、担当者の
3名で採点し、平均集計

延岡市恒富南コミュニティセンター
管理運営委員会

j評価点数
：（満点）

市：352県：346 計：698
（市：500県：500 計：1000)

※市と県で共同選定委員会を設置し、
外部委員を含む5金二Cの採点合計

延岡日向宅建協同組合選定候補者

回
E
ai
 

目
E

・
期定包

日 H.25.4.1～H28.3.31 (3年間） H.25.4.1～H30.3.31 (5年間）

周辺地域や聖心ウルスラ学園と連携した自主事
業の展開や、地域や利用者のニーズ、要望など

・・広域化に対する組織体制の整備がなされている｜の反映により、地域密着型の施設として効果的
｜な管理運営を行うことが期待できる。選定理由等1」 O I 

選定委員会の審査の結果、最低基準点を超え｜地域内においてリーダーシップを発揮している
る得点を得たこと。 ｜人物で構成され、恒富南・恒富中地区住民のコ

ミュニティ活動を適切かっ円滑に遂行することを
これまでの実績や財務内容から、効率的かっ効｜目的としている。
果的に事業を確実に実施する管理能力を有し
ていると認められること。

収支計画書の内容が、施設管理を安定的に行う
ことができるものであるとともに、管理経費等の削
減に積極的に努めていくことで、より効果的な施
設管理に努めるものである。

当該施設の管理運営を行うことにより、住民自治
意識等の向上や、市民や地域及び聖心ウルスラ
学園との協働の推進が期待できる。



平成24年度第1回延岡市指定管理者選定会議会議録

日時：平成24年 10月19日（金）

1 0時30分～ 11時45分

場所：本庁3階講堂

委員長 ｜ 事務局より、本日の審議内容等について説明をお願いします。

事務局 ｜ 本日は、今年度末で指定期聞が終了する 1施設、および新設により新た

に指定管理者制度を導入する 1施設の、指定管理者の候補者選定について

ご審議いただきます。

第 1号議案、建築住宅課所管の「延岡・市営住宅等Jは公募を行い、県と

の共同選定委員会において選定基準に基づき評価し、候補者を選定してお

ります。

また、第2号議案、経営政策課所管の「延岡市恒富南コミュニティセン

ターJ は、経営政策課において「非公募Jで候補者を選定し、選定基準に

基づき評価しております。

以上2議案につきまして、評価等についての所管課の説明をもとに、当

選定会議として候補者を決定していただきたいと思います。

委員長 ｜ それでは、第1号議案、延岡市営住宅等の審議を行います。所管課より

説明をお願いします。

建築住宅課 ｜ （建築住宅課より議案説明）

委員長 ｜ 説明内容について、審議いたします。質問、意見はありませんか。

委員 ｜ 県との共同選定委員会では、市営住宅分をどのように採点したのか。

建築住宅課 ｜ 市営住宅等については市の審査基準に、県営住宅は県の審査基準に基づ

き各委員が採点している。

委員 ｜ 延岡田向宅建協同組合の組合員数は何社となっているのか。

建築住宅課 I 1 3 4社で構成されている。

委員 ｜ 県との共同選定委員会のメンバーには、県の関係者が含まれていないの

は、どのような理由からか。

建築住宅課 ｜ 県としては、外部の視点からの審査を重視しており、今回の審査から委

員に県関係者を含めないこととした。

. 1・



委員

建築住宅課

平成24年度第1回延岡市指定管理者選定会議会議録

採点表を見ると、 7割程度の得点である。現在も指定管理者として管理

運営している団体であるのだから、その経験が生かされるはずであり、点

数もより高得点になるべきであると考えるが、どのような評価であったの

か。

共同選定委員会では、実績などから管理運営における安定性は感じられ

るが、新たな提案が無いとの評価であった。

委員 ｜ 説明会への参加が2団体、申請が1団体では少ないと考えるが、どのよ

建築住宅課

委員

建築住宅課

うに原因を分析しているのか。

要因の 1つとして、指定管理の対象となっている県営住宅が前回よりも

広域化したため、業者にとってハードルが上がったと考えている。また、

今回が2回目の指定となるので、実績のある団体と競わなければならない

こと、不動産管理のノウハウをもっ業者がそう多くはないことがあげられ

る。

説明会に参加したもう 1団体はどこであったのか。

不動産業、建築設計事務所、土地家屋調査士などで構成されている

であった。

委員 ｜ 採点表の個人情報の保護に関する項目について、点数が低いのではない

か。

建築住宅課 I F~ の不使用や指紋による個人認証システムの導入など、十分な取組み
を実施してはいるが、入居者代表の委員より、滞納者訪問が日中に実施さ

れ他の入居者の自に付くこともあるとの意見が出されたことが影響してい

ると考える。

委員 ｜ 県と市で審査基準の配点が異なるのは、どのような理由からか。

建築住宅課 ｜ 市営住宅は、低額所得者の生活の安定を図るだけでなく、単身高齢者や

障害のある人の入居を目的とするなど福祉施策としての側面をもつが、県

営住宅は一般住宅として叡置されたものである。

委員長 ｜ では、第1号議案については、延岡田向宅建協同組合を延岡市営住宅等

の指定管理者候補者として選定することでよろしいですか。

委員会員 ｜ 異議なし

. 2・



平成24年 度 第1回延岡市指定管理者選定会議会議録

委員長

経営政策課

委員長

員委

経営政策課

委員

経営政策課

委員

経営政策課

員委

経営政策課

では次に、第2号議案、延岡市恒富南コミュニティセンターの審議を行

います。所管課より説明をお願いします。

（経営政策課より議案説明）

説明内容について、審議いたします。質問、意見はありませんか。

個人情報の保護に関する審査基準については高得点となっているが、管

理運営委員会の規約では、事務所が委員長の自宅となっている。問題は無

いのか。

指定を受けるまでは、コミュニティセンターを事務所とすることができ

ないため委員長の自宅としている。指定後に規約改正を行い、コミュ二テ

ィセンターを事務所とする予定であるため、問題は無いと考えている。

学校法人聖心ウルスラ学園と市とは、どのような契約関係となるのか。

市がウルスラ学園の土地および施設を、月額35万円で借り受ける形と

なる。

施設は2階建てだが、コミュニティセンターとして活用するのは 1階部

分のみとなるのか。

階段が複数無いζ とや階段幅が不足していることなど建築基準法の要件

を満たしていおらず、 2階部分はコミュニティセンターとしては活用でき

ないため、倉庫として活用したいと考えている。

コミュニティセンターは、どの施設も非公募としているのか。

指定管理者制度運用方針に基づき、地域密着型の施設であり、かつ受け

皿となる団体がその地域に 1団体しかない場合は非公募としている。

委員 ｜ 土地、施設の貸主という立場でもあるウルスラ学園の代表者が委員長と

なっているが、どのような経緯であったのか。

経営政策課 管理運営委員会としてはウルスラ学園に対する期待が大きく、ウルスラ

学園もそれに応えようとしている。また、発足時の委員長をウルスラ学園

の代表者とすることで、地域とウルスラ学園との連携における互いの立場

を確認していくことで、今後の事業実施を円滑なものとしたいとの考えが

ある。

-3・



平成24年度第1回延岡市指定管理者選定会議会議録

委員長 ｜ では、第2号議案については、延岡市恒富南コミュニティセンター管理

運営委員会を延岡市恒富南コミュニティセンターの指定管理者候補者とし

て選定することでよろしいですか。

委員全員 異議なし。

委員長 それでは、以上で平成24年度延岡市指定管理者選定会議を終了します。

-4・



平成24年度第 1回延岡市指定管理者選定会議議案集

第 1号議案延岡市営住宅等

【都市建設部建築住宅課】

第2号議案 延岡市恒富南コミュニティセンター

【企画部経営政策課】



第 1号議案

「延岡市営住宅等」

都市建設部建築住宅課



施設の概要

1 施設の概要

(1）管理を行なわせる公の施設の名称及び所在地

O名称延岡市営住宅等

0管理団地概要

・市営住宅 46団地 2, 4 3 3戸

－特定公共賃貸住宅 2団地 2 1戸

・ニュータウン北方住宅 l団地 20戸

・若者定住促進住宅 l団地 6戸

合計 50団地 2, 4 8 0戸

（団地内の集会室や駐車場等の共同施設を含む）

※県営住宅は県営三ツ瀬団地ほか26団地 2. 2 0 6戸

（建築住宅課）

資料 1 

(2）施設設置の目的 主として住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸

し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(3）業務の概要

①入退去関係業務

募集住戸選定、入居者募集、申込受付、入居者抽選、入居者資格確認、退去手続

②入居者管理業務

各種申請書の受付、収入申告書配布及び回収、入居者指導、苦情相談、家賃徴収、

家賃納付督促

③駐車場管理業務

使用申込書受理、駐車場指導、苦情相談、使用料徴収、使用料納付督促

④維持保全業務

緊急・一般修繕及び退去修繕、日常点検等

(4）指定の期間

平成25年4月 1日～平成28年3月31日（3年間）

2 公募の状況

募集期間 ：平成24年7月9日～平成24年9月7日

募集説明会：平成24年7月26日（2団体が出席）

応募団体 : 1団体延岡田向宅建協同組合



資料 2 

指定管理者候補者選定理白書

施設名： 延岡市営住宅等

宮崎県営住宅及び延岡市営住宅等指定管理者候補者共同選定委員会において審査

した結果、以下の選定理由により、上記施設の指定管理者候補者として「延岡田向宅

建協同組合jが選定されました。

（選定理由）

①選定委員会の審査の結果、最低基準点を超える得点を得たこと。

②これまでの実績や財務内容から、効率的かっ効果的に事業を確実に実施する管理

能力を有していると認められること。

③広域化に対する組織体制の整備がなされていること。



宮崎県営住宅及び延岡市営住宅等指定管理者候補者の選定について（報告）

宮崎県知事殿

延岡市長 殿

1 経緯

平成24年 10月5日

宮崎県営住宅及び延岡市営住宅等

指定管理者候補者共同選定委員会

委員長三宮基裕

宮崎県営住宅及び延岡市営住宅等の指定管理者候補者の選定にあたり、宮崎県営住宅及び延岡

市営住宅等指定管理者候補者共同選定委員会（以下「選定委員会Jという。）は、 「宮崎県営住

宅及び延岡市営住宅等指定管理者募集要領」に基づく指定管理者の公募に応募した 1団体から提

出のあった事業計画書等の書類審査、プレゼンテーション・ヒアリング審査を行ってまいりまし

たが、このたび、審査・選定が終了しましたので、ここに報告します。

2 選定委員会委員（0は委員長）

0三宮基裕（九州保健福祉大学社会福祉学部准教授）

児玉 悦生（財団法人延岡市高齢者福祉協会理事長）

木山 誠（税理士）

田中 重雄（延岡市営西階かえで団地自治会長）

甲斐修二（延岡市都市建設部長）

3 指定管理者候補者選定の経過

項目 年月日

第 1回選定委員会（募集方針及び募集要領等の検討） 平成24年 6月25日（月）

募集開始 平成24年 7月 9日（月）

募集説明会（参加団体数 2団体） 平成24年 7月26日（木）

申請書類の受付 平成24年 8月27日（月）

（申請団体数： l団体） ～ 9月 7日（鉛

募集締切 平成24年 9月 7日（金）

一次審査（資格要件審査） 平成24年 9月 10日（月）

～ 9月 1・4日（金）

二次審査（内容審査通知） 平成24年 9月 I8日（火）

第2回選定委員会 平成24年 10月 5日（鉛

（プレゼンテーション・ヒアリング・審査う

選定結果報告 平成24年 10月 5日（金）

1 



4 審査の方法、審査基準及び配点

6月25日（月）に開催した第l回選定委員会において、審査基準及び配点を定めました。

( 1）宮崎県

選定基準 審査項目 配点

ア 住民の平等な利用 県営住宅の管理運営に関する基本方針

の確保 広域的な管理についての認識 20 

県が示した管理の基準に対する理解及び対応

イ 県営住宅の効用を 県営住宅に関する利用者サービスの向上に関する提案

最大限に発揮する 県営住宅の設置目的の理解と課題の認識及び指定管理

事業計画 者の業務に対する意欲
20 

県営住宅の維持管理の適格性

利用者満足度の把握や苦情・要望対応、運営改善への

反映

ウ 管理に係る経費の 指定期間内の委託料の基準価格（年額・総額）に対す

縮減等 る提案額
1 0 

業務遂行のための適切な経費の積算

管理業務の効率化と経費の縮減に関する考え方・提案

エ 事業計画を確実に 県営住宅の管理に必要な体制の確保（適正な組織、人

実施するための管 員配置、責任体制、能力育成等）

理運営能力 継続的に安定した運営が可能な財政的基盤（経営状況）

過去の類似業務の実績、評価

事業計画及び収支計画の具体性、適格性、実現可能性 40 

個人情報保護及び情報公開への対応

安全管理、危機管理への対応やリスク管理の具体的な

対応策

使用料（家賃）の収納率や収入申告の収入認定率

オ 地域への貢献等 地域経済への配慮、

環境保全への対応
1 0 

障がい者の就労支援への対応

入居者と地域との連携への対応

メロ弘、 計 100 

(2）延岡市

選定基準 審査項目 配 点

ア 住民の平等な利用 関係する法律、条例等に基づく施設の管理運営方針や

の確保 基準を理解し、遵守が見込まれるか。
1 0 

情報公開・個人情報保護に係る措置が適切に講じられ

る見込みがあるか。

イ 事業計画書の内容 入居者に対するサービス向上は適切か。

が、市営住宅等の効 市営住宅等の管理業務に対する基本方針は適切か。

用を最大限に発揮 入居者の満足度や要望・苦情の把握及びその実現策は
40 

することができる 適切か。

ものであること。 使用料（家賃、駐車場）の収納率や収入申告の収入認

定率の向上が図られているか。

2 



ウ 管理に係る経費の 提案額の基本価格の設定に無理はないか。

縮減 総合的に、収支予算書が適切で、管理経費の節減が図

られる見込みがあるか。経費節減のための方策は適切 20 
か。

維持修繕費の縮減を図る方策は適切か。

エ 事業計画書に沿っ 施設の管理業務に係る職員体制（管理体制・研修計画・

た管理を安定的に 緊急時の対応）は十分なものか。

行う物的能力及び 法人等の経営状況に問題はないか。 25 
人的能力を有する 施設管理を安定的に行う能力を期待することができる

ものであること か。

オ 地域への貢献等 入居者と地域との連携及び障がい者の就労支援への対
5 

応、地域経済、環境への配慮

辺ロ、 計 I 0 0 

（注）最低基準点の設定

指定管理者候補者として選定されるための最低基準点を、以下のとおり設定しました。

「選定委員会各委員の県と市の採点合計が、総配点の I0 0分の60以上を満たすことJ

これにより、最高得点の申請者であっても、最低基準点に満たない場合、候補者として選

定されない場合があります。

この場合、以下のいずれかの方法により改めて候補者を選定することとなります。

－再公募を行う 0

・申請者から改めて事業計画書を提出いただき、それに基づき審査・選定する0

・最高得点の申請者を、事業計画内容の改善を条件に選定する。

5 申請団体一覧

平成24年7月9日（月）から 9月7日（金）までの問、公募を行い、下記の 1団体から申

請がありました。

｜ 団体名

｜延岡日向宅建協同組合

6 選定結果及び選定理由

選定委員会において厳正な審査を行った結果、次の団体を指定管理者候補者として選定しま

した。

(-I) 団体名 延岡田向宅建協同組合

(2) 選定理由

①選定委員会の審査の結果、最低基準点を超える得点を得たこと。

3 



（得点）

延岡日向宅建協同組合

選定基準 合計
」

県 延岡市

配点 得点 配点 得点 配点 得点

住民の平等な利用の確保 I 5 0 I 0 0 I 0 0 67 50 33 
県営住宅の効用を最大限

300 2 I 6 I 0 0 72 200 144 
に発揮する事業計画

管理に係る経費の縮減 150 105 50 35 100 70 

事業計画を確実に実施す
325 228 200 139 125 89 

るための管理運営能力

地域への貢献等 75 49 50 33 25 1 6 

計 1. 0 0 0 ；ぇ~·s 500 346 500 352 

②これまでの実績や財務内容から、効率的かっ効果的に事業を確実に実施する管理能力

を有していると認められること。

③広域化に対する組織体制の整備がなされていること。

（参考）委員会での主な意見

今までやってきたこともあり、実務をよく理解して提案しているとの印象を受けた。

障がい者への取り組みを更に充実してもらえると良い。

財務面は充実してきており、充分運営が可能である。

安心して任せることができるのではないか。

1者の応募しかなかったのは残念だ。次は2～3者は来てもらえるよう工夫してもらいたい。

(1者の応募しかなかったため）数者の中から最も優れたものを選んだのではないことを認

識していただき、今まで以上に住民サービスの向上に努めていただきたい。

4 

0
0
0
0
0
0
 



第2号議案

「延岡市恒富南コミュニティセンタ－J

企画部経営政策課



資料 1 

施設の概要

1 施設の概要

( 1 ）管理を行なわせる公の施設の名称及び所在地

0名称 延岡市恒富南コミュニティセンター

O所在地 延岡市緑ケ丘5丁目 1番 16号

0開設日 平成25年4月1日予定

0建物概要

・構造等 鉄筋コンクリート造 2階建（対象は 1階部分のみ）

・床面積 425. 76 nf 

・施設概要 大会議室1・2、中会議室、和室、給湯室、事務室、倉庫、トイレ（多

目的トイレ含む）、駐車場など

(2）施設設置の目的

地域におけるコミュニティの振興を図るため

(3）業務の概要

。コミュニティセンターの運営に関すること

・会議室等の使用の許可及び利用料の徴収を行うこと

O施設及び設備の維持管理に関すること

－施設の清掃、設備の保守点検業務を行うこと

O地峻コミュニティの活性化に関すること

・地域や学校と連携した地域コミュニティの活性化につながる事業を行うこと

(4）休館日および開設時間

0休館日

O開設時間

(5）指定の期間

月曜日、祝祭日、 8月 13日から 15日、 12月28日から翌年 1月3日

9時30分から 22時（ただし、使用の予定がない場合は 17時まで）

平成25年4月1日から平成30年3月31日（5年間）

2 公募の状況

非公募にて候補者を選定

（別紙、公募を行わずに指定管理者候補者を選定する理由書を参照）



資料 2 

指定管理者候補者選定理由書

施設名：延岡市恒富南コミュニティセンター

O延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会は、地区区長会や地区社会福祉協

議会、民生児童委員や地域内学校 PTA、学校法人聖心ウルスラ学園関係者といった、

地域内においてリーダーシップを発揮している人物で構成され、恒富南・恒富中地区

住民の生涯学習の推進、地域福祉の向上を含むコミュニティ活動を適切かっ円滑に遂

行することを目的としている団体であること。

0周辺地域や聖心ウルスラ学園と連携した自主事業の展開や、地域や利用者からのニー

ズ、要望などの集約を図り、管理運営に反映させていくことで、施設の設置目的であ

る地域コミュニティの振興が図られ、地域密着型の施設として効果的な管理運営を行

うことが期待できる団体であること。

0収支計画書の内容が、施設管理を安定的に行うことができるものであるとともに、自

主的な施設清掃や日常点検等を行い、管理経費等の削減に積極的に努めていくことで、

より効果的な施設管理に努めるものであること。

O延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会が当該施設の管理運営を行うこ

とにより、住民自治意識等の向上や、市民や地域及び聖心ウルスラ学園との協働の推

進が期待できること。



資料 4 

公募を行わずに指定管理者の候補者を選定する理由書

施設名：延岡市恒富南コミュニティセンター

当該施設は、↑亘富南・恒富中地区住民のコミュニティ活動の拠点としての機能を有す

る施設であり、設置場所が学校法人聖心ウルスラ学園の運営する学校施設に隣接するこ

とから、ウルスラ学園が展開する自主事業との連携や、学校施設、設備等の利用に関す

る地域住民のニーズへの対応など幅広い活用が期待される地域密着型の施設として運

営されることとなる。

このことから、当該施設は、この地域の実情に精通し、地域の意見を運営に反映させ

ることができる団体代表者等によって構成された団体が管理運営を行うことで、施設の

設置目的を最大限に果たすことができるものと考え、非公募にて候補者を選定する。

指定管理者候補者である延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会は、地区

区長会や地区社会福祉協議会、民生児童委員や地域内学校PTA、学校法人聖心ウルスラ

学園関係者といった、地域内においてリーダーシップを発揮している人物で構成され、

恒富南・恒宮中地区住民の生涯学習の推進、地域福祉の向上を含むコミュニティ活動を

適切かっ円滑に遂行することを目的としている。

この延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会が当該施設の管理運営を行う

ことにより、住民自治意識等の向上や、市民や地域及び聖心ウルスラ学園との協働の推

進が期待できる。



延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会規約

（名称）

第1条 本会は、延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会（以下「委員会j と

いう。）という。

（目的）

第2条 委員会は、延岡市恒富南コミュニティセンター（以下「センターJという。）の維

持管理を行うとともに、恒富中・恒富南地区住民の生涯学習の推進・地域福祉の向上を

含むコミュニティ活動の促進に関する自主的な施設の利用計画及び運営に関する事項

について協議し、適切かっ円滑に遂行することを目的とする。

（組織及び事務所）

第3条 委員会は、下記の構成団体等をもって組織し、それぞれ（ ）内に掲げる人員を

管理運営委員に選出する。ただし、必要に応じて増減できる。

( 1)学校法人聖心ウルスラ学園代表 ( 1) 

(2）恒富中地区区長会代表 • ( 1) 

(3）恒富南地区区長会代表 ( 1) 

(4）北緑ケ丘区代表 (.1) 

(5）中緑ケ丘区代表 ( 1) 

(6）南緑ケ丘区代表 ( 1) 

(7）恒富中地区社会福祉協議会代表 ( 1) 

(8）恒富南地区社会福祉協議会代表 ( 1) 

(9）恒宮地区高齢者クラブ連合会代表 ( 1) 

(10）恒宮中地区民生児童委員協議会代表 ( 1) 

(11）恒富南地区民生児童委員協議会代表 ( 1) 

(12）恒富地区地域福祉活動グループ代表 ( 1) 

(13）南中学校PT A代表 ( 1) 

(14）南小学校PT A代表 ( 1) 

(15）緑ケ丘小学校PTA代表 ( 1) 

2 委員会の事務所は委員長の自宅に置く。

（事業）

第4条委員会は第2条の目的を達成するため、延岡市と緊密に連絡を取り次の事業を行

つ。
( 1）センターの維持管理

(2）センターの利用受付及び広報

(3）センターの指定管理料の管理及び施設利用料の徴収

(4）恒富地区住民のコミュニティ意識醸成のための自主事業

(5）その他必要と認められる事業



（役員）

第 5条委員会に次の役員を置く。

( 1）委員長 1名

(2）副委員長 3名

(3）監事 2名

（役員の選出）

第 6条 委員長、副委員長は管理運営委員の中から選任する。

2 監事は委員会で委員以外の者より推薦し、委員長の了承を得る。

（役員の職務）

第7条 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行するととも

に、各種事業の企画・立案の調整にあたる。

3 監事は、会計事務を監査する。

（役員の任期）

第 8条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期満了後は、後任者が選任されるまでの聞は、その職務を行う。

3 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（事務局）

第9条 委員会が行なう事業を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局には、事務局職員を置き、うち一人を事務局長とする。

3 事務局長及び事務局職員は、委員長が任免する。

（財務）

第 10条委員会の出納は委員長が行う。

2 委員長は、事務局職員のうちから、委員会出納員を命ずることができる。

3 出納員は、委員長の命を受けて委員会の出納その他の事務を掌る。

（会議）

第 11条 委員会の会議は、総会及び役員会とする。

( 1 ）定期総会は、毎年1回委員長が招集する。

(2）臨時総会は、委員長が必要と認めたとき文は委員の半数以上の請求があったとき

委員長が招集する。

2 総会は、次の事項を決議する。ただし、規約の制定文は変更については延岡市と協議

するものとする。

( 1）規約の制定及び変更

(2）事業計画及び収支予算の承認

(3）事業報告及び収支決算の認定

3 役員会は総会において議決された事業計画及び予算に関し、必要な事項を協議する。



（会議の運営）

第 12条 会議は、その構成員の2分の 1以上の出席がなければ開催することはできない。

2 会議の議長は、委員長がこれを務める。

3 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところに

よる。

（経費）

第 13条委員会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

( 1 ）延岡市の指定管理料及びセンター利用料金

(2）その他の収入

（会計年度）

第 14条 委員会の会計年度は毎年4月 1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

（委任）

第 15条 この規約に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、延岡市と協議し

別に定める。

附則

この会則は、平成 24年9月25日から施行する。



延岡市指定管理者選定会議に関する要綱

（設置）

第 1条 公の施設の指定管理者の候補者を選定するために、延岡市指定管理者選定会議（以

下「選定会議Jという。）を設置する。

（所掌事務）

第2条 選定会議は、公の施設の指定管理者として指定を受けようとする者の中から、選

定基準に照らして最も適切な管理を行うことができると認められるものを、当該公の施設

の指定管理者の候補者として選定する。

（組織）

第 3条 選定会議は、副市長、企画部長、総務部長、市民環境部長、健康福祉部長、農林

水産部長、商工観光部長、都市建設部長、北方町総合支所長、北浦町総合支所長、北川町

総合支所長、上下水道局長及び、教育部長を委員として組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、選定会議の会務を総理し、選定会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

（会議）

第4条選定会議は、委員長が招集する。

2 選定会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 選定会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、外部の学識経験者等を選定会議に出席させ、

その説明又は意見を聞くことができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、公の施設を所管する課所長又は職員を会議に

出席させ、事案について説明を求めることができる。

（庶務）

第5条 選定会議の庶務は、企画部経営政策課で処理する。

附則

この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月 1日から施行する。



（様式第 1号）

延岡市長様

指定管理者指定申請書

（申請者）

住所

平成 24年 10月 15日

団体名 延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会

代表者氏名委員長前回時久＼ぎ）

次の公の施設について、指定管理者として指定を受けたいので、延岡市公の施設に係る

指定管理者の指定の手続に関する条例（平成 15年条例第 33号）第 2条の規定により、下

記の書類を添付して申請します。

記

施設の名称、 ｜延岡市恒富南コミュニティセンター

施設の所在地 ｜延岡市緑ケ丘 5丁目 1番 16号

【添付書類】

( 1 ）施設の管理運営事業計画書（様式第 2号）

( 2）施設の管理運営収支予算書（様式第 3号）

( 3）定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(4）当該団体の役職員名とその略歴を記載した書類

( 5）誓約書（様式第4号）



（様式第2号）

延岡市恒富南コミュニティセンタ一指定管理者事業計画書

申請団体名： 延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会

1 管理運営にあたっての基本的方針

購欝欝翻欝購髄鱒欝欝輔翻醸鱒鰻翻襲鰭麟鱗鞠鶴麟舗網

0関係する法律、条例等に基づく公の施設の管理運営のあり方について

施設の管理運営にあたっては、当施設が地域住民のコミュニティ活性化を図る拠点施設

であることや、公の施設の指定管理者として管理運営を行っていくことを常に念頭に置き、

公平な運営はもちろんのこと、地域住民による自主的な運営精神のもと、経費等の削減と

地域の実情に沿ったきめ細やかかっ柔軟な運営に努める。

0市民の平等利用の確保について

延岡市恒富南コミュニティセンター条例等の規定に基づき、使用許可や料金徴収を行う。

申誇団体から、使用許可申請書の提出時に利用目的や活動内容等、丁寧に開き取りを行い、

有料利用、無料利用の取扱いの判断をしっかりと行うことや、申請された利用時間帯が重

複しそうな場合には、団体問の調整を図るなど、それぞれが平等に、公平に利用できるよ

う運営に努める。

0情報公開、個人情報保護について

申請書類の中には、個人情報が含まれるものもあり、書類を他人の目に入る場所に置か

ず、キャビネット内に管理するなど、管理方法を徹底する。また、業務上知り得た個人情

報については、事務所以外へは持ち出すことがないようにするとともに、事務局職員に対

しては研修を行い、適正な管理運営ができるよう努める。

0当該施設に係る苦情等への対応について

苦情を受けた事務局職員は速やかに管理運営委員長へ報告し対応を協議する。その場で

解決できるものであれば迅速に対応し、委員長へ報告する。様々なケースを想定し、事務

局職員全員が同じ対応ができるよう事前研修を行い、適正に対応できる体制づくりを行う。



0当該施設の管理運営方針等について

当施設の設置目的でもある地域住民のコミュニティの活性化を図るためにも、地域の

方々が利用しやすい、そして次も利用したいと思われるような管理運営を目指していく。

そのためにも、地域からの様々なニーズや、利用者からの要望等に可能な限り柔軟に対応

しながら、地域のコミュニティ活動の拠点施設となるよう管理運営に努める。

そのためにも、まずは当施設の利用に関する周知を行い、利用してもらうことで、利用

者アンケートの実施や利用者からの直接の声を聞くことで、より地域に根ざしたコミュニ

ティセンターとなるよう努める。

当施設は学校施設の敷地内に設置されており、学校を運営する学校法人聖心ウルスラ学

園や、地域との連携を図りながら、コミュニティの活性化を図るための自主事業展開を検

討している。

0自主事業等について

自主事業予算として 10 0千円を計上している。地域との連携を図った事業と、ウルス

ラ学園の施設を活用した事業の実施を計画している。

事業名 事業内容 実施時期 予算額

センター開所の記念イベントとして、開所式を開催。
恒富南コミュニティセン

地元住民や関係団体等を招待し、センターの周知を図る 4月 50,000円
タ一関所記念イベント

とともに、地域コミュニティの形成を図る。

ウノレスラ学園施般を活用 開理室を借りての料理教室の実施、音楽会の開催な
ー 50,000円

した事業 ど、地績の子供から高齢者を対象にした事業を実施。

間鰯鱒顛麟翻繍醸甥鱗襲欝襲鰻鞠頼醸購額鱒轍鱒襲欝顎覇

0経費の節減等の具体的な方策について

施設の管理経費の中で、人件費が占める割合が大きくなると恩われる。事務局職員の採

用については、地域活動に熱心でボランティア精神のある人を考えている。

事務用品等の購入についても、無駄を省きながらできる限りで節約していく。

施設内の節電や、節水に心がける。

設備の定期的な点検を行い、大きな故障やトラプ、ルを未然に防ぐよう努める。また、会

議室等の清掃については、利用者にも協力を依頼し、いつでもきれいに利用できるよう心

がけるとともに、施設敷地内の清掃についても自主的に定期的に行うことで、経費の削減

に努める。



0施設管理業務にかかる人員体制、連絡体制、勤務体制について

事務局職員は3名（事務局長 1名含む）を予定。 1日2交代制とし、ローテーション勤

務。

｜管理運営委員会（委員15名） ※必要に応じ委員会を開倒

｜｜ 

陣務局長（ 1名）｜ 「

II ~ 管理事務にあたる職員

陣務局職員（2名＞ I J 
受付及び経理、集計業務、設備維持管理業務

ローテーションの組み方は次のとおり。

1 2 3 

A B A B A B 

① 。 0. 

② 。 。
③ 。 。

(A) 9時30分から 15時30分 (B) 1 5時30分から 22時

(A）から（B）への引継ぎは直接行うとともに、重要事項については引継書を作成する。

繁忙期には、必要に応じて柔軟に2名体制で対応できるようにする。また、事務局職員

の事情により、ローテーションに支障が出る場合については、当管理運営委員の中から、

代わりの者を配置することで対応する。

防火管理者を配置しミ消防計画を作成する。また、緊急時や災害時においては、利用者

の安全確保を第一に、聖心ウノレスラ学園とも連携を図り対応できるよう、管理運営委員や

事務局職員への研修を計画している。

業務に関する研修及び、施設、設備操作に関する研修を行い、適正な管理運営ができる

体制づくりに努めるとともに、接遇面での対応が重要な施設であると考えており、事務局

職員に対して接遇研修を行い、丁寧な接客、応対を心がける0・また、既に設置されている

延岡市内の他のコミュニティセンターの運営状況を実際に見て学ぶことを検討している。



延岡市恒富南コミュニティセンター指定管理者仕様書に基づき、適正な管理運営に努め

る。

当管理運営委員会は、学校法人聖心ウルスラ学園、地区区長会や地元区長、地区社会福

祉協議会、高齢者クラプ連合会、民生児童委員協議会、地域福祉活動グループ、学校 PTA

といった、この地域事情を熟知したメンバーで構成されており、地域のニーズや隣接する

学校との連携等にスムーズに対応できる体制が整っているo

2 類似施設の運営実績臼lj紙添付可】

施 設 名 ．なし

所 在 地

主な業務内容

管理運営期間



（様式第3号）

延岡市恒富南コミュニティセンターの管理運営業務に関する収支予算書

申請団体名：延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会

計 3,670 

五回目×12.5時間×297日＝2,413, 125円
2.414「ー『之、一
’ ｜ 、※宮崎県最低賃金を基に積算

電気代 700千円 水道代 80千円 ガス代 20千円
8001 

※同等のコミュニティ施設の実績を基に積算

2001事務用品類

6015, 000円×12ヶ月分

消防設備点検費 30千円
801 

小破修繕費 50千円

1001自主事業企画費（事業計画書を参照）

16附IK聴、視料

計 3,670 

※収入、支出の項目については、参考ですので必要に応じた項目を記入してください。



延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会規約

（名称、）

第 1条 本会は、延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会（以下『委員会J と

いう。）という。

（目的）

第2条 委員会は、延岡市恒富南コミュニティセンター（以下 fセンターJという。）の維

持管理を行うとともに、恒宮中・恒富南地区住民の生涯学習の推進・地域福祉の向上を

含むコミュニティ活動の促進に関する自主的な施設の利用計画及び運営に関する事項

について協議し、適切かつ円滑に遂行することを目的とする。

（組織及び事務所）

第3条 委員会は、下記の構成団体等をもって組織し、それぞれ（ ）内に掲げる人員を

管理運営委員に選出する。ただし、必要に応じて増減できる。

( 1）学校法人聖心ウルスラ学園代表 ( 1) 

(2）恒富中地区区長会代表 ( 1) 

(3）恒富南地区区長会代表 ( 1 ) 

(4）北緑ケ丘区代表 ( 1) 

( 5）中緑ケ丘区代表 ( 1) 

(6）南緑ケ丘区代表 ( 1) 

(7）恒富中地区社会福祉協議会代表 ( 1) 

( 8）恒富南地区社会福祉協議会代表 ( 1) 

(9）恒富地区高齢者クラプ連合会代表 ( 1 ) 

(IO）恒富中地区民生児童委員協議会代表 ( 1) 

(11）恒富南地区民生児童委員協議会代表 ( 1) 

(12）恒富地区地域福祉活動グループ代表 ( 1 ) 

(13）南中学校PTA代表 ( 1) 

(14）南小学校PTA代表 ( 1 ) 

(15）緑ケ丘小学校PTA代表 ( 1 ) 

2 委員会の事務所は委員長の自宅に置く。

（事業）

第4条 委員会は第2条の目的を達成するため、延岡市と緊密に連絡を取り次の事業を行

フ。

( 1 ）センターの維持管理

(2）センターの利用受付及び広報

(3）センターの指定管理料の管理及び施設利用料の徴収

(4）恒富地区住民のコミュニティ意識醸成のための自主事業

(5）その他必要と認められる事業



（会議の運営）

第 12条 会議は、その構成員の 2分の 1以上の出席がなければ開催することはできない。

2 会議の議長は、委員長がこれを務める。

3 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところに

よる。

（経費）

第 13条 委員会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

( 1）延岡市の指定管理料及びセンター利用料金

(2）その他の収入

（会計年度）

第 14条 委員会の会計年度は毎年4月 1日に始まり、翌年3月 31日に終わる。

（委任）

第 15条 この規約に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、延岡市と協議し

別に定める。

附則

この会則は、平成 24年9月 25日から施行する。



延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会役員名簿
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（様式第4号）

延岡市長様

（申請団体）

所在地

平成 24年 10月 15日

団体名 延岡市協商コミュニティセント管理運営委員え、

代 表 者 名 委 員 長 前 回 時 久 ぎ

客約書

私（延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会）は、延岡市恒宮南コミュニテ

イセンターの指定管理者の申請にあたって、申請書その他の添付書類のすべての記載事項

が事実と相違ないこと及び下記の資格要件を有していることを誓約します。

また、私は、指定申請書及び添付書類の記載事項又は下記の資格要件（以下「資格要件

等Jという。）について、疑義が生じた場合は、市長の指示に従って資格要件等に関する書

類を速やかに市長へ提出すること及び市長が関係行政庁に対して調査・照会を行い、資格

要件等に関する情報収集を行うことに同意します。

記

陸軍掴圏置掴園田園属鹿富国園

1 延岡市内に主たる事務所を置く、又は置こうとする団体であること。

2 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項に規定する者に該当

しない団体であること。

3 地方自治法施行令第 167条の 4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実が

ない団体であること。

4 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第 77号）第

2条第 2号に規定する暴力団をいう。）またはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を

含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者の統制の下にな

い団体であること。

5 団体の役員に国税及び地方税の滞納者がないこと。
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｜課室名 経営政策課

起 案 日 24年 11月ふ／日 決 裁 日 24年 11月よよ日

課 内 検 討 者 決裁 者

担当者
起案

企画部長
総括

責 任者 副市長

『

f、叫禽：了ζF ) k争
a・r
~’ 

Tel 2170 

意見

ヰj ③ 
A 口 議 者

意見

広報のべおかへの掲載 要 －⑨ ホームページへの掲載 要 －⑤’ 

件名 ：「延岡市指定管理者選定会議Jの開催について

平成＿？＿ ~年度より指定管理者制度を導入する下記の公の施設について、指定管理者

の候補者を選定するため、裏面の日程で標記会議を開催します。

【対象施設】

①様峰保育園（新規・公募）

所管課：健康福祉部こども家庭課

②長井保育所（新規・公募）

所管課：健康福祉部こども家庭課

＜裏面に続く＞



【評価の視点】

申請団体の提案内容等から、所管課における 1次審査の評価、採点が妥当であ

るかを、選定会議として評価します。

申請が 1団体のみであった場合には、その団体が指定管理者として、必要な要
件を備えているのか、施設の設置目的の実現に向け効果的・効率的な運営を実施

することができるのかという視点で評価します。

0延岡市指定管理者選定会議

委 員：副市長（委員長）、企画部長、総務部長、市民環境部長、健康福祉部長、

農林水産部長、商工観光部長、都市建設部長、北方町総合支所長、

北浦町総合支所長、北川町総合支所長、上下水道局長及び、教育部長
日時： 11月 30日（金） 1 3時30分～

会場：本庁3階講堂
議 事：公の施設の指定管理者候補者の選定について

" ． 

• 
． 



・．
‘’ 
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選定会議委員各位

事務連絡

平成24年 11月日

延岡市指定管理者選定会議

委員長杉本隆晴

延岡市指定管理者選定会議の開催について

標記会議を下記のとおり開催しますので、ご出席をお願いします。

なお、業務の都合等により欠席される場合には、 11月 27日（火）までに下記までご

連絡ください。

記

0平成24年度第2回会議

1. 日時 平成24年 11月 30日（金） 1 3時 30分～

2.場所 講堂（本庁3階）

3. 内 容 平成25年度からの指定管理者候補者の選定

【対象施設］

①様峰保育園（新規・公募）

②長井保育所（新規・公募）

※申請団体の提案内容等から、所管課における 1次審査の評価、

採点が妥当であるかを、選定会議として評価します。

※申請が 1団体のみで‘あった場合には、その団体が指定管理者と

して、必要な要件を備えているのか、施設の設置目的の実現に

向け効果的・効率的な運営を実施することができるのかという

視点で評価します。

文書取扱：経営政策課政策推進係

甲 斐 正 紀

（内線 2 1 7 1) 



事務連絡

平成 24年 11月日

こども家庭課長様

延岡市指定管理者選定会議

委員長杉本隆晴

延岡市指定管理者選定会議の開催について

』、

ー

標記会議を下記のとおり開催します。

会議におきましては、所管課における事前審査結果等（審査経過、審査内容及び選定理由）に

ついて、下記の書類に基づきご説明ください。

寸巳＝＝日

・日時 平成24年 11月30日（金） 1 3時 30分～

・場所 講堂（本庁3階）

・内容 公の施設の指定管理者候補者の選定について

【対象施設】

①模峰保育園（新規・公募）所管課：こども家庭課

②長井保育所（新規・公募）所管課：こども家庭課

・各施設の「説明資料j について

( 1 ）情成（各資料の 1枚目右上に枠囲みで「資料OJと表記してください。）

資料1 「施設の概要」（建物概要、設置目的、指定管理業務の概要、指定の期間等）

資料2 「指定管理者選定基準及び採点表J

※複数の団体から申請のあった場合には、団体ごとに作成してください。

資料3 f候補者選定理白書J（案）

申請書類の写し

※複数の団体から申請のあった場合には、申請団体ごとにまとめてください。

【様式掲示場所】全課共通＝今経営政策課＝今政策推進係＝今指定管理者制度＝今

各種様式例＝今③選定会議資料様式

( 2）提出部数
~ 

;,-

1 8部（申請書類の写しは 1部のみ）※インデックス等の貼付もお願いします。

( 3）提出先および提出期限

経営政策課に、 11月 28日（水） 1 7時 15分までにご送付ください。

圃当日の進行について

当日は、所管課長、担当係長のご出席をお願いいたします。

会議では、まず、資料 1で、施設の概要についてご説明いただき、資料2で選定基準、審査

基準とその配点理由についてご説明いただきます。

その後、選定基準の項目ごとに検討を進めますので、委員の質疑等にご対応ください。

また、資料2が会議の主要な資料となりますので、 1団体につき複数枚となることもあろ

うかと思いますが、内容の充実を図っていただきますようお願いいたします。

文書取扱：経営政策課政策推進係

甲斐正紀（内線21 7 1) 

』IL



資料 1 

施設の概要
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2 公募の状況



延岡市0000指定管理者候補者選定基準及び採点表（申請団体名： D..D..D...6.)
’も

選定基準 審査基準 配点 （平採均集点計）

関係する法律、条例等に基づく施設の管理運営方針や基準
5点を理解し、遵守が見込まれるか。

①確市保民の平等な利用が
されること

情報公開・個人情報保護に係る措置が適切に講じられる見
5点込みがあるか。

施設の管理業務に対する基本方針は適切か。
10点（センター条例等の趣旨に沿っているか。）

自主事業計画書の内容は適切か.r自。 10点

＠施発海畿揮のす草る効計も画用の町をで量内あ大容る限がこに、と

（自主事業を行わせない場合は 60%の得点Jとする。）

利（提用案者がにな対さすれるてサいーるビス向上は適切か。 5点るか。）

利用者の満足度や要望の把握及びその実現策は適切か。 5点

総合的に、収支計算書が適切で、管理経費の節減が図られ
10点る見込みがあるか。

③管事理業計画の内容がが、
経費の縮減図ら 経費節減のための方策は適切か。 5点

れるものであること

その他の管理経費の設定に無理はないか。 5点

法人等の経営状況に問題はないか。 10点

④理事を安業l計画に沿った管
施股の管理）わはせ業十る務分業にな務係もはるの必職か員要．ま最体た小制、限｛施管の設理範の体囲管制か理・。研業修務計の画うち・緊第急定的に行う能力 時の対応 20点

を有していること 三者に行 、。

施設管理を安定的に行う能力を期待することができるか。 10点

マ・：：1.00点£』 計J:l 
』，

．，．．．岨』.~圃ι ，－’－』． j・.... • ~ lL. l..Lr冒E 且－ .‘ー， ’‘ーー ・..-- －・ー ・ι...’・－ a ・－ .... -

【採点基準】 10点優れている、 8点やや優れている、 6点ふつう、 4点やや劣る、 2点劣る
【探点基準】 20点優れている、 16点やや優れている、 12点ふつう、 8点やや劣る、 4点劣る

提案内容等 評価

司」ー ’ 一ー 一一・ ． . ·~ 
• ι－－ ． 

・ー ． ー’ ・ .. ・・
a・‘ ． 

‘．酔’ .. ・ 4 ＇•島、 』 「‘ 』P－ φ －・十． 一切
’ j・ー 』ー~－~・

所管の謀長、係長、担当者の3名がそれぞれ採点（100点満点）し、各項目ごとを平均集計し、 100点満点に換算。

巨日
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資料 3 

指定管理者候補者選定理由書（案）

施設名：

候補者名：

※申請団体が複数で、あった場合には、候補者として選定した団体について、選定基準に基

づく評価において、どのような点で優れていたのかを記載してください。（この記載は、

作成後に削除してください。）



｜課室名 経営政策課

起 案 日 24年 12月 5日 決 裁 日 24年 月 日

課 内 検 討 者 決裁 者

担当者
起案

課長補佐
経営政策

責任者 課長

信
Tel 

③ 
⑧w 

意見

Z口~ 議 者

意見

広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

件名：平成 24年度第 2目指定管理者選定会議の結果について（報告）

第2回指定管理者選定会議において、下記2施設の指定管理者候補者を裏面のとおり

選定しましたので、その会議内容について別添のとおり報告します。

なお、今回選定した指定管理者候補者につきましては、各施設の所管課において市長

決裁後、3月定例市議会に指定管理者としての指定議案を提出し、その議決を経て正式

に指定管理者として指定することとなります。

【対象施設】

①模峰保育園（新規・公募所管課：こども家庭課）

②長井保育所（新規・公募所管課：こども家庭課）

＜裏面に続く＞



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

記

・平成~~年度 第2回延岡市指定管理者選定会議
日時： 11月30日（金） 1 3時30分～

会場：本庁3階講堂
出席者：副市長（委員長）、企画部長、総務部長、市民環境部長4 健康福祉部長、

農林水産部長、商工観光部長、都市建設部長、北方町総合支所長、北浦

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－、－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

町総合支所長、北川町総合支所長、上下水道局長及び、教育部長
【第 1号議案】横峰保育園（公募）

＜選定結果＞

指定管理者候補者：社会福祉法人 川水流福祉会

指定期間：平成~ ~年 4 月 1 日～平成 ？. ~ 年3 月~ ~日.~ ~年間）
【第 2号議案】長井保育所（公募）

＜選定結果＞

指定管理者候補者：社会福祉法人 鏡山会

指定期間：平成 25年4月 1日～平成 28年 3月31日（ 3年間）

※添付資料

－指定管理者の公募状況と指定管理者選定会議における選定結果

．横峰保育園指定管理者候補者選定基準及び採点表
－長井保育所指定管理者候補者選定基準及び採点表

－平成？＿ ~年度第 2 回延岡市指定管理者選定会議会議録
・平成 24年度第2回延岡市指定管理者選定会議議案集

－延岡市指定管理者選定会議に関する要綱



指定管理者の公募状況と指定管理者選定会議における選定結果

※平成24年11月30日第2回延岡市指定管理者選定会議分

施設名 横峰保育園 長井保育所

所管課 こども家庭課 こども家庭課

募集方法 公募 公募

募集期間 H24.11.14～H24.ll.27 H24.ll.14～H24.ll.27 
． 

説明会 開催なし 開催なし

・ .. 申i請件数 l件 l件
．－一一 . 一・－一 .. , 

に申請団体名 社会福祉法人川水流福祉会 社会福祉法人鏡山会
’・f a’’・＇事晶＇＇’ ．冒~ 匂

J採点／満点 98. 3点.I 100点 97. 9，長 I100点

選定候補者 社会福祉法人川水流福祉会 社会福祉法人鏡山会
.・・ ...... 

指定期間 H.25.4.1～H28.3.31 (3年間） H.25.4.1～H28.3.31 (3年間）
・,, . . 



平成24年 度 第2回延岡市指定管理者選定会議会議録

日時：平成24年 11月30日（金）

1 3時30分～ 15時00分

場所：本庁3階講堂

委員長 ｜ 事務局より、本日の審議内容等について説明をお願いします。

事務局 ｜ 本日は、新たに指定管理者制度を導入する 2施設の、指定管理者の候補

者選定についてご審議いただきます。

第 1号議案の「模峰保育園J、第2号議案の「長井保育所jはともに公

募を行い、所管するこども家庭課において 1次審査を実施しております。

以上2議案につきまして、選定基準ごとに選定会議として評価していた

だきたいと思います。

委員長 ｜ 委員の皆さんには、申請団体が指定管理者として必要な要件を備えてい

るのか、施設の設置目的の実現に向け効果的・効率的な運営を実施するこ

とができるのかという視点で審議をお願いします。

それでは、第 1号議案、模峰保育園の審議を行います。所管課より説明

をお願いします。

こども家庭課｜ （こども家庭課より概要説明）

委員長 ｜ 説明内容について、質問はありませんか。

委員 ｜（質問なし）

委員長 ｜ 次に、選定基準ごとに 1次審査の内容について審議してまいります。ま

ず、選定基準①について事務局より、説明をお願いします。

事務局 ｜ （選定基準①について 1次審査の内容を説明）

委員長 ｜ 質問、意見はありませんか。

委員 ｜ 個人情報の保護に「立体的にJ取り組むとあるが、どのような意味であ

るのか。

こども家庭謀｜ 総合的、多面的に取り組むという意味であると確認している。その実施

においても、これまでの保育所運営の実績から十分な取組みがなされるも

のと考えている。

委員 ｜ 保育方針は示されているが、保育目標はどのようなもので、あったのか。
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平成24年度第2回延岡市指定管理者選定会議会議録

こども家庭課 l fげんきでやさしくがんばる子どもj を柱として、①自然に親しみ、み

んなで仲良く遊ぶ、②よく考え、学ぼうとする力を伸ばす、③豊かで思い

やりのあるこ ζ ろを育てる、④活力のある丈夫な体をつくるという保育目

標を掲げている。また、その実現のために、月別や発達過程別に詳細な指

導計画が立てられている。

委員長 ｜ 選定基準①については、市が求める基準に達しているということでよろ

しいですか？

委員全員 ｜ 異議なし

委員長 ｜ 選定基準②について事務局より、説明をお願いします。

事務局 ｜ （選定基準②について 1次審査の内容を説明）

委員長 ｜ 質問、意見はありませんか。

委員 ｜ 通常保育における食育計画の取り入れは必須事項となっているのか。ま

た、具体的な計画内容はどのようなものか。

こども家庭課｜ 必須となっている。具体的な内容を簡単に紹介すると、 O歳児では発達

段階に応じた食事、 2歳児ではいろいろな食材を味わう、 5歳児ではバラ

ンスの良い食事、季節の食物を味わうという内容となっている。

委員 ｜ 通常保育に関する提案内容では、「計画をたてるjという記載となってい

るが、その段階で満点の評価とできるのか。

こども家庭課｜ 年間計画だけでなく、月案、週案での保育実施を行う提案となっており、

保育所運営の実績よりその円滑な実施が期待できる。また、障がいのある

子どもの保育についても十分な提案がなされている。

委員 ｜ 自主事業計画では多くの交流事業が計画されているようであるが、満点

となっていないのはどのような理由からか。

こども家庭課｜ 候補者が運営する特別養護老人ホームとの交流事業など、特徴ある計画

がなされておりおおむね適切であるが、地域との交流事業の計画がより多

いとさらに良かったと考えている。

委員 ｜ 施設の補修については、すべて指定管理者において実施するのか。

こども家庭課｜ 小破修繕については指定管理者で実施するが、大規模な修繕は市で実施

する。
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平成24年度第2回延岡市指定管理者選定会議会議録

委員長 ｜ 選定基準②については、市が求める基準に達しているということでよろ

しいですか？

委員全員 ｜ 異議なし

委員長 ｜ 選定基準③について事務局より、説明をお願いします。

事務局 ｜ （選定基準③について 1次審査の内容を説明）

委員長 ｜ 質問、意見はありませんか。

委員 ｜ 棋峰保育所と長井保育所の指定管理料の提案額に大きな聞きが無いのは

なぜか。

こども家庭課｜ 保育する児童数により保育士の必要配置人員数が定められていること、

また、指定管理料の額を国の通知に従って入所児童数を基に算出した支弁

額相当額とし、様峰保育園については平成23年度を基に算出した 1,500 

万円を下限としたことで、指定管理料の提案額が近いものとなったと考え

られる。

委員 ｜ 収支計画における支出の内容についてはどのように評価したのか。

こども家庭課｜ 支出における事務費の割合が 5.9%となっており、費用配分のバランス

を考えるとやや少ないのではないかと恩われるが、おおむね適切な計画と

なっている。また、保育士のシフト構成によっては経費縮減の余地もある

のではないかと考えられる。

委員長 ｜ 選定基準③については、市が求める基準に達しているということでよろ

しいですか？

委員全員 ｜ 異議なし

委員長 ｜ 選定基準④について事務局より、説明をお願いします。

事務局 ｜ （選定基準④について 1次審査の内容を説明）

委員長 ｜ 質問、意見はありませんか。

委員 ｜ 多額の資産を有した法人であるが、どのように分析しているか。

こども家庭課｜ 当該法人は保育所運営事業だけでなく、特別養護老人ホーム運営事業も

行っており、その事業資産もあることから大きな資産を有している。その

ため指定管理業務も安定して実施できる法人であると考えている。
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平成24年度第2回延岡市指定管理者選定会議会議録

委員長 ｜ 選定基準④については、市が求める基準に達しているということでよろ

しいですか？

委員全員 ｜ 異議なし

委員長 ｜ 選定基準⑤について事務局より、説明をお願いします。

事務局 ｜ （選定基準⑤について 1次審査の内容を説明）

委員長 ｜ 質問、意見はありませんか。

委員 ｜ 満点とするには、提案内容が少ないのではないか。

こども家庭課｜ 事業計画書にはより詳細な提案がなされており、長年にわたる保育所運

営の実績もあることから十分に入所児童の健康管理を行えると考えてい

る。

委員長 ｜ 選定基準⑤については、市が求める基準に達しているということでよろ

委員全員

委員長

委員全員

委員長

しいですか？

異議なし

それでは、これまでの審議から第1号議案については、社会福祉法人川

水流福祉会を棋峰保育園の指定管理者候補者として選定することでよろし

いですか。

異議なし

では次に、第2号議案、長井保育所の審議を行います。所管課より説明

をお願いします。

こども家庭課｜ （こども家庭課より概要説明）

委員長 ｜ 説明内容について、質問はありませんか。

委員 ｜ （質問なし）

委員長 ｜ それでは、選定基準①について事務局より、説明をお願いします。

事務局 ｜ （選定基準①について 1次審査の内容を説明）

委員長 ｜ 質問、意見はありませんか。
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平成24年度第2回延岡市指定管理者選定会議会議録

委員全員 異議なし

委員長 選定基準④について事務局より、説明をお願いします。

事務局 （選定基準④について 1次審査の内容を説明）

長ロ貝委 質問、意見はありませんか。

委員 危機管理について、事象発生時の対応は具体的に提案されているが、そ

のあり方についての提案が無いのではないか。

こども家庭課 防災訓練の実施など、これまで、の保育所運営においても危機管理につい

ては取り組んできているため、そのあり方については十分認識していると

考えている。

委員長 ｜ 選定基準④については、市が求める基準に達しているということでよろ

しいですか？

委員全員 ｜ 異議なし

委員長 ｜ 選定基準⑤について事務局より、説明をお願いします。

委員全員 ｜ （選定基準⑤について 1次審査の内容を説明）

こども家庭課｜ 質問、意見はありませんか。

委員 ｜（質問なし）

委員長 ｜ 選定基準⑤については、市が求める基準に達しているということでよろ

しいですか？

委員全員 異議なし

委員長 では、第2号議案については、社会福祉法人 鏡山会を長井保育所の指

定管理者候補者として選定することでよろしいですか。

委員全員 異議なし

委員長 それでは、以上で平成24年度第2回延岡市指定管理者選定会議を終了

します。
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平成24年度第2回延岡市指定管理者選定会議会議録

員委 個人情報の保護については、具体的な対応策等が提案内容欄に記載され

ていないが、問題は無いのか。

こども家庭課｜ これまでも保育所運営において個人情報を管理してきていることから、

十分な個人情報の保護が行われると考えている。

委員長 ｜ 選定基準①については、市が求める基準に達しているということでよろ

しいですか？

委員全員 異議なし

委員長 選定基準②について事務局より、説明をお願いします。

事務局 （選定基準②について 1次審査の内容を説明）

委員長 質問、意見はありませんか。

員委 自主事業計画内容が、満点の評価とするには少ないのではないか。

事務局 事業計画書には、より具体的に実施時期や内容について記載されており、

十分な内容であると考えている。

委員長 選定基準②については、市が求める基準に達しているということでよろ

しいですか？

委員全員 異議なし

委員長 選定基準③について事務局より、説明をお願いします。

事務局 （選定基準③について 1次審査の内容を説明）

委員長 質問、意見はありませんか。

収支計画における人件費は、どのような人員配置計画をもとに算定され

ているのか。

委員 ｜ 保育士、調理師で計6名の常勤職員とすることが計画されている。しか

し、こども家庭課において算定した指定管理料の見込みより低い金額での

提案となっており、経費の削減に努める姿勢がうかがえる。

委員長 ｜ 選定基準③については、市が求める基準に達しているということでよろ

しいですか？
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平成24年度第2回延岡市指定管理者選定会議議案集

第 1号議案模峰保育園

【健康福祉部 こども家庭課】

第2号議案長井保育所

【健康福祉部 こども家庭課】



第 1号議案

「模峰保育園J

健康福祉部 こども家庭課



施設の概要

1 .施設の概要

( 1 ）管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

く〉名称

。所在地

。開設日

。建物概要

延岡市立横峰保育園

延岡市北方町様峰未 504番地2

昭和 33年 4月 1日

構造等 鉄筋コンクリート造平屋建

床面積 234. 55 rrl 

｜資料1 ｜ 

施設概要保育室、乳児室兼ほふく室、調理室、事務室、調乳室

トイレ、倉庫他

(2）施設設置の目的

児童福祉法第 35条第 3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育に欠け

る乳児又は幼児を保育する。

( 3）業務の概要

①保育を行う業務

②延長保育及び一時保育を行う業務

③延長保育及び一時保育の利用に係る許可に関する業務

④延長保育及び一時保育の利用料金の徴収に関する業務

⑤施設及び設備の維持管理に関する業務

⑥①～⑤のほか、横峰保育園の管理及び運営に関し、市長が必要と認める業務

(4）休日および保育時間

。休日

①日曜日

②国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日

③ 1月 2日、同月 3日及び 12月 29日から同月 31日まで

ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、変更す

ることができる。

く〉保育時間

午前 7時から午後 6時までとする。

ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、変更す

ることができる。

(5）指定の期間

平成 25年 4月 1日から平成 28年 3月31日まで

2. 公募の状況

( 1 ）公募の期間

平成 24年 11月 14日（水）から平成 24年 11月 27日（火）まで

(2）申請団体

社会福祉法人川｜水流福祉会



｜ 資料3 ｜ 

指定管理者候補者 選定理白書 （案）

施設名：横峰保育園

【選定理由］

く〉認可保育所の設置目的や機能に合致した適正かつ明確な基本理念、

基本方針を持っており、また、適正な管理運営に必要な経営基盤を

持っている。

く〉北方町において 43年の長きにわたり川水流保育園を経営するなど、

認可保育所の管理・運営の実績があり、保育業務に関する専門的知

識や経験を有する職員の配置により、サービス向上が図られ、当該

施設の効果を高められるとともに、適正な管理・運営の確保が期待

できる。

く〉管理体制が明確であり、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準を遵守するとともに、非常勤職員を配置するなど人員配置が合理

的なものとなっている。また、積極的に地域や高齢者、他の保育所

等との関わりを持つための取り組みが示されている。

く〉保護者や地域との連携を図りながら、子ども一人ひとりを大切にし

た保育に努めていく姿勢がうかがえる。また、地域密着型の保育所と

して、充実した研修制度や利用者のニーズを把握し、満足度の向上に

取り組む事業展開を企画している。

く〉現在の棋峰保育園に勤務する臨時職員の雇用に関しても積極的な

提案があり、子どもや保護者に安心感を与えられるとともに、円滑

に引き継ぎが実施されることが期待できる。

以上の理由から、社会福祉法人川水流福祉会を候補者として選定いた

します。



第 2号議案

「長井保育所J

健康福祉部 こども家庭課



施設の概要

1 .施設の概要

( 1 ）管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

。名称 延岡市立長井保育所

く〉所在地 延岡市北川町長井 5453番地

く〉開設日 昭和 52年4月 1日

。建物概要 構造等 鉄筋コンクリート造平屋建

床面積 363. 66 rrf 
施設概要保育室、ほふく室、調理室、事務室、調乳室

子育て支援室、 トイレ、倉庫他

( 2）施設設置の目的

｜資料1 ｜ 

児童福祉法第 35条第 3項の規定に基づきょ日々保護者の委託を受けて、保育に欠け

る乳児又は幼児を保育する。

( 3）業務の概要

①保育を行う業務

②延長保育及び一時保育を行う業務

③延長保育及び一時保育の利用に係る許可に関する業務

④延長保育及び一時保育の利用料金の徴収に関する業務

⑤施設及び設備の維持管理に関する業務

⑥①～⑤のほか、長井保育所の管理及び運営に関し、市長が必要と認める業務

(4）休日および保育時間

。休日

①日曜日

②国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日

③ 1月2日、同月 3日及び 12月29日から同月 31日まで

ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、変更す

ることができる。

く〉保育時間

午前7時から午後 6時までとする。

ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、変更す
ることがで、きる。

(5）指定の期間

平成 25年4月 1日から平成 28年3月31日まで

2. 公募の状況

( 1 ）公募の期間

平成 24年 11月 14日（水）から平成 24年 11月 27日（火）まで

( 2）申請団体

社会福祉法人鏡山会



｜ 資料3 ｜ 

指定管理者候補者 選定理白書 （案）

施設名：長井保育所

【選定理由】

。認可保育所の設置目的や機能に合致した適正かつ明確な基本理念、

基本方針を持っており、また、適正な管理運営に必要な経営基盤を

持っている。

く〉北川町において 34年の長きにわたり、くまた保育園を経営するな

ど、認可保育所の管理・運営の実績があり、保育業務に関する専門

的知識や経験を有する職員の配置により、サービス向上が図られ、

当該施設の効果を高められるとともに、適正な管理・運営の確保が

期待できる。

く〉保育への考え方、取り組みがしっかりしており、通常保育に加え、

感性豊かな子どもを育てていくため、「漢字あそびJや「スポーツ教

室j、「茶道教室Jをはじめとした独自性のある保育内容が示されて

いる。

。組織として保護者の子育てを支援する姿勢が明確で、あり、日常的な

情報交換や個別面接、育児相談など、保護者との相互理解を深めるた

めの取り組みが具体的に計画されている。

く〉現在の長井保育所に勤務する臨時職員の雇用に関しても積極的な

提案があり、子どもや保護者に安心感を与えられるとともに、円滑

に引き継ぎが実施されることが期待できる。

以上の理由から、社会福祉法人鏡山会を候補者として選定いたしま

す。



（指定管理者指定申請書）

指定管理者指定申請書

延岡市長首藤正治様

平成24年 11月20日

（申請者）

法人の住所

延岡市北川町川内名 7228番地

法人の名称

社会福祉法人鏡山会

代表者氏名

北林和代

次の公の施設について、指定管理者として指定を受けたいので、延岡市公の施設に係る指定管

理者の指定の手続に関する条例（平成 15年条例第 33号）第2条の規定により、下記の書類を

添付して申請します。

記

公の施設の名称 ｜延岡市立長井保育所

公の施設の所在地 ｜延岡市北川町長井5453番地

［添付書類】

( 1）事業計画書

( 2）収支予算書

(3）申請法人の概要

(4）役員名簿

( 5）定款

( 6）履歴事項証明書

( 7）財務関係資料

( 8）誓約書



（事業計画書）

申請法人名 社会福祉法人鏡山会

公の施設名 長井保育所

1 .保育所運営理念

事業計画書－

(1) 指定申請の動機と今後の運営理念、について

長井保育所は北川町内の保育所であり、同地域内の就学前児童の健全育成

に貢献したいということが主たる動機です。運営理念については、公立保

育所じだいからの方針を継承するとともに、くまた保育園の園是や保育目

標に基づく保育内容を、当園 35年の実績にもとに実践する方針です。

(2) 効率的・安定的な施設運営の取組みについて

指定管理による運営なので、予算に基づき、適切な運営を心掛ける考えで

おります。指定管理料の範囲内で利用者のサービス向上に努め、最大の効果を，

上げられるよう適切な運営を心がけてまいります。また、職員の配置について

は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を遵守するとともに、経験豊

かな職員を採用していきたいと考えています。

2.保育所運営方針

(1) 保育目標、保育方針、指導計画について

くまた保育園の園是は、要約すると f健康安心・知情意の養育・心のふれ

あいjの3つの柱によって成り立っています。その柱に基づき、保育目標

として、①自立心のある個性豊かな子 ②健康で明るい子 ③素直で思い

やりのある子④礼儀正しい子⑤郷土を愛する子 の5つがあります。

以上の目標に基づき、年間、月問、週間の指導計画を立てて実践しており、

近年は「漢字あそびJを導入し、園是の「知情意の養育j、「心のふれあいJ

の怠念の実践をしておりますが、長井保育所においても、同様の実践を行

いたいと思います。

事業計画一 1



(2) 保育内容及び方法について

（通常保育や特別保育、行事等における具体的な保育の内容及び方法）

通常保育においては、 3歳以上児の異年齢混合保育を行い、当園独自の

f漢字あそびJでは年齢別保育を行う予定です。また、運動会、お遊戯

会等では年齢別発表を行し、ます。

「漢字あそびJでは毎朝 20分～ 30分の時間を取って、テキストの

読み聞かせや漢字当てクイズ等を行い、百人一首等も実施する予定です。

季節ごとの行事に合わせ作品を作ったり、集会等を行ったり、行事の由

来当を知らせたり、体験をさせます。スポーツ教室、剣道教室、茶道教室、

音楽教室、読み聞かせ等を毎月一回実施します。また、補助金を頂きながら、

延長保育事業を実施し、自主事業として一時預かり事業を実施します。

(3) 給食について（アレルギーへの対応、発育・健康への配慮、食中毒予防を含む。）

アレルギーに対しては、保護者からの申し出に対して面接によって対応

し、詳しい情報に基づき給食や生活習慣の管理を行います。

発育の状態については、随時管理し、保護者の協力を得ながら、障害児

サポートセンタ一等にご指導を頂きつつ、発育状態の管理につとめます。

また、健康への配慮や食中毒予防のため、衛生管理を徹底いたします。

(4) 保育環境整備について（衛生面・安全面に対応する取組み）

衛生面については、酸性水等を用いて殺菌、除菌につとめ、給食室や

保育室にはコックレス等のゴキブリ等害虫駆除を実施致します。また、必

要に応じて空気清浄器等も使用いたします。

安全面については、保育室をはじめ園庭の危険個所は徹底したチェック

を行い、危険と判断されたことには、早急な措置を取ります。
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(5) 入所児童の健康管理について

（日常の健康及び発達観察、健康診断、医療・療育機関との連携）

子どもの様子の変化については、顔色や機嫌から判断し体温計による発熱

の確認、保護者への連絡を実施。発達障害がある場合は保護者との連絡を

とりながら、障害児サポートセンタ一等への相談を行う。医療機関につい

ては、内科医としてもうりクリニック、歯科医としてせせらぎ歯科と嘱託

医契約を結び、年二回の健康診断を実施する。

(6) 緊急時対策について

① 防犯及び防災対策について

防犯については、テルウェルの非常通報装置を設置し、緊急時には即時対

応するようにします。さらに、火災等においては、 11 9火災通報装置を

使用して緊急時に対応致します。また、毎月一回、防災の日を設け、防災

避難訓練等緊急時対応訓練を実施します。

② その他緊急時の対応について

その他緊急時には、園長をはじめ、職員間の緊急連絡網を作り、連絡体制

を密に取ります。

(7) 個人情報の保護について

個人名や写真等の扱いは慎重に行い、公表する場合は保護者から許可を得

た上で実施致します。

(8) 家庭や地域との連携について

① 地域、学校等との連携に対する考え方について

地域や学校とは折あるごとに連絡を取りながら、園への協力をお願いしつ

つ、密接な連絡体制を形成致します。

② 保護者とのコミュニケーションについて

保護者とは常に悩みや相談を受け付けるようにし、連絡帳などを通して、

子どもの様子等、情報交換を行し、ながら、相互理解に努めます。

事業計画一 3



(9) 利用者等の苦情や要望等の把握及び対応について

苦情については、親切丁寧に受け止め、即時判断を心掛け、保護者の

不満や混乱が生じないように配慮する。

(10) サービスの向上に向けた組織としての取組みについて

（保育の質の向上への取組み、利用者への情報提供方法）

職員の資質向上をめざし圏内研修をはじめ、研修事業への参加を促進し

ます。さらに、保護者への情報提供を積極的に行い、日々の保育の様子

の写真掲示や園便り（給食便り含む）等を発刊します。

3.組織体制

(1) 職員配置

職種 氏名 生年月日 経験年数 資格

保育士 a・・・・・・・・・・・・ 35年 保育士

保育士 32年’ 保育土

保育士 25年 保育土

調理師 22年 調理師

保育士 a・・・・・・・・・・・E ~ 5年 保育士

調理師

(2) 採用計画

現職員を原則とし、不足する場合は、新卒者または臨時職員の雇用を計画

し、広く募集する。

(3) .研修計画

宮崎県保育連盟連合会、延岡市保育会が計画する研修会に積極的に参加し、

その他、諸団体が企画する研修会に参加する。

(4) 勤務体制

くまた保育園の勤務体制に準拠して勤務計画を立てる。月間のローテーシ

ョン計画表で確認するようにする。
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4.収支計画

(1）管理経費の削減について（管理経費の縮減を図るための具体的な方策）

経費上最も比率が高いのが人件費なので、人件費を削減することが主要

課題となると思います。適正な人員配置やパート職員の効率的活用などにより人

件費の削減に努めます。また、光熱水費の削減に努めるとともに、施設の清掃や

草刈などにおいて地域や保護者にボランティアとして協力いただくなど維持管

理経費の削減にも努めます。

(2）資金計画について（基本財産・運用財産の安定確保に関する事項）

資金計画については、指定管理団体として適切な資金計画を立てます。

5.保育の引継ぎ

(1) 引継ぎに対する考え方とスケジュールについて

これまでの保育方針を充分に聞き取りながら。継承すべきところを明

らかにし、保護者に混乱が生じないように配慮する。最低 1・2か月

は検討期間を設け、特に保護者の情報については、綿密に情報交換を

行う。
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6. 自主事業計画

（保育所の運営について、独自の取組みとして提案するもの）

事業名 目的・内容・経費等 実施時期・回数

漢字あそび 物語を読み聞かせせながら漢字や 4月～ 3月（年間）

かなに親しみ、知恵、を育みのばす。 毎朝 20分～ 30分

2歳から 5歳

スポーツ教室 鉄棒マット縄跳びなど明確な目標 4月～ 2月

を定め、楽しみながら自然に体力や 毎月 2回

運動能力を身に着ける。 3歳から 5歳

茶道教室 作法や礼儀を学びながら精神面や 4月～ 2月

情緒の発育を促す。 毎月一回

5歳児

剣道教室 礼儀作法や気合い、運動能力を伸ば 4月～3月

し、精神力や集中力を身に着ける。 毎月一回 4歳児

音楽教室 正しい音程や発生法でリズム感を

養い、和太鼓やマーチングに関心を 4月～3月

促す。 毎月一回

3歳から 5歳

一時預かり事業 未就園児を一時的に預かることに 、、

より、エンジの発育状態を見守り保 年間

護者の育児をサポートする。

延長保育 保護者の育児サポート。 年間

6時1・5分以後 10 0円。その後 1

5分ごとに10 0円を徴収。

事業計画一 6



（収支予算書）
申請法人名 社会福祉法人鏡山会
公の施設名 長井保育所

収支予算書
※2 5年度から 27年度までの 3年間の収支計画を記入してください。

j・ .·~；－－~~震がトf徹二内ベ’完治生戸度桝fr~－~~笥年度唱すご事詩z与を7年度挙：

指定管理料 ¥18182500 ¥18182 500 ¥18182 500 
利用料金 ¥288 000 ¥288 000 ¥288 000 

収
その他 ¥1 440 000 ¥1 440 000 ¥1 440 000 

入

合計 ¥19 910 500 ¥19 910 500 ¥19 910 500 

職員棒給 ¥8 753 000 ¥8 753 000 ¥8 753 000 
職員諸手当 ¥2 500 000 ¥2 500 000 ¥2 500 000 

人 非常勤職員給与 ¥4387 500 ¥4387 500 ¥4 387 500 
｛牛

退職共済掛金 ¥180 000 ¥180 000 ¥180 000 費
法定福利費 ¥700 000 ¥700 000 ¥700 000 

小計 ¥16 520 500 ¥16 520 500 ¥16 520 500 
福利厚生費 ¥100 000 ¥100 000 ¥100 000 
旅費交通費 ¥100 000 ¥100 000 ¥100 000 
研修費 ¥100 000 ¥100 000 ¥100 000 
器具什器費 ¥100 000 ¥100 000 ¥100 000 
印刷製本費 ¥100 000 ¥100 000 ¥100 000 
水道光熱費 ¥50 000 ¥50 000 ¥50 000 
燃料費 ¥100 000 ¥100 000 ¥100 000 

事 修繕費 ¥100 000 ¥100 000 ¥100 000 
務

通信運搬費 ¥120 000 ¥120 000 ¥120 000 費

支 会議費 ¥50 000 ¥50000 ¥50 000 
出 業務委託費 ¥300 000 ¥300 000 ¥300 000 

手数料 ¥100 000 ¥100 000 ¥100000 
損害保険料 ¥120 000 ¥120 000 ¥120 000 
賃借料 ¥100 000 ¥100 000 ¥100 000 
雑費 ¥50 000 ¥50000 ¥50000 

小計 ¥1590000 ¥1590000 ¥1590000 
給食費 ¥1000000 ¥1000000 ¥1000000 
保健衛生費 ¥30000 ¥30000 ¥30000 
保育材料費 ¥200 000 ¥200000 ¥200000 

事 水道光熱費 ¥360 000 ¥360000 ¥360 000 
業 燃料費 ¥50 000 ¥50000 ¥50000 
費－ 消耗品費 ¥60 000 ¥60000 ¥60000 

器具什器費 ¥50 000 ¥50000 ¥50000 
雑費 ¥50 000 ¥50 000 ¥50000 

小計 ¥1800000 ¥1 800 000 ¥1800000 

合計 ¥19 910 500 ¥19910500 ¥19 910 500 

～守ザき繍考，f京.~＿~＇

補助事業

正職員3人分
特殊業務手当、

通勤手当‘ 賞与~

非正規駿員4人分

社会保険料

菌検料

必要備品

コピー関連費

ガソリン代ほか

電話代ほか

音集敏ス宰ポ．ーツ敏前室理相、互出

リース料保守点犠費等

新聞書籍等

20人分

ペーパータオル他

絵本、画用紙ほか

30000円／月

ガス代等

洗剤、たわし等

ラジカセ等



（申請法人の概要）

長井保育所公の施設名

の概要申請法人

日現在）

ふりが乞l・一一－~－！~.1♂竺広三~－3~ ？r~~j___ _ 
月年

社会福祉法人鏡山会申請法人名

北林和代：代表者名

宮崎県延岡市北川町川内名 72 2 8番地地在所一いん

昭和 52年 10月 15日－設立年月日

従業員数

昭和 53年 4月 1日

2 0名

楽器遊び、川遊びを始める。

二代目理事長に北林利美氏就任

放課後児童クラプ「子ども夢館J落成

3代目理事長 北林和代

市意識漢字あそび導入

養護、人とのかかわり、あそび教育

身体づくり、人間関係、環境、言語、

表現（造形・音楽）、教育

平成 5年 5月

平成5年 5月

1 2年 3月

1 8年 4月

1 9年 4月

乳幼児保育

0・1・2歳児

3・4・5歳児

革
.；沿

定員 70名

延長保育事業 放課後児童健全育成事業、子育て支援事業、

乳幼児健全育成支援一時預かり事業

容内務業

‘
 

；
0
・
引
？
叫
ザ

，、

受注額業務内容（概要・発注者等）業務名（施設名称、等）年度

くまた保育園昭和 53年
理

績

管

実
設

務

施

業
くまた児童クラブ平成 10年

｛所属】

[FAX] 0982-46-2538 

｛氏名】

【TEL] 0982-46ァ2536

【Email】

kumata@aioros.ocn.ne. jp 

連絡担当者



（役員名簿）

申請法人名 社会福祉法人鏡山会

公の施設名 長井保育所

役員名簿

理事長

理事

理事

理事

理事

理事

監事

監事

（ キタノぐヤシカスヨ

北林和代

（ サワノリヒト

滞紀仁

アカキミツタニ

赤木光国．

（ キタハ．ヤシミキオ

北林幹雄

（ ヒラタイツオ

平田逸雄

（ カワノイチロウ

河野一郎

（ ホンタ．トシミツ

本田敏満

（ コタ．マシケ・ョシ ） 

児玉繁良

※理事及び監事を全て記入してください。

a・圃園田園園....w

a園田園園置園田園田F

a・・園田園・・園田園・・a・圃圃・掴圃・・・E

a・圃園置園圃置園田F

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女



決

平成 2 3 年度

筆 墾 主ヒ
口

自 ：平成 23年 4月 1日

至 ：平成 24年 3月31日

社会福祉法人鏡山会

章



第1号様式

資金収 支計 算書

（自）平成 23年 4月 l日 （至）平成 24年 3月31日

社会福祉法人鏡山会 、 P-1 

勘定科 目 予算 決算 差異 備考

運営費収入 66,629,480 66,552,510 76, 970 

収
私的契約利用料収入 1, 155,000 I, 152, 550 2, 450 

経常活動

経常経費補助金収入 3,389,000 3, 381, 700 7,"300 

入 雑収入 1,046,400 l, 041, 886 4, 514 

受取利息配当金収入 31,800 26,839 4, 961 

経常収入計 (I) 72,251,680 72, 155,485 96, 195 

よ 人件費支出 51,844,307 51,687, 761 156, 546 

収支る 支 事務費支出 5,400,000 5,288,827 lll, ・173 

事業費支出 6,433,883 6,368,921 64, 962 
出 借入金利息支出 49,920 49,920 。

経常支出計（2) 63, 728, 110 63,395,429 332, 681 

経常活動資金収支差額（3)=(1）ー（2) 8,523,570 8, 760,056 -236, 486 

施I 等

収

入 施設整備等収入計（4) 。 。 。

よ
支

収支る
出

施設整備等支出計（5) 。 。 。
施設整備等資金収支差額（6)= (4）ー（5) 。 。 。

財務活動

収

’入 財務収入計（7）・ 。 。 。
借入金元金償還金支出 500,000 499,200 800 

よ 支 積立預金積立支出 5,000,000 5,000,000 。
収支る

出
財務支出計（8) 5,500,000 5,499,200 800 

財務活動資金収支差額（9)=(7）ー（8) -5,500,000 -5,499,200 -800 

予備費（10)
0 －ー－－－－ －ー一ー一一当期資金収支差額合計 (11)= (3) + (6) + (9）ー（10) 3,023,570 3,260,856 -237,286 
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‘第2号一 2様式

資金収支－決－算恥内－－訳－表 J

（自）平成 23年 4月 1日 －｛至）；平成24年 3月31日

社会福祉法人鏡山会
P-I 

本 部 くまた保育園 子ども夢館
勘 定 科 目 合計

運営費収入 66, 552, 510 。 66, 552, 510 。
運営費収入 66,552,510 。 66, 552, 510 。

私的契約利用料収入 1, 152,550 。 67, 750 1,084,800 
私的契約利用料収入 l, 152,550 。 67, 750 l, 084, 800 

収 経常経費補助金収入 3,381, 700 。 1, 482, 700 1, 899, 000 

入
市区町村補助金収入（経常経費） 3,381, 700 。 l, 482, 700 l, 899, 000 

雑収入 1,041,886 。 l, 041, 886 。
雑収入 1, 041, 886 。 l, 041, 886 。

受取利息配当金収入 26,839 100 : 26, 406 333 
受取利息配当金収入 26,839 100 26, 406 333 

経常収入計（1) 72, 155,485 100 69, 171, 252 2,984, 133 
人件費支出 51,687, 761 40, 000 48, 775, 529 . 2, 872, 232 . 
役員報酬 40,000 40,000 。 。
職員俸給 31, 190,232 。 29, 186, 578 2,003,654 
職員諸手当 9,230,074 。 8, 750,312 479, 762 
非常勤職員給与 4,554,450 。 4,554,450 。
退職共済掛金 575,601 。 537, 240 38, 361 
法定福利費 6,097,404 。 5, 746, 949 350,455 

事務費支出 5,288,827 88,420 5, 102, 537 97,870 

経活常動

福利厚生費 211, 650 。 211, 650 。
旅費交通費 338,280 。 338, 280 。
研修費 124,915 。 74, 915 50,000 
消耗品費 211,692 。 211, 692 。

よ 器具什器費 32,875 。 32,875 。
収支る 水道光熱費 73,458 。 73,458 。

燃料費 J 122,070 。 122,070 。
修繕費 274,406 。 274, 406 。

支 通信運搬費 460,504 。 460,504 。
出 会議費 36,000 36,000 。 。

業務委託費 931,653 。 931, 653 。
損害保険料 171,460 。 123,590 47,870 

賃借料 843,696 。 843,696 。
土地・建物賃借料 150,000 。 150,000 。
経費 1,306,168 52,420 1,253, 748 。

事業費支出 6,368,921 。 6,368,921 。
給食費 4,483,599 。 4,483,599 。
保健衛生費 210, 748 。 210, 748 。
保育材料費 401,405 。 401,405 。
水道光熱費 652,389 。 652,389 。
燃料費 228, 511 。 228, 511 。
消耗品費 157,336 。 157,336 。
器具什器費 121,820 。 121,820 。
賃借料 55,820 。 55,820 。
雑費 57,293 。 57,293 。

借入金利息支出 49,920 。 49,920 。
借入金利息支出 49,920 。 49,920 。

経常支出計（2) 63,395,429 128,420 60,296,907 2,970, 102 

経常活動資金収支差額（3)=(l）ー（2) 8, 760,056 -128,320 8,874,345 14,031 

収

入 施設整備等収入計（4) 。 。 。 。
支

出



．第2号－ 2様式

資金収支決算内訳表

（自）平成 23年 4月 1日 （至）平成 ・24年 3月31日

社会福祉法人鏡山会 P-2 

本 部 くまた保育園 子ども夢館

勘定科目 合計

備施股盤等
支

出
よ

支収る
施設整備等支出計（5) 。 。 。 。

施設整備等資金収支差額（6)=(4）ー（5) 。 。 。 。

財務活動

収

入 財務収入計（7) 。 。 。 。
借入金元金償還金支出 499,200 。 499, 200 . 。

支 長期運営資金借入金償還金支出 499,200 。 499, 200 。
よ

収支る

積立預金積立支出 5,000,000 。 5, 000, 900 。
出 人件費積立預金積立支出 5,000,000 。 5, 000, 000 。

財務支出計（8) 5,499,200 。 5, 499, 200 。
財務活動資金収支差額（9)= (7)-(8) -5,499,200 。 -5, 499, 200 。

当期資金収支差額合計（10)= (3) + (6) + (9) 3,260,856 -128, 320 ~ 3, 375, 145 14, 031 . 

前期末支払資金残高（11)

当期末支払資金残高（10)+(11)
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第3号様式

事業活動収支計算書

（自）平成 23年 4月1日 （至）平成 24年 3月31日

社会福祉法人鏡山会 P-1 

勘定科 目 本年度決算 前年度決算 増 減

運営費収入 66,552,510 60,497,480 6,055,030 

私的契約利用料収入 1, 152,550 1, 160, 700 -8, 150 

収 経常経費補助金収入 3,381, 700 3,543,060 -161,360 

活収事業動支

雑収入 1, 041, 886 1, 141, 836 -99,950 
入 引当金戻入 。 78, 780 ー78,780 

国庫補助金等特別積立金取崩額 1,378,616 1,378,616 。
事業活動収入計 (1) 73,507,262 67,800,472 5, 706, 790 

人件費支出 51,687,761 56, 149,378 -4,461,617 

の 事務費支出 4, 716, 763 5,475,926 -759, 163 
部 支 事業費支出 6,368,921 7,876,624 -1,507, 703 

出 減価償却費 3, 411, 602 3,532,574 -120,972 

引当金繰入 572,064 572,064 。
事業活動支出計（2) 66, 757, 111 73,606,566 -6,849,455 

事業活動収支差額（3)=(1）ー（2) 6, 750,151 -5,806,094 12,556,245 

事業活
収 受取利息配当金収入 26,839 37,386 -IO, 547 

入 事業活動外収入計（4) 26,839 37,386 -10,547 

動外1支& 
借入金利息支出 49,920 49,920 。

支
． 

出 事業活動外支出計（5)の 49,920 49,920 。
部

事業活動外収支差額（6)= (4）ー（5) -23,081 -12,534 -IO, 547 

経常収支差額（7)= (3) + (6) 6, 727,070 -5,818,628 12,545,698 

収

特別収支
入 特別収入計（8) 。 。 。
支

の
部 出 特別支出計（9) 。 。 。

特別収支差額（10)=(8）ー（9) 。 。 。
当期活動収支差額（11)=(7)+(10) 6, 727,070 -5,818,628 12,545,698 

前期繰館活動収支差額 (12) 28,021,352 33,839,980 -5,818,628 

当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+ (12) 34, 748,422 28,021,352 6, 727,070 

基本金取崩額（14) 。 。 。
基本金組入額 (15) 。 。 。
その他の積立金取崩額 (16) 。 。 。
その他の積立金積立額 (17) 5,000,000 。 5,000,000 

額
の
部

次期繰越活動収支差額
(18) = (13) + (14）ー(15)+ (16）ー(17) 29, 748,422 28,021,352 1, 727,070 



第4号様式

事業活動収支肉訳表

（自）平成 23年－4月 1日 （至）ー平成 24年 3月31日

社会福祉法人鏡山会 P-1 

本 部 くまた保育園 子ども夢館
勘定科 目 合計

運営費収入 66,552,510 。 66, 552, 510 。
運営費収入 66,552,510 。 66, 552, 510 。

私的契約利用料収入 l, 152,550 。 67, 750 1,084,800 
私的契約利用料収入 l, 152,550 。 67, 750 1,084,800 

収 経常経費補助金収入 3,38i, 700 。 l, 482, 700 l, 899, 000 -
市区町村補助金収入（経常経費） 3,381, 700 。 l, 482, 700 1,899,000 

入
雑収入 1, 041, 886 。 l, 041, 886 。
雑収入 l, 041, 886 。 1, 041, 886 。

国庫補助金等特別積立金取崩額 1,378,616 。 1, 148,616 230,000 
国庫補助金等特別積立金取崩額 1,378,616 。 1, 148,616 230,000 

事業活動収入計（1) 73,507,262 。 70, 293, 462 3,213,800 
人件費支出 51, 687, 761 40,000 48, 775, ・529 2,872,232 
役員報酬 40,000 40,000 。 。
職員俸給 31, 190,232 。 29, 186, 578 2,003,654 
職員諸手当 9,230,074 。 8, 750, 312 479, 762 
非常勤職員給与 4,554,450 。 4,554,450 。
退職共済掛金 575,601 。 537,240 38,361 
法定福利費 6,097,404 。 5, 746,949 350,455 

事務費支出 4, 716, 763 88,420 4,530,473 97,870 
福利厚生費 211, 650 。 211, 650 。

事業活

旅費交通費 338,280 。 338,280 。
研修費 124,915 。 74,915 50,000 
消耗品費 211, 692 。 211, 692 。

収動支
器具什器費 32,875 。 32,875 。
水道光熱費 73,458 。 73, 458 。

の 燃料費 122,070 。 122,070 。
部 修繕費 274,406 。 274,406 。

通信運搬費 460,504 。 460,504 。
支 会議費 36,000 36,000 。 。
出 業務委託費 931,653 。 931,653 。

損害保険料 171, 460 。 123,590 47,870 
賃借料 843,696 。 843,696 。
土地・建物賃借料 150,000 。 150,000 。
雑費 734, 104 52,420 681,684 。

事業費支出 6,368,921 。 6,368,921 。
給食費 ~.483,599 。 4,483,599 。
保健衛生費 210, 748 。 210, 748 。
保育材料費 401,405 。 401,405 - 。
水道光熱費 652,389 。 652,389 。
燃料費 228, 511 。 228,511 。
消耗品費 157,336 。 157,336 。
器具什器費 121,820 ‘ 。 121,820 。
賃借料 55,820 。 55,820 。
雑費 57,293 。 57,293 。

減価償却費 3, 411, 602 。 2,687,373 724,229 
減価償却費 3, 411, 602 。 2,687,373 724,229 

引当金繰入 ・572，侃4 。 572,064 。
退職給与引当金繰入 572,0臼 。 572,064 。

事業活動支出計（2) 66, 757, 111 128,420 62,934,360 3,694,331 
事業活動収支差額（3)=(1）ー（2) 6, 750, 151 -128,420 7,359, 102 -480,531 

収 受取利息配当金収入 26,839 100 26,406 333 
受取利息配当金収入 26,839 100 26,406 333 

入 事業活動外収入計（4) 26,839 100 26,406 333 
借入金利息支出 49,920 。 49,920 。



第4号機式

事業活動収支内訳表

（自）平成..23年研1日 ア（至）平成，~4~· ：r月 31 日

社会福祉法人鏡山会 P-2 

本 部 くまた保育園 子ども夢館
勘定科 目 合計

借入金利息支出 49,920 。 49, 920 。
支

出

の 事業活動外支出計（5) 49,920 。 49, 920 。
部

事業活動外収支差額（6)=(4）ー（5) -23,081 100 ー23,514 333 
経常収支差額（7)= (3) + (6) 6, 727,070 -128, 320 7, 335, 588 -480, 198 

収

収支特別
入 特別収入計（8) 。 。 。 。
支

の
部 出 特別支出計（9) 。 。 。 。

特別収支差額（10)=(8）ー（9) 。 。 。 。
当期活動収支差額（11)=(7)+(10) 6, 727,070 -128,320 7,335,588 -480, 198 

繰越活

前期繰越活動収支差額 (12) 28,021,352 565, 770 24,675,205 2, 780, 377 . 
当期末繰館活動収支差額 (13)=(11)+(12) 34, 748,422 437,450 32,010, 793 2, 300, 179 

基本金取崩額（14) 。 。 。 。
動収支差

基本金組入額（15) 。 。 。 。
その他の積立金取崩額 (16) 。 。 。 。
；その他の積立金積立額（17) 5,000,000 。 5,000,000 。

額 人件費積立金積立額 5,000,000 。 5,000,000 。
の

次期繰越活動収支差額部
(18)=(13)+(14）ー(15)+ (16）ー(17) 29, 748,. 422 437,450 27, 010, 793 2, 300, 179 



第 5号様式

貸借対照表

社会福祉法人鏡山会 平成 24年 3月31日現在 P-1 

資産の 部 負 債 の 部

当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 糟 減

流動資産 31. 745. 486 22 367 934. 9.377.552 流動負債 12 732.320 6.615.624 6. 116, 696 

現金預金 26,215,984 17, 723, 274 . 8, 492, 710 未払金 12,637,976 6, 515, 100 6, 122,816 

来収金 5,068,802 － ． 預り金 -6, 180 4,644,660 424, 142 94,344 100, 524 

立替金 380, 000 。 380,000 
前払金 80.700 。 80.700 

固定資産 63. 331. 070 61. 170. 608 2, 160,462 固定負債 11 211. 236 11. 138. 372 72,864 

基本財産 26. 700.536 28.505 397 -1 804 861 長期運営資金借入金 2,995,200 3,494,400 -499,200 

建物 17, 519, 431. 19,324,292 -1,804,861 退職給与引当金 8.216.036 7.643.972 572.064 

土地 9. 181. 105. 9. 181. 105 0負債の部合計 23.943 556 17. 753.996 6, 189.560 

その他の固定資産 36.630.534 32.665.211 3.965.323 鋪奮産 の部

建物 432, 133 473,325 -41, 192 基本金 16 474. 105 16.474. 105 。
建物附属股備 10,426,667 11, 188, 267 -761,600 基本金 16.474. 105 16.474. 105 。
構築物 2,032, 732 2,610, 167 -577,435 田圃m ム：7特別積立金 9.910 473 11 289.089 1. 378. 616 

草稿運搬具 l l 0その他の積立金 15.000.000 10.000.000 I 5, 000, 000 

器具及び備品 507, 844. 730,579 -222, 735 人件費積立金 5,000,000 。 5,000,000 

ソフトウェア 15, 121 18,900 -3, 779 保育所施世・示 立金 10.000.000 10.000.000 。
共済財団退職金預け金 8,216,036 7,643,972 572,064 

， ー』－ ~・

29. 748.422 28 021. 352 l, 727. 070 -er吾昏裏目

人件費積立預金 5,000,000 。 5,000,000 次期繰越活動収支差額 29, 748,422 28,021,352 I }, 727, 070 

保育所施政・股備整備積立預金 10, 000, 000. 10,000,000 。（うち当期活動収守喜掴】 6. 727.070 -5 818.628 12.546.698 

純資産の都合併 71. 133. 000 65. 784.546 5,348,454 

資産の部合併 95.076.556 83.538.542 11.538,014 負債及び純資産の都合計 95.076.556 83.538.542 : 11. 538. '014 



（指定管理者指定申請書）

指定管理者指定申請書

平成2Lt-年 II月之D日

延岡市長首藤正治様

（申請者）

法人の住所 延岡市北方町川水流卯 1810-86

法人の名称
一
社
会
拘
落
人
一

ふ
川
議
結
社
会
一

瞥
霊
長
一

水

穂

川

重
人

村

法

木

祉福

長

会

事

社

理

代表者氏名

次の公の施設について、指定管理者として指定を受けたいので、延岡市公の施設に係る指定管

理者の指定の手続に関する条例（平成15年条例第33号）第2条の規定により、下記の書類を

添付して申請します。

記

公の施設の所在地 ｜延岡市北方町横峰未 504番地2

公の施設の名称 ｜延岡市立棋峰保育園

－ 

・R

【添付書類］

( 1 ）事業計画書

(2）収支予算書

(3）申請法人の概要

(4）役員名簿

(5）定款

( 6）履歴事項証明書

(7）財務関係資料

(8）誓約書



（事業計画書）

事業計画書

申請法人名 社会福祉法人川水流福祉会

公の施設名 梅峰保育園

1 .保育所運営理念

(1) 指定申請の動機と今後の運営理念について

《動機》

公立保育所として様峰保育所は長い間、地域子育て支援の核になってきたが、過

疎地域、又高齢者地域のため園児の減少は避けられない現状にある中、地域の人々

や豊かな自然に見守られ情緒豊かに過ごしている子供達が、少人数での活動のため、

活動範囲が制限され、小学校への就学にも不安が残るのではないかということが懸

念される。そこで他の保育園との交流を密に図りながら多人数の中で活動すること

により活発な保育活動が展開され、今までと違う環境の中、様々な今までとは違っ

た体験が出来ると考える。

又、同北方町内にある当保育園は一番近い所に位置するため地域の現状に溶け込

みやすく交流しやすいと同時に子供を育てる上で不安材料となる病気、けがにでも

すぐ近くに医院があり、大きな利点になっている。そんな思いから指定申請を希望

致しました。

《今後の運営理念》

児童福祉法に基づき、保育にかける乳幼児の保育を行うと共に身近な社会資源と

して地域と連携し、子育て支援としての役割を果たし、福祉の増進を図ることを目

的とする。養護と教育が一体となり、乳幼児の利益を最優先し、整えられた保育環

境の中で、人間形成の基礎を養い健やかな育成を図る。そのために職員は豊かな愛

情と専門性を持って接し資質の向上と自己研鎖に努めることとする。

(2) 効率的・安定的な施設運営の取組みについて

利用者の利便性を損なわない範囲で、経費の削減をしながら収支に添った効率的

な運営に務めます。

職員体制については経験豊富な保育士と今まで務めていた職員を雇用し安定的

な運営を図っていきます。

事業計画一 1



2.保育所運営方針

(1) 保育目標、保育方針、指導計画について

保育方針

・一人ひとりの子どもの発達や特性を理解し、心身の状態を把握しながら、そ

の発達に沿った援助を行う。

・地域、家庭、学校等との連携を図り、子育て支援の核となる様地域に聞かれ

た保育園づくりに務める。

・子どもの健康と安全を基本に、情緒の安定した園生活ができる様、家庭と緊

密な連携を図りながら保育にあたる。

・保育に関する要望や意見を傾聴し、乳幼児の育児相談を実施することで説明

や助言を行うとともに問題解決に努め、安心して子育てや就労できる環境を提

供する。

保育目標〈げんきでやさしくがんばる子ども〉

・自然に親しみ、みんなで仲良く遊ぶ。

・よく考え、学ぼうとするカを伸ばす。

－豊かで思いやりのあるこころを育てる 0

．活力のある丈夫な体をつくる。

指導計画・・・別紙にて

事業計画一 2



保育課程

児童福祉法に基づき、保育に欠ける乳幼児の保育を行うと共に、身近な社会資源として地壊と連携し、子育て支援としての役割を果たし、福祉の増進を

保育理念
図ることを目的とする。

養護と教育が一体となり、乳幼児の利益を最優先し、整えられた保育環境の中で人間形成の基礎を養い、健やかな育成を図る。そのため職員は、豊かな愛情と

専門性をもって接し、資質に向上に努めることとする。

・自然に親しみ、みんなで仲良く遊ぶ

保育目標 （げんきでやさしくがんばる子ども〉
・よく考え、学ぼうとする力を伸ばす

・豊かで恩し、やりのあるこころを育てる

－活力のある丈夫な体をつくる

－一人ひとりの子どもの発達や性格を理解し、心身の状態を把極しながらその発達に沿った援助を行う

保育方針
・地域、家庭、学校等との連携を図り、子育て支援の核となる様地域に聞かれた保育園づくりに務める

・子どもの健康と安全を基本に、情緒の安定した園生活ができる様、家庭と緊密な連携を図りながら保育にあたる

・保育に関する要望や意見を傾聴し、乳幼児の育児相肢を実施することで説明や助言を行なうと共に問題解決に努め安心して子育てや就労できる環境を提供する

・自由にのびのびと遊ぶ中にも、規律正しい生活習慣を身につけ自立の芽生えを培う

・自然に触れ合う中、様々な体験を通して命の大切さを知り、豊かな感性や想像力を育む

・生活の中で絵や文字、言葉への興味や関心を育て、表現力や思考力を養う

保育内容
・絵本などを通して知的興味や関心を育て、観察力や創造性の芽生えを培う

・くつろいだ雰囲気のもと、人権や子どもの個性を重んじながら仲良く楽しく過ごせるようにする

•I, 、ろんな人との交流を楽しみ、いたわりの心や協調性を養う

－食に関わる体験を取り入れ、食の楽しさと食べる楽しさを味わうようにする

・かけっこ、なわとびなど戸外活動を通して、心身の健康と忍耐強さを養う

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 1月 12月 l月 2月 3月

主な行事 入閣のつどい 七夕飾りづくり 昆虫飼育 保育参観 運動会 七五ニ移り クリスマス会 初荷 旦まき ひなまつり会
クラス惣践会 交通教室 みかん狩り もちつき大会 お別れ遺足

銀子遠足 十五夜さま 卒園のつどい

発達過程とクラスの相関性 社会的責任 地棋の実態に対応した事業 苦情処理・解決 保育時間

－混合保育を行いながら、保育方針 －適切な法人設置運営 ・過疎地域で高齢者世帯が多い中、 －苦情解決責任者（園長）

の発遣段階を前提に年間指導計画が －人権尊重 保護者の希望にて、延長保育、一時 苦情受付担当者（主任）を決め、 平常保育

成されている。 －個人情報保護 預かり保育、障害児保育を展開していと 第三者委員会の設置 れ00～18:00

また、養護と教育が一体をもって保育 ・お年寄り中心の地壊活動事業 －お年寄り中心の地壊活動事業

が展開される。 ・参観や保護者会などで、パンフレット 延長保育

や受付用紙を配布する。 18:00～19:00 

健康支援
・健康、発育状態の把握 ・心身状態や家庭生活、養育状態の把握 －毎月の保健だより配布

－異常が偲められたときの適切な対応 ・年2回の嘱託医による内科検診 －年1回の歯科検診 －年2回のぎょう虫、尿検査

環境 ・遊具、設備などの定期点検 －用具などの清掃、自主点検 －園庭、庭木の整備 －全職員の検便

衛生管理 ・子ども及び職員の清潔保持 ・毎月の保健衛生指導

安全対策 ・年1回の消防点検 ・毎月の交通指導

事故防止 ・毎月の避難訓練 ωく災・地震・風水害・不審者対応）

小学校との －保育要録の送付 ・小学校へ園だよりの送付（小学校だよりも配布される） ・小学校との交流活動

連携 ・小学校参観への見学

研修計画 ・圏内研修、圏外研修の計画的な参加

特色のある ・小学校と運動会を一緒に行うなど交流が多い

保育 －地犠活動事業として、老人福祉施設慰問など多く取り入れる

4月
進級～進級した事や新しい友達との出会いを喜び、思いやりを持って接する

新入児～先生や友達に親しみ、喜んで登園する。持ち物の整理の仕方など覚える

5月 園生活の流れや生活の仕方が分かり、自分で行うようにする

6月
季節の変化に気づき、身近な動植物に関心を持つ

家族や多くの人に愛されていることを知る

7月
水遊び楽しむ

日本の伝統的な夏の行事に参加し楽しむ

月日lj
8月

暑さの負けず元気に過ごす

保育目標 遊びの中で考えたり試みたりして楽しむ

9月 お年寄りに感謝しおもいやり、優しさなどを学ぶ

10月 みんなでカを合わせて、一つのことをやり遂げる達成感を味わう

11月 豊かな実りに感謝し、収穫の喜び、食べる喜びを味わう

12月
師走の出来事に関心を持つ

音楽に合わせて歌ったり、踊ったりして表現する楽しさを味わう

1月 正月遊びを楽しく体験する

2月 寒さに負けず、戸外活動を通して体力づくりをする

3月
成長を喜び、自信を持って就学や進級に望む

春の紡れを感じたり、触れたりする



－人見知りが表れ、大人の関わりが深まってくる ・基本的生活習慣の形成

0歳児 ・座る、遭う、ったい歩き、立つ、手を使うなどの運動機 3歳児 ・異年齢の友達と遊ぶ中で、自分のしたい事、書いたい事を言葉や行

能が発達してくる 動で表そうとする

子ども
－歩行の開始 ・言葉の習得 －全身のバランス、体の動きが巧みになる

1歳児 －周囲への関心 ・大人の関わりが活発になる 4歳児 ・自意霞の高まりで喧嘩が増える

の －友達と遊ぶ中で社会性が出てくる

発重程 ・食事、衣類の着脱、排世など自分でしょうとする ・基本的生活習慣の確立

・行動範囲が広がり自己主張が出てくる ・一つの目標に向かい、カを合わせて活動し、達成感や充実感をみん

2歳児 5歳児 なで味わう

・思考力や認織力、判断力の高まり、自然や社会への興味、関心が探

まる

保 育 の 内 :t'才，・

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

・健康状態を把握し、 ・一人一人の健康状 －自我の育ちゃ健康状 ・基本的生活習慣の確 ・自ら体調の変化に気 －生活に必要な習慣を

ゆったりと過ごす中 態を把渥し、家庭と 態の把撞 立、又は個々に応じた づく 身につけられるように
生命の

で授乳や睡眠など生 協力しながら適切な －気候に応じて体調管 担助を行う ・運動量が増し、活発 する
保持

活リズムを整えるよ 生活リズムで過ごす 理 ・運動機能が高まるよ に活動できるよう配慮 ・健康に関心を持つ

養 うにする うにする する

・自分の気持ちを表 ・スキンシップによ －自己主張への配慮 ・一人一人との触れ合 ・いろんな経験の中で －心身の満足と活動内

護 し、安定感を持って り、保育士との関わ ・子どもの気持ちを受 いを多くする 自己肯定感を育み、自 容のバランス調和

情緒の 過ごせるようにする りに安心感が得られ 容、共感しながら、信 ・自分の気持ちゃ考え 慣や保育士への信頼を

安定 ・発遺過程の把握 るようにする 頼関係をきづいてい を表現し満足感や遺 得るようにする

く 成感を味わうように

する

－個人差への配慮 －歩行の確立 －生活に必要な活動を ・基本的な生活（衣服 •＊節に応じた生活習 ・基本的な生活習慣が

・ハイハイ、ったい ・運動機能が発達し、 自分でしょうとし、で の着脱、手洗いなど） 慣を身につける 身に付き、病気予防や

健康 歩きなど移動運動を 身の周りの簡単な事 きた事に喜びを感じ の仕方を知り自分で －異常を感じたら自分 食育に関心がでてくる

楽しみながら体をつ を自分でしょうとす る しようとする から知らせる ・危険に気を付けて活

くっていく る 動する

－保育士との関わり ・保育士や友達に貌 ・生活や遊びの中で順 －生活や遊びに必要な ・共同で使う物を大切 ・遊びゃ行事を過して、

により信頼関係が生 しみを感じ、一緒に 番などの決まりがあ 決まりを守り、異年齢 にしながら、友達とー 友達を応侵したり協力
人間関係

まれ安心して過ごす 関わろうとする ることを知る の友達と触れ合いを 緒に遊ぶ する大切さを知る

楽しむ

－安心できる人的、 －応答的な大人との －自然と触れ合う中で ・身近な動植物に関心 ・身近な環境への関わ ・生活や遊びの中で、

物的環境の中で、好 関わりを養う 好奇心や探究心を養 を持つ りが深まる 簡単な文字や数量など
教

環境 きな玩具で興味を持 ・様々な遊びを楽し フ ・自分の物と人の物を ・考えたり、拭したり に興味、関心を持つ

って遊ぶ む 区別し整理する場所 して、身近な物を工夫

育
がわかる して遊ぶ

－保育士の話しかけ ・絵本の読み聞かせ ・言葉の噌加 ・生活に必要な言葉を ・保育士や友達との会 ・文字伝達の集しさに

により声を出したり を通し呼びかけに応 －生活や遊びの中で、 理解し使用する 簡を楽しみ、相手に伝 気付き続書への関心が

言葉 （晴話）応えようとす じて、言葉のやりと 簡単なやり取りを楽 （話をしたり、質問し わるようにする でてくる

る りを楽しむ（二店文） しむ たりする） ・言葉で表現したり雷

・簡単な言葉の理解 葉遊びをする

－あやしてもらうと －保育土と一緒に歌 ・保育士と歌ったり、 －厭を厭ったり、音策 ・みんなと一緒に表現 ・いろんな用具や素材

喜んだり、愛情をも に合わせて、体を動 遊んだりする中で、自 に合わせて体を動か する察しさや喜びを味 を使って自分なりに工

って関わる大人との かして遊ぶ 分のイメージをふく すことを察しむ わう 夫して自由に表現する
表現

やりとりを柴しむ らませて遊ぶ ・様々な素材を使っ ・療器に触れ、音色な

て、描いたり、作った どを楽しむ

りする

・一人一人の発達段 ・いろんな種類のも ・いろんな食材を味わ －食事の大切さが分か －食と命に関心を持つ －食事と体の関係が分

食育
食を営む 階に応じた食事を進 のを興味をもって食 って食べる り、みんなと難しんで ・2芋節の食物を味わう かりバランスの良い食

力の基礎 めていく（障乳食） ベる 食べる 事をしようとする

－季節の食物を味わう



(2) 保育内容及び方法について

（通常保育や特別保育、行事等における具体的な保育の内容及び方法）

《通常保育》

年間計画、月案、週案に基づき保育を行う。食育計画も取り入れる中、季節

感、興味、体力的なものなど子どもの発達に合わせた計画を立てる。プール遊

び、マラソン、どんぐり拾い、正月遊びなど。

《行事》

年間行事計画に基づき活動する。地域交流、季節感、伝承行事など取り入れ

る。運動会、芋ほり、豆まき、もちつきなど。

《特別保育》

①就労形態の多様化、 b 核家族化の進行に伴い保護者のニーズに対応する。

一時保育

－事前連絡を受けて対応する0

．一時預かり票を活用する。

－利用料金は利用時間、適応年齢、人数により利用料金が異なる。

延長保育

• 18時00分より延長保育を行うが延長保育代が必要0

．保育士 2名で対応する。

②特別な配慮を必要とする家庭への養育支援を行う。

障害児保育

－園児、保護者、職員との話し合いにより、ベストな受け入れ体制を整え、

療養関係機関との連携がとれるようにする。

③高齢者と交流し、そのやさしさに触れたり敬愛の心を育てる援助を行う。

保育所地域活動事業（世代間交流事業）・計画の中で誕生会招待や行事参加

など、子ども達と一緒に楽しく過ごす。

(3) 給食について（アレルギーへの対応、発育・健康への配慮、食中毒予防を含む。）

－基本的に自園調理を行う。

－献立については延岡市保育会の作成の献立を使用する。

－食育の年間計画に基づき野菜栽培、収穫、クッキングを行う。

・離乳食は幼児の発達状況や月齢に合った調理法で、段階的に提供する。

・アレルギーのある子どもに関しては医師の診断を受け診断書を提出してもらい

アレルギー除去食を提供する。

・体調をくずしている子どもに対しては体調に合った食事を提供し身体への負担

がかからないようにする。

・月 1回、家庭へ献立表、給食便りを配布し、健康、食事へのアドバイス、食中

毒への啓発を行う。

－食中毒予防について、衛生、食中毒マニュアルに添って調理を行う 0

・月 l回、大腸菌検査を行う。
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(4) 保育環境整備について（衛生面・安全面に対応する取組み）

定期的な維持管理に努め、安全で衛生的な環境づくりに努める。

衛生面

消毒器材のチェック、室内の消毒、害虫駆除、クラス、 トイレ、廊下清掃

の徹底、庭木の害虫駆除、全職員の菌検査。

安全面

冷暖器具の安全点検。転倒、落下物の点検。園庭の整備。遊具を定期的に

点検、危険箇所の補修。駐車場の整備。送迎時の安全確保。業者による消防

点検。

(5) 入所児童の健康管理について

（日常の健康及び発達観察、健康診断、医療・療育機関との連携）

子どもが活動する上で健康であることは大事な要素であることによって計画

に基づき保護者と協力しながら子どもの健康維持を図って行きたい。

－年 2回嘱託医による内科検診、ぎょう虫、尿検査と年 l回の歯科検診を行う 0

・毎月に体重、身体測定を行う。

－毎日の日課として登園時の視診、保育時の様子観察を行う。

・子どもの発熱や体調の変化、ケガなどはマニュアルを参考にしながら対応し、

その都度、保護者と連絡を取り合い適切に対応する。

(6) 緊急時対策について

① 防犯及び防災対策について

目的

－参加することで、災害から回避する方法を学び、落ち着いて行動できるよう

にする。

・乳幼児の安全な回避訓練を行うため、敏速かつ冷静な行動がとれる様にし、

不安感を持たせない様にする。

実施日

毎月 1因。

参加者

園児、職員。

想定内容

火災、地震、消火、通報。

年間計画

計画に基づき園児、職員ともに訓練を行う。

実施方法

〈火災〉

①非常ベル、又は第一発見者は口頭により火災場所を知らせる。

②消火器で初期消火を試みる。

④消化不能を判断し職員に知らせる。
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⑤ 1 1 9番通報する。

⑥避難誘導、人数確認、救護、非常持ち出しを行う。

⑥反省会。

〈地震〉

①揺れに気づいたら口頭により知らせる。

②その場にしゃがみ頭を守り落下物から遠ざけ机の下に入る。

③揺れの合聞を見て窓を開け避難口を確保する。

④揺れが収まってから子ども達を園庭中央に避難誘導する。

⑤災発生時は初期消火を試みる。

⑥人数確認、、非常持ち出し、救護、火、ガスの点検。

⑦反省会。

② その他緊急時の対応について

・危険管理について圏内外の研修に参加し保育士に意識のレベルアップを計る

ことが重要である。

・できるだけ多くのアクシデントに対応できるマニュアノレを作成し勉強会を聞

き、皆で共有することが必要である。

－災害時に緊急対応するにはマニュアルも必要であるが緊急時の連絡表を活用

し、保護者へ連絡し現状を伝えることも大切である。

－事故発生後の対応として、ヒヤリハットを活用し問題について職員全員で、話

し合い、共有することが大事である。

(7) 個人情報の保護について

－個人の人格尊重のもとに慎重に立体的に取り組む。

－個人情報保護に関する考え方や方針を積極的に保護者へ伝える。

－職員に個人情報保護意識を徹底させる（保管、コピー、配布、送信、破棄等） 0

．対象となる個人情報や収集目的を明確にし利用及び提供を具体的に明らかにす

る。

－収集目的と方法について合理的に説明ができること。

(8) 家庭や地域との連携について

① 地域、学校等との連携に対する考え方について

北方町では、北方町幼保小中連携合同研修会が発足し、年数回、研修会を開催

して、幼保小中連携共通の実践事項の取り組みを行い、成果、課題を話し合って

いる。又、小学校の参観や保育参観に招待したり、小学生との交流などして連携

を図っているので、現状を継続していきたい。

地域に関しては今までの交流を維持した上で新たに福祉施設への慰問などを

行い交流の場を広げ、いろんな体験をさせたい。
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② 保護者とのコミュニケーションについて－

子どもを保育する上で保護者との関係が好意的に図られることが大切だと考え

る。行事参加や諸所の情報を共有したりすることでコミュニケーションを図って

いきたい。

・送迎時の会話。

－保育参観、運動会などの行事の実施。

・保護者会、役員会の実施。

・月 l回の園だより、給食だより、献立表の配布。

・保育所内外での病気、不審者などの情報を伝え共有する。

(9) 利用者等の苦情や要望等の把握及び対応について

1.苦情解決の仕組みの目的

0苦情への適切な対応により、園児・保護者の満足感を高めることや早急な被害

防止策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、保育所を適切に利用

することができるように支援する。

0苦情を密室化せず社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決

を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や信頼・適正性の確保を図る。

2.苦情解決の流れ

O保護者会、参観などの機会に苦情受付についての目的苦情解決の流れ、第三者

委員の事などについて書面で説明した上で、苦情受付用紙を配布する。

0苦情は順次受付、苦情があった場合は、希望の処理方法により適切に処理した

上で苦情解決結果報告書を作成する。

lτ房三者委員
¥ 0社会福祉法人川水流福祉会監事2名

(10) サービスの向上に向けた組織としての取組みについて

（保育の質の向上への取組み、利用者への情報提供方法）

－圏評価の取り組み

保育所の保育や運営の評価を受け運営や保育活動の総括と改善につとめる0

．苦情解決の取り組み

苦情を密室化せず一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより円満

な解決の促進や信頼を図る。

・保育の質の向上に向けての取り組み

圏内外の研修計画の基づいての研修の確保。研修後は圏内研修を行い、レベル

の向上を計る。

－利用者への情報提供

園発行の園だより、保健だより、給食献立表、給食だよりを配布する。

掲示板を利用し不審者、食中毒、病気についてなどの情報を伝える。
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3.組織体制

(1) 職員配置

職種｜ 氏名 生年月日 ｜経験年数｜

社会福祉主事

保育士
園長 圃圃圃圃圃.. I 16年 ｜ 調理師

幼稚園教諭2級

保育士
主任 1.-.....-111年 ｜ 幼稚園教諭 2級

保育士
保育士 幼稚園教諭2級

保育士 17年 保育士

保育士 7年 保育士
非常勤

保育士 ．． ～・．、．． ，－． p一司． i.圃－画官 12年 ｜保育士
非常勤

::: = ~ l保育士
非調常理勤 一一一－ a圃圃E 13年 調理師

調理 ｜ －－ ・二．－・－・．・・．‘・. i.圃圃園田F I 13年 ｜調理師
非常勤

(2) 採用計画

・保育土の 2名以外は現在の職員をそのまま引継ぎ安定的、継続的な雇用に努め

る。

・保育土は最低基準以上の人数を確保する。

(3) 研修計画

．計画に添った研修を行い、職員の研修で得た知識や技術を職場全体で共有する。

(4) 勤務体制

保育士～早番 A 

B 

調理師

普通

遅番 A 

B 

7時 00分～15時45分（13時～14時休憩）

7時 00分～8時00分

8時 30分～17時 15分（13時～14時休憩）

9時 30分～18時00分（14時～15時休憩）

17時 15分～18時00分

8時 30分～17時 15分（13時～14時休憩）
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4.収支計画

(1）管理経費の削減について（管理経費の縮減を図るための具体的な方策）

水道光熱費、消耗品費や事務的な印刷製本費など節約できるものに関しては、無駄

な暖房や水道の閉め忘れなど職員の意識を新たに経費の削減に務めてし、く。

(2）資金計画について（基本財産・運用財産の安定確保に関する事項）

指定管理料、補助金、利用料の資金において、指定管理業務に係わる経費の縮減を

図り、効率的な管理、運営をめざしていく。

5.保育の引継ぎ

(1) 引継ぎに対する考え方とスケジュールについて

引継ぎ内容・職員の育成。

・現公保育所のあり方、保育内容の継続について0

．職員の配置について。

－今後の保育活動の内容について0

．事務文書の引継ぎ。

スケジュール・ 1月～3月で引継ぎ期間とする。

－管理者は 3ヶ月、保育士は 2ヶ月。

保育士・現公保育所の職員と連携してすすめ引き続き研修を行う。

保護者・コミュニケーションが図られていないので関係の構築のため送迎時を利用し

ながらコミュニケーションを図っていく。

－保護者会や説明会を開催する。

地域・会合や機会をみつけ、活動内容などの理解をもとめる。

事業計画一 8



6.自主事業計画

（保育所の運営について、独自の取組みとして提案するもの）

事業名 目的・内容・経費等 実施時期・回数

保育所地域活動事業 ・誕生会に祖父母を迎え一緒に活動し、会 毎月 12回

（世代間交流事業） 食する。（会食代、写真代）

・特養老人ホーム交流運動会に参加、一緒 5月 l回

に団技などをして楽しむ。（写真代）

・一緒に七夕飾りを作って楽しむ。（七夕 7月 l回

飾り代、写真代）

・あさがおを栽培し、地域の方にプレゼン 8月 1回

トする。（植木鉢、支柱代、写真代）

・祖父母に年賀状を出し喜んでもらう。（年 12月 l回

賀はがき代）

・もちつき大会、一緒にもちをついたり、 l月 1回

ぜんざいを食べる。（もち米代、写真代）

交流保育 ・他国との交流事業を定期的に開催する。

（ガソリン代、写真代）
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（収支予算書）
申請法人名 社会福祉法人川水流福祉会
公の施設名 様峰保育園

収支予算書
※2 5年度から 27年度までの3年間の収支計画を記入してください。

r童ヲデ 骨・：tsi率震「 ・・-．〔ー－－、m‘．－ 

－’‘’同．
指定管理料 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

利用料金 30,000 20,000 10,000 

収 その他 1,440,000 1,440,000 1,440,000 

入

合計 16,470,000 16,460,000 16,450,000 

職員棒給 2,400,000 2,450,000 2,500,000 

職員諸手当 1,900,000 2,000,000 2, 100,000 
人 非常勤職員給与 7,550,000 7,550,000 7,550,000 
｛牛
費 退職共済掛金 45,000 50,000 55,000 

法定福利費 1,500,000 1,600,000 l, 700,000 

小計 13,395,000 13,650,000 13,905,000 

福利厚生費 100,000 100,000 100,000 

旅費交通費 80,000 70,000 60,000 

研修費 30,000 30,000 20,000 

器具什器費 100,000 80,000 40,000 

印刷製本費 50,000 50,000 40,000 

水道光熱費 20,000 20,000 20,000 

燃料費 20,000 20,000 20,000 
事 修繕費 200,000 115,000 100,000 
務

通信運搬費 50,000 50,000 50,000 費

支 会議費

出 業務委託費 85,000 85,000 85,000 

手数料 50,000 50,000 40,000 

損害保険料 50,000 50,000 50,000 

賃借料

雑費 120,000 100,000 100,000 

小計 955,000 820,000 725,000 

給食費 900,000 850,000 800,000 

保健衛生費 50,000 40,000 30,000 

保育材料費 100,000 90,000 80,000 

事 水道光熱費 300,000 300,000 250,000 

業 燃料費 500,000 500,000 500,000 
費 消耗品費 95,000 80,000 70,000 

器具什器費 100,000 80,000 60,000 

雑費 75,000 50,000 30,000 

小計 2, 120,000 1,990,000 1,820,000 

合計 16,470,000 16,460,000 16,450,000 

,. ~. 曙欝←

延長、一時保育代

補助金

正職員1名
特殊.，薦、鉄養、鯛E盤、住居、
時間外、通働、貧与

臨時3名、非常勤4名

正職員1名

常勤者

決算業務委託料

浄化槽その他



（申請法人の概要）

公の施設名棋峰保育園

申請法人の概要
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可特別養護老人ホームひえいの郷

司川水流保育園

1老人短期入所事業

日業務内海（A介護支援相談事業

3老人居宅介護等事業

:;)_::: :x-;/Um痴呆対応型老人共同生活援助事業

手：； ::;:; ：~；］~ （グループホームひえいの郷）

・で叫：：：：ーで 年度 ｜；業務名（施設名称等） ｜；業務内容（概要・発注者等）｜ 受注額
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流
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－
E
E
J

－・
E
E
J

保育・延岡市

保育・延岡市

保育・延岡市

｛所属】川水流保育園

【FAX]0982-47-2533

48, 724,848 施設管理：ゾ
業務実績f

23 

51, 141; 530 

50,490,450 

~ water. sannet. ne. JP 



法人名

役員構成

代 表者

所 在 地

昭和44年 10月1日

昭和45年3月28日

昭和58年3月10日

昭和 62年 4月 1日

昭和 63年4月1日

平成7年3月22日

平成 9年 1月 1日

平成 12年 4月 1日

平成 12年4月1日

平成 16年 4月1日

平成17年12月1日

平成18年3月31日

平成23年3月31日

平成23年4月 1日

法人沿革

社会福祉法人川水流福祉会

理事 6 名 監事 2名 評議員 13名

理事長 木 村 重 穂

延岡市北方町川水流卯1810番地86

川水流保育園事業開始（定員60名）

社会福祉法人川水流福祉会設立認可

川水流保育園改築工事完工

特別養護老人ホームひえいの郷事業開始（定員50名）

ひえいの郷老人短期入所事業開始

特別養穫老人ホームひえいの郷増改築工事完工

北方町在宅介護支援センター事業開始

ひえいの郷訪問介穫事業開始

ひえいの郷居宅介護支援事業開始

グループホームひえいの郷事業開始（定員9名）

グループホームひえいの郷事業増床（定員9名）

北方町在宅介援支援センタ一事業廃止

特別養護老人ホームひえいの郷増築工事完工

特別養護老人ホームひえいの郷（定員80名）



（役員名簿）

申請法人名 社会福祉法人 川水流福祉会

公の施設名 様峰保育園

役 員 名 簿

役職；名

理事長

理事

理事

理事

理事

理 事

監 事

監事

（キムラシグホ）

木村重穂、

（カメナガエイコ

亀長英子

（アラキノフミオ）

荒木野文男

（カメナガトシヒロ）

亀長俊裕

（クロキマサコ）

黒木雅子

（フジモトジュイチ）

藤本欝ー

（フジモトヒロアキ）

藤本博明

（キヤマアキ）

木山亜紀

※理事及び監事を全て記入してください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・.－！圃・・固・・・・固.，.

ー・圃圃・圃画面画置園田園園圃・・E

・・・圃園田－冨.，

③・女

男・＠

⑤・女

＠・女

男・＠

⑤・女

⑤・女

男・~

男・女

男・女

男・女

男・女



社会福祉法人川水流福祉会

貸借対照表
平成 2伴 3月 31日現在
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t屯動資産

現金預金
朱収金
立替金

前払金

固定海産

基本財産

建物
土地
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建物
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構築物
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保唖亙直哩持金
人件費積立預金
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部門別貸借対照表。資産の部 （平成 24年 3月 31日現在）

本部会計 施設会計 訪問介護 居宅介護支援 グループホーム 保 育 困｜ 備 考
． ーー． ...... .. .... － ーーー － 一一一 ・．． ・－－ー ・．
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社会福祉法人川水流福祉会

未払金

負債・締・資避合審f'

部門万IJ貸借ヌす照衣。負債が也貧座 V.J筒SL 斗L 成 ~4 牛 3 月~ 1同現在 j

施設会計｜訪問介護｜居宅介護支援｜グループホーム｜保育所
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資金収支計算書
（自） 平成 23年 4月 1日 （至） 平成 24年 3月31日

社会福祉法人川｜水流福祉会

勘定科目

介護保険収入

運営費収入

私的契約利用料収入

収 l補助事業等収入

経常経費補助金収入

入 I語ぷ一一

経｜ 序町惚配当金収入

常｜ ｜経理区分間繰入金収入
活

動

よ
る
収
支

予算 差異 備考
.：，.：.：.~ ：·~· ...・ ・ ．咽，.... ,.: .. ・・，.：＞；’.・.・・． 

473, 726 

9,955 
－ーー ・

59,000 
ー

0 

310,000 

63,568 

44,552 

。

事務費支出

24, 606, 113 l隠－僻話·~~~ヰλ芸ぷ懇：れ品袋~P議’ふ～キ名的計：l句G司n以チ，tぷq定←zぞ→百jを祐ーど白0マ0司叶羽ー世

231, 199 
・．．
事業費支出 63,902,630 472,864 

5,309,633 一58,928

区分間繰入金支出 2.000.000 。
山
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等
に
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る
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支

収
財

言l入

動

出支得取産資

一
也
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院

報端蝿膿棚胴縛腰扇鞘輔

”・？1ヨ頭糊麟翻際関爵鱒理一層
に｜ ｜借入金元金償還金支出

；｜支陥立預金積立支出

収
支

予備費（10)

当期資金収支差額合計（J1)=(3)+(6)+(9）ー（I0) 

前期末支払資金残高（12)

！－~）期末支払資金残高（ I 1)+(12) 

0 

183,271 185, 951. 901 I 185, 768, 630 

56 



資金収支予算内訳表
｛臼）平成 23年 4月 1日 ｛支）平成 24年 3月31日
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社会編祉法人川水流福祉会

資金収支決算内訳表
（自）平成 23年4月 1日 （罰平威 24年 3Jl31日
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事業活動収支計算書
平成 23年 4月 1日 （至）平成 24年 3月31日

29,347,348 
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（自）

社会福祉法人川水流福祉会

勘定科目

介護保険収入
運営費収入
私的契約利用料収入

補助事業等収入

経常経費補助金収入

雑収入

引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額

鴻翻樹誠一
人件費支出

事務費支出

事業費支出
減価償却費

引当金繰入

特別校支差額cto戸轡
当期活動収支差額 (I1)=(7)+(10) 

前期繰越活動収支差額 (12)

当期末繰越活動収支差額（13)=(11)+(12)

基本金取崩額 (14)

基本金組入額（15)

その他の積立金取崩額 (16)

その他の積立金積立額（i7>

収

入

支

出

事
業
活
動
収
支
の
部

特
別
収
支
の
部

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

~~9,199,598 380 ,355 ,881 

odv 
民
u

次期繰越活動収支差額

( 18)=( 13）÷（）.I)ー(l5)+(16)-( 17) 



事業活動収支内駅表
（自｝平成 23年明 1日 CE平成 24年 3月31日
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指定管理者のモニタリングに関するアンケート

（平成 18年7月調査結果）

平成 18年 12月

おすl事情報総研株式会社
Mizuho lnformatio n & Research Institute 



はじめに

平成 15年 9月に指定管理者制度がスタートしてから三年が経過し、管理委託制度から指定管

理者制度への移行期間が終了した。これまでは制度導入期との位置付けのもと、自治体の関心は

指定管理者の募集・選定・協定締結の手続きにあったと言える。しかし、今後の運用期において

は、制度の導入目的を達成するため九、かにモニタリング・評価を実施していくのかJに関心は

移っていくものと思われる。

モニタリング・評価の重要性が認識されてきているのは、管理委託制度から指定管理者制度へ

の移行に伴い、公の施設の管理運営が民間企業へも認められたことと大きく関係している。従来

は自治体職員の派遣や運営費補助金などを通じて外郭団体等を中心とした管理受託者に対する

実質的なモニタリング・評価が行われてきた。しかし職員派遣や運営費補助金の交付がない民間

企業に対してはこのモニタリング・評価の枠組みは機能しなくなる。その一方で、近年自治体が

進める業務委託において、個人情報の漏えいや再委託先による安全管理の不備から重大な事故が

発生するケースなどが社会的関心を集めている。そのため、営利性を追求するあまり不適切な管

理運営が行われていないか、経営は安定しているか、公平性は守られているか、個人情報管理や

危機管理、再委託先管理は適切に行われているか等々、さまざまな点で住民や議会の関心が高ま

っているとともに、自治体にはその説明責任が求められているといえる。

これらネガティプ‘チェックに加え、モニタリング・評価を行財政改革をさらに推進するための

ツールとして活用しようとする動きも見られる。指定管理者制度の導入目的は、住民サービスの

質向上とサービス提供コストの節減にある。この目的を達成するために、自治体と指定管理者が

合意した事業計画に基づき、目標達成のための取り組みや計画の進捗状況、成果をモニタリン

グ・評価し、問題点や課題解決のために何が必要であるのかを分析して改善活動につなげていく

という試みがなされている。

しかし、これらの取り組みはまだ少数であり、多くの自治体においては、モニタリング・評価

は今後の課題となっている。そこで本アンケート調査は、自治体のモニタリング・評価への取り

組みの現状と課題を把握することを目的に実施した。事前の想定のとおり、自治体においては、

モニタリング・評価の必要性を強く感じる一方で、具体的な評価基準や評価指標の設定の難しさ

などから、組織的に取り組みを行っている自治体はまだ少数で、あった。そのような中でも、モニ

タリング・評価に関する指針を作成するなどの動きが見られるようになってきており、これらが

今後、他の自治体にも波及していくものと考えられる。



『公の施股jの管理のあり方の横匝結果

1 ！笹股所管謀｛担当者名）企画謀（鐙図柄範）

連E昼

その理

『公の施段Jとして存続すべきか
廃止すべきか 恒三つ 似内

島；浦町の住民が生活に密錯した様々な用途に利用できる、島唯一の公
共施段であり、公の範段として存続させるべきである．

民営化できないか ~ 島浦町の住民のニーズを十分に反映させる必要があり、民営化にはなじ
まない．

箔定管理者制度の混入が幽来
7 lないか

－E
W
 

な釆出入湯 現在、島浦町区を指定管理者として制度を湾入している．

t圃且の渇含） ， ｛コスト面の比短｝
（コスト面） ｛コスト面｝

直営で制管度（コ理をス活をトし用、たサし喝たー合渇ビと合ス指等と定の｝ 管8 理者
｛サービス面） （サービス面｝ （サービス函の比鮫｝

比鮫

f旨定管理者制度を僚に活用し 理科現運は在営支、払費島っ用浦てに町お充区らてをずる錨、二こ定とれ管で以理、管上者理のと連コしてス雀也トが削定必減を要は結＋なん分いでに．い賄るえ．て使お用り料、収指入定を管管理
9 ている施肢のコスト削減は出来

ないか

~ / 

／ 

’ 



「公の施陵Jの管理のあり方の横匝結果

1施股所管段（但当者名）．企画腺（姫因明範）

「公の施股Jとして存続すべきか
5 l廃止すべきか きベす止由

民

－
き
－

一
ベ
一

一
す
一

一
続
一

－
存
～

0ζれからのまちづくりを行ううえでは、地紙コミュニティの活性化が重点際
組となっており、地減コミュニティを活性化させる鎚点の登舗を図り、行i3tが
関与しながら地減活動を活性化を図っている．

開化できる ~ラ
0地自民住民の範般利用は活発になされているが、民間法人・団体等が施
股利用科等の収入のみで運営を継続していくことは困雌な状況．また、地
峨コミュニティの活性化を図るという目的逮成のために‘地織住民のニーズ
を反映させる必要があり．行政がその点に配慮する必要がある．

7 1~！~：1!＃~/l 現在、指定管理者に管理運営を委託している．

llll’.，.；uJ喝百J 泊聞の宿舎｝ （コスト面の比駁｝
（コスト面） 【コスト面）

直営で管度（コ理をス活をトし用、たサしtたSー合iビaと合ス僧と等定の） 管B 理比者鮫自日l （サービス面） （サービス函） （サービス面の比鮫）

市内の怒似ti殴のこ応利じ用た科指等定の管基理準科をの統減一額しをたおよこでな‘受益者負但をすす
指定管理者制度を既に活用し め、あわせてそれl う．

9 ている飽段のコスト削減lま出来
ないか

’ 



1.~股所管銀（但当者名）：市民課

「公のiu量Jとして存続すべきかl ( 官値宇 J 畠 ~ I ~ 存続すべき ) 廃止すべき廃止すべきか I ¥.. π 帆，官 ノ

6 ｜民s化できないか 民営化できる

術定管理者制度の湯入が出来
7 ！ないか 導入出来る

（コスト函｝

委託料：10,343,200同

直営で管理をした渇合と指定管
8 l理者制度を活用したti合との比

級 （コスト、サービス等） ｜（サービス面）

指定管理者制度を既に活用し
9 lている縫段のコスト削減lま出来

ないか

， 

~ 

『公の施股Jの管理のあり方の倹匝結果

火現場はな〈てはならないものであるお、今後も「公の施段』として存続す
るべきである．

.務が特殊であること、また、 ~27年を経過していることから段備等が当
時のままで老符化が著しい治、管理還営上『指定管理者制度Jの湾人l主因
貨である．

.務が特殊であること、また、 ~27年を経過していることから態。簡略が当
時のままで老符化が著しい泊、管理運営上『指定管理者制度Jの湾入は園

”である．

（コスト面）

受託料：20.000.000同（4人体制） 現在は、管理人夫婦2名分で委託料を契約しているが、指定管理者制度にした吻合
l立、4人体制、常時l立3人勤務となると予測される．



I~股所管限（但当者名） 生活環境謀（宮織）

8 

9 

『公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の尋入が出来
ないか

直営で制管度（コ理をス活をトし用‘たサしtたaー合tビSと合ス術等と定の｝ 管
理比者較 、 等

指定管理者制度を既に活用し
ている施股のコスト削減は出来
ないか

く璽豆予 廃止すべき

民営化できる く豆藍豆!lD>

海入出来る 1亙空P

4レ明書作I、
t直宮の羽合j

（コス人管ト函件理）質費

:400万円（；先伐：貴名8婦課艶年）水業．度交費麓予通委】定誘託事観】｝ 
:355万円（

” : 70万円（
修繕料費：310万円（ 市計画限館行予定）
手~ 55万円（
盟国坦坦A6a会全盛QQ田（］Jl茎庫i
市負担1156万円

（サービス面）

総木空関き定区、園災の害貸時しの出復し業旧工務事や、、お；宵盆婦時、共の有交ス通ペ院ーi,l.ス，Fの草刈、

’ 

その理由

.地l玄、その股置や埋ま事等の行ゐが国民の宗教的感情に叡さすものとさ
れ、必要不可←欠なB値段である．なお、『墓地、埋模等に関する法律JIこより
事地の股置者は．原則、地方公共団体に限るとされている．

墓地は、~~－やiJt主ニ永銀位が議〈＊めらおエお』1－そーのおlこ.治の経営
は、原則、地方公共団体に限るとされ疋いる．仮に民営化を行うとした渇
合、収｝d軍ぽ末代使用軒正管理費となるが、新規に貸付しうる区画は少な
く、又、管理科については．現在、徴収しておらず、徴収しようにも使用者の
2～3銅は所在不明である.~に、民聞が維待管理費行うに11./J歩りの負
担となる． ー

同志公園菖絶l立、立地条件に孟旦車庫住や宴会鎗に問題があり、環演の
改普が困般な状況であ長文子百路公園事地を含め．その使用者が短径
出来ておらず、住＆ti末や戸宛調査を行う必要があり、この鯛査を行うに
は、民間旦集主民t;:-1§1置と思われる．よって指定管理者制度への移行は
現状では隠しい．

I 回....田町古田皿， OT の禍合）
｛コスト函｝

人件費資:800万円（200万円X4名｝
管理 :110万円（光撚水費、軽トラック総待費、総料費、通信費）
鮪時停岡県 •75方向
市負担835万円

（サービス函）

Z日E工配事よ等り、個人区圏内のI策j青が銅困等鑓、新たに可能となるが、災害時における
111 の危険個所対 となりうる．

｛コスト面の比鮫）

個市所直声営、指定管理者制度導入のii合、負担額にはあまり釜がないが、それは危険
対簸がなくなるといった前復にたった比般であり、図書公園葛地の立地条件を考

IIすると、修縄貨は年100～200万円程度必要であるため、指定管理者への移行
は、コスト憎かサービス低下のいずれかの選択に他ならない．

｛サ－t-'ス面の比Ill>

急階遺時公箆の園雌対.利応地用のは者立、の予地た算条め面件、のを区誓考圏約え内にるのよと管、り指理、困定（清雌管繍と理）なが者る可制こ能度とがとをな導予る入想かすさもれるしるメれリ．なッ現トいは在がなの、い災岡．嘗富等・西緊
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『公の施設』の管理のあり方の検匝結果

『公の雌Jcl..＂（存続すべきか｜
廃止すべきか d豆豆〉 廃止すべき

｜・高齢化寧が高まるなか、高齢者の生きがいと健康づくりのー舗を航の

施・利訟用は者必鮫要もで多あ〈る、施．訟が無くなった場合、近くに代笛となる施位がない。

－社会局通知『老人福祉法による老人福後センターの世置及び運営につい

民営化できないか 民営化できる 金亙E丞b
｜てJにおいて、老人福祉センターの運営主体lま地方公共団体または社、、、会緬

祉·~法訟人はと利す用る料ことがが原原則則録と料なでっあてりい、る施。設の運営繍助が無ければ、B包段管

理運営lま不可能である。

臨 時… 4亙歪〉 導入出来ない
ないか

um且 IJ,J司口J ¥ta.II － ，ー ロJ （コスト面の比較）
（コスト面） （コスト面）
人件費2.200万円（5人分） 人件費1,977万円（5人分｝

司E務費分の差額はあまりないと思われるが、人件費については指定管理者制度を
活用した繍合のほうが、 223万円削減乏きる．

tサ・ピス面の比駁｝

理直営者で管理をしたti合と指定管

要（サ綱ー1－ビ定スめ面る）事業を行うのに適した人材の確保ができる団体を指定管理事

8 制度を活用した繍合との
（サービス面）比較 （コスト、サービス等）

とすることができ、施設の目的に即した、サービスの慢供カ行える． 定める老人福祉センター践置軍営要綱

でてす老定はる人よめ専福りら門l祉れL的セてなよごンお佃れタり撞ら．の等そで用をの行鈴件要わっを綱れた清にる人た量事材す定S一E由団さ（;j:権体れ－保にる園が壷健の一必託康一le一す要相Wると臨Mな方一包やるが《後たサm一旋め一R回．ピ復行Uスd制政一の，一l聡緩淘寄員陣上宅のを且ム実田~封艦正aをに：憶つ．・保い

指定管理者制度を既に活用し
9 ている施訟のコスト削減は出来 人件費の見直しゃ車業費の見直しを行い、コストJltll援を図っている．

ないか

目

， 



『公の施設』の管理のあり方の検証結果

1.施設所管諜（担当者名）：酒井勝洋

廃『公止のす施べ設き』かとして存続すべきか｜｜ 信亙豆〉 廃止すべき ［飽・高利設齢用は化者必率数要もがで多高あくまる、る施．な控かが、高齢者の生きがいと健康づくりのー舗を担うこの

無くなった鳩合、近くに代替となる施股がない．

民営化できないか 民営化できる く亘豆霊b ｜宮健…康拘づさ＜~れv•て齢，いE者をる風間た聞めし．て山品＼仏、施偏二匝云の－哩r的曹ーととしヨ算た＼案踊之のご置叩←：一のの一重生～機町ーにより軍

指定管理者制度の導入が出来｜ く杢空主〉 導入出来ない ｜・現在導入中 ／ 
ないか

UI"gの鳩合） lrMI~ 1!1~ ov1-8') ｛コスト面の比駁）
（コスト面）

人（コ件ス費ト面15)0万（1人分）人件費400万（1人分）

指管定理管経理費者については、し直た営ほ及うびが指人定件管費理の者差ど額ち2ら5も0万大がきな削釜減はで無きいと思われるが、
制度を活用 る。

8 直理比営者較で制管度（コ理をス活をトし用、たしサ場たー合場ビと合ス指と等定の） 管
（サービス面） （サービス面） lサービス蘭の比駁）

ζの飽設は、生きがいと健康づくり事象を行う施設となっているため、生体き的がない運と営健が

康づるくり団に体関にす委る託知す機る等方をが待iった者目的のを配達置成もで必き要ると．なるので、事業とー
行え 註置

9 
て指い定る管施理設者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

年々利用者が増加しているが、委託料は現状のままを維持しているため、削減は国費量である。
ないか

) 



8 

9 

『公の絶段Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できなし、か

指定管理者制度の導入が出来
ないか

直営で制管度（コ理をス活をトし用、たしサ湯たー合鴻ビと合ス指と等定の） 管理者
比鮫

指てい定る管施理設者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか

存続すべき @B》

超~ 民営化できない

~ 導入出来ない

11•1111.u~岨吉J

人穆（コ件務ス費費ト面d~0万円（15人）
0万円

（サービス面）

『公の施段』の管理のあり方の検直結果

－市内にデイサービス事象所は復敏あり、市が行わなければならない理由
はほぼ無い状態である．
・ただし、施19:1ま田県の繍助を受けて建てた施訟であるため、lU室等を行う
には後討が必要である．

・平成5年より公股民営で運営している。
・施肢の管理運営に鈴かる費用は介随報酬で賄われており、指定管理料
は支払っていない。

－現在湯入中

t，百五E ICI弓Z-.::1 - Cl I 

｛コスト面）

｛サービス面）

施位の管理運営に働かる費用は支払っていない状態なのでこれ以上の削減はできない．

， 

（コスト面の比般）

現在委託、直料営はに支す仏るっ時て点おでらず、件すべての費、管用理l立経、循貨定が管発理生者すが負担している状態で
あるため 、人質及び ることになる．

｛サビス面の比較）

行政，aを員待がっ介た撞人サがー慢ビ供スすをる提ほ供うすがるレよベりルも社が会高福い祉サ法ー人ビス等をで提専供門で的きなる知．織や、筏
街、経蛾



1.施設所管課｛担当者名）：酒井勝洋

8 

9 

『公の施設Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の導入が出来
ないか

直理比営者較で制管度（コ理をス活をトし用、たしサ楊たー合渇ビと合ス指と等定の） 管

治てい定る管施理訟者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか

存続すべき く亙EV

経~ 民営化できない

6亙~ 導入出来ない

us_宮 の 種ロJ

（コスト面）
人件務費費2,800万円(7人分）
事 950万円

（サービス函）

『公の施設』の管理のあり方の検証結果

－市内にデイサービス事業所は復敏あり、市が行わなければならない理由
はほぼ無い状態である。
・ただし、施段は国県の補助を受けて建てた飽設であるため、 &alll寄与を行う
には倹討が必要である。

・平成10年より公訟民営で運営している。
・施設の管理運営に機かる費用は介撞報酬で賄われており、指定管理料
は支払っていない．

・現在導入中

l f圃且固ー 白 J

（コスト面）

（サービス面｝

施設の管理運営に鈴かる費用は支払っていない状態なのでζれ以上の削減はできない。

’ 

｛コスト面の比較）

あ現る在た委め託、直料営はに支す払るっ時てaおらず、すべての費、管用理は経、指費定が管理者するがこ負と但にしなて4いる状態で
点で、人件費及び 発生 る。

＼＂＇］＂’ビス面の比較）

街行、政経機験員を持がっ介た護人サがー提ビ供スすをる慢ほ供うすがるレよベりルも社が会高循い祉サ法ー人ビス等をで提専供門で的きなる知。滋や、銭
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『公の施設Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の場入が出来
ないか

直理比営者絞で制管度（コ理をス活をトし用、たしサtたSー合tiビと合ス街と等定の） 管

な指ていい定るか管施理設者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

存続すべき @!3》

~ 民営化できない

€ffi:> 導入出来ない

U._l!!iC/J項面J

事人（コ件務ス費費ト函~jg万0万円円（4人分）

（サービス面）

『公の施段』の管理のあり方の検匝結果

・市内にデイサービス事業所は複数あり、市が行わなければならない理由
はほぼ無い状態である．
・ただし、施肢は田県の繍助を受けて建てた施股であるため、 ii渡等を行う
には倹討が必要である。

－平成12年より公股民営で運営している．
・施設の管理運営に働かる費用は介謹報酬で賄われており、指定管理科
は支払っていない．

・現在場人中

自由 合｝

（コスト面）

（サービス面）

施設の管理運営に儲かる費用は支払っていない状態なのでこれ以上の削減はできない．

｛コスト面の比厳）

現在曇託料lま支こす払るっ時て点おでらず、すべての賛同は、指定が管発理者が負担している状態で
あるため、直営l 、人件費及び、管理経質 発生することになる。

｛サービス面の比駁｝

行政経験聡を員持がっ介たII人サがー提ビ供スすをる提ほ供うすがるレよベりルも社が会高福いt止法ピ人ス等をで握専供門で的きなる知．臓や、筏
術、 サー



1.施陸所管銀｛担当者名）：酒弁勝洋

8 

9 

『公の範段Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の羽入が出来
ないか

直理比営者較で制管度（コ理をス活をトし用、たサし羽たー合禍ビと合ス指と等定の） 管

てな指いい定るか管施理肢者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

くこ存続すべき二〉 廃止すべき

く7民営化できるご〉 民営化できない

くご羽入出来る三〉 導入出来ない

t匝冨の禍曾j

人事（コ件務ス費貸ト面~~ggo万万円円（30名分）

（サービス函）

『公の施股jの管理のあり方の検匝結果

・養撞老人ホーム（;t.老人循祉法で市町村及び社会福祉法人でなければ
股置することができないことなっており、社会福祉法人では設置できるとこ
ろがないため、人口規機を考慮しても市が股置し、存続すべきである．

・平成8年より公陸民営で運営している．
・建物が老朽化しており、lU裏方法等については、後討が必要である．

・現在導入中

l， 固 証 i OVI司ロ｝

（コスト面）

（サービス面）

施設の管理運営に儲かる賛同は支払っていない状態なのでこれ以上の削減はできない．

’ 

（コスト面の比駁）

、施な設いの．こ運の営たはめ、、情直置営費とでし行たわ喝れ合て、そおのり、分絶の佳人管件理費運が営地に関すると委な託る料．は支払って
し えること．

｛サービス面の比駁）

術行、経政践聡を員持がっ介た腹人サがー慢ビ供スすをる提ほ供うすがるレよベりルも社が会高福い祉サ法ービ人ス等をで復専供門で的きなる知＠議や、銭



, .施霞所管課（担当者名）：児童家庭謀（古川｜久師）

2.施霞名山下保育所外7園

3 現在の管理運営形態（いずれかを閤む） 直営5股c-s宗務~nを含む）・術定管埋者制度混入.股 4.管理団体の名称延岡市

検証結果
その理人由附児藍取もヰ々増

「公の施訟』として存続すべき

辱三ラ
る・娃。岡市の保育ー λ は晶し え工、

5 廃止すべき －保育ニーズに対して保育所定員はまだ十分ではなく、毎
か廃止すべきか

年定員を入所児童数が上回る状況となっている。

唖E夕、
・平成17年度と18年度lこ5園を民営化したばかりであり、

6 民営化できないか 民営化できる
今後の民営化は計画されていない。
－今後民営化を計画する際には、すでに民営化した5園の
状況を十分検恒してから行うべきである。

任三砂
－保育所は子どもを長時間預かる専門的な施肢であり、継

7 
指定管理者制度の導入ができ

導入できる
続的な安定した経営が求められるため。

ないか －子どもが数年間にわたって通う施股であり、長期的展望に
立った保育計画を立て、実施できる必要があるため。

（直営の場合） （指定管理者制度活用の場合） （コスト面の比較）

園、県の補助を受けられる民間保育所のほうがコスト
（コスト面） （コスト面） 面で優れている。
公立保育所の運営費は一般財源化され ・民間保育所の運営費には、国庫補助、県費補助がある。 保育所運営費及び、保育所施段整備の補助体系は
ているため、人件費、股備費、施設費等 －社会福祉法人立の保育所が改築を行う瞭には、国庫補助 民間施股（社会福祉法人立）に有利にできており、指

すべて一般財源でまかなう。 がある。（指定管理者では改築補助は受けられない） 定管理者よりも民営化がよりコスト面でのメリットが大

直営で管理をした場合と指定 （サービス面） （サービス面） きい。

8 管理者制度を活用した場合と －保育士の身分を保程し、実－務E謹経験監を蓄き －保育の実施に当たって、運営費の支出が柔軟に行えるた （サービス面での比較）

の比較（コスト、サービス等） 積させることで、賓の高い佳貰吾容施 施め股、施を股充実僅さ区せをるかごさ盈か畳で周き査る室。効に使用することができ、
る。 数字で示しにくい部分ではあるが、公立保育所の保

聞入担篭・民社旦っが間て堅曇篭保いけの田育るA受定所oh員けと国皿革明誌経大確なな筆なケ夜宣区ー割掴分スや霊はで‘週なのー夜い＼援児司が児童書、童受「民対It 
が・・コ指蓄ス定積ト管ザさ理れウ者ンた制の膿置た員めでがはに、人1て蚕件［期て費的雇圭な則用保さ滅れ育オ巳るL函場～や合施もあ殴り霊、経験

育能力は高い。
子どもを預かり保育する施訟であり、十分な保育水準

備計 の維持は公の責任として行うべきである。民間にしか

画が立てにくいため、安定的な保育サービス提供は難しい できない部分や民間でもできる部分はあるが、公立

と思われる。 施肢を維；理持指す羽ることでしか特定のサービスや、民間施
訟の管 導能力を確保することができない。

" 
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唾ラ 廃止内
「公の施段」として存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか 問できる ぞ空夢、

指定管理者制度の導入が出来
7 lないか

｛直宮の渇含｝ / H曹官官Z ， 己 J ｛コスト面の比駁｝
（コスト面） ｛コスト面｝

直営で制管度（コ理をス活をトし用、たサしtたSー合喝ビと合ス術と定の管B 理者
（サービス面） （サービス面｝ ｛サーぜス面の比騒｝

比級 、 等）

9 指てい定る管施理股者の制コ度スをト既削に減活lま用出し来 理い市た科がめの支にみ弘他でうに管（収E理2入還・県はs・な市をい行の．っ定指てめ定おら管りれ、理た収科鋪益の助のみ金あのをる収財事入混業でとは管しでた理き）運な管
ないか 営しているが、指定管理科の範図で効$的に運営をしており、

これ以上のコスト削減は困総である．



1.0笹股所管銀（担当肴名） 児童家庭限 （福薬）

8 

9 

『公の!ti股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

f旨定管理者制度の羽入が出来
ないか

直営で管理活をし用たしtたa合iiと合指と定の管
理者制度を
tt鮫 （コスト、サービス等）

指てい定る管施理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか

~廃…

ぞ空夢、

－ー
白， J〆

｛コスト函｝

（サービス面）

車み行当っとの範して収た殴い入＞＇る氏管でた理あ市める科~.＇のこ支5れみ払殴で以うは審ょ【そ固理のの・運コ県範ス2・E圏市トを削肉の行援で定っ劫はめて率出おら的来れり、伝なた翁管い補定理と助管判運金理断曾を事す防を専の
る．

，固有の宿舎｝ 15スト面の比恒｝
｛コスト面｝

（サービス面｝ ｛サードス面の誌厳）

（ 



1！笹殴所管際｛担当者名）．児宣家庭銀 ｛稲葉）

生活支ti施股ファミリーハイツ

3 lot径の刊遺制怒川れ純囲む） I

f公の施段Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の羽入が出来
ないか

｛コスト函｝

~ 廃止内

開化できる を空夢、

直営で管理をした渇合と指定管
8 l理者制度を活用した渇合との

tt鮫 （コスト、サービス等） ｜（サービス面）

（云スト面｝

（サービス面｝

. :l転施段については、国の基準に畠づき決定する街定管理科により運営されているが．岡管理
治定管理者制度を既に活用し｜料lお去により必要とされる母子指場員簿の磯員の人件費や程度の施股管理費にあてられてい
ている施股のコスト削減は出来｜るζとそ他の収益．寮の実施が困賂であるζとから現行の指定管理科のみで管理運営されてお
ないか 旬、王手ト削減は出来ないhまた、本飽股l玄、保1量や自立支tiを必要とする母子世帯の入所施

股であり、コストのみで施般の業務内容を判断することはできない．



「公の施陸Jの管理のあり方の検恒結果

1 B笹段所管謀（怨当者名）児童家庭II＜見崎｝

『公の飽股』として存続すべきか
廃止すべきか

事
Cペす止廃
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戸
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一

一
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一
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存
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当E車施段では、辻負担鉱皐1\2~長第3項に＆づき、自営または雇用され
ることの図燈なあん思マッサージ師指圧師免齢、はり師免許、又はきゅう師
免許を有する彼覚障容者の自立更生を図るための司E象を実施しており、公
明としての樫野吋・

民営化できないか 民営化できる c§主D
現在、小額の苧l厘製収入はあるものの、その収入だけでは当訟施股の管
理運営等の民営化は困隠零ある．今後は制度改正により、市が実施する
地減生活支復事業の中で事業を行っていくが‘国や県の補助がi首置はさ
れているものの、受けられるかどうかも不透明であり、民営化については図
録な状況である．

指定管理者制度の湾入が出来
7 Iィ

ないか
海入出来る 場人出来ない

｛直営の緬含｝ ， ロ＇） ｛コスト面の比般｝
｛コスト面） （コスト面｝

直営で管~コ理をス活をトし用、たサしtたaー合場ビと合ス指等と定の） 管B 理比者鮫制 （サービス函） （サービス面） （サービス函の比鮫）

9 指てい定る管施理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来 れす盲と.と人てる｝はをたいホっ実めるーた範扶、ム．こし況こ事てれので業お以たあにり上める．つのそ．． い翁国れコてス定ーぞは県ト管れ削．の理陣定減補者審めI助まで者ら困があれ自雌続るた立怠合愛．支状循盲集t現E助温貨去で金会でのaと~鋤：.るしa寧．て行盲的繍に人伝置よホ事りさー制案れム度温て事がは.震い改をの行る正ほもっさかのてれにのい．地もる．今点と峨こ後字生ろの図活で見書支あ通館銀るし連事がは曾：震不情｛の園透報中恵明化の寒で対そ｝あ応やのり管他柵．理厳緑の事し化事い案対.置が応と2し2管E慎てを重理写妥余E・E結儀で.す怠絡【〈る県了さこ． 
ないか



『公の施股Jの管理のあり方の犠恒結果

1 Be股所管践｛但当者名｝‘児量•n限（見崎）

『公の施段Jとして存続すべきか
廃止すべきか ベす止廃

当肢絡股では‘身体陣容者福祉法第27条第3項に＆づき、復覚障審者
の自立と社会多加を漫置す~毛lこ、視覚障害者更生指導所として「視j
障害者総合支湿センターJの役割を短うなど、地峨に楓ざした視覚障害者
の傑点結肢として貢献している．

民営化できないか 民営化できる ~豆v
当核施股は、担並民事者ぬ夏草量麗施段とLエ民量~れているため、収
入はなく、現在の状況では当信施政の管理運営~－の反首化は図鑑であ
る~支た、民営化した渇合に、国や県の繍助金闘が減少することとなり、運
営は更に困般になるものと判断される．

f旨定管理者制度の場入が出来
ないか

導入出来る 場入出来ない

E・・ ‘守冒＂・．．，哩r~唱 区ョ， （コスト面の比鰻｝
｛コスト薗） （コスト面）

直営で管度（コ理をス活をトし用、たサしtたaー合tビaと合ス繍と等定の） 管日 理比者鮫百~J ｛サービス面） （サービス面） （サービス面の比鮫）

fて旨い定る管範理段者の制コ度スをト既削に減活lま用幽し釆 点字図書館連で祭（1終雷【／’＼に~隣すあ）‘家たる市｝たっをHてめ実／は．値叫こ．しれ困でての以負B定ょ但Kのめしそヨてるれスrいaぞト母る削体れ．指援陽定定は書め固者管ら理憾保れな樋象た状者事費認で国案あで庫費あるで負量る効担．盲寧【福也的助会な》I事金L案交点遷付字宮要図を綱書行』館にっのてよりいほ、かる＆とに・こもる‘盲aでa人eあ定ホるめーがらム．れ情【て園級お事化り寒対．〉そ応やれ管情を報理固事化9 (1/2) 、度事県

ないか 対応本管理
.が年

σご



『公の施股』の管理のあり方の検E結果

．．
 ）－ 

名－者－当－担－，，‘、．限－管
寸

所－股－施
－
施

．

』

園

内

4

健.管理限（中村）

『公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか ペす止市

m

過去の経締から、島浦区では医師の常駐を希望しており‘市としても雌島
医僚の確保を図るため存続していくべきと思われる．ただし、浦滅港！こ10
分、阿蘇港lこ5分で渡れることなどから、常時、島内で対応する必.がない
と政治的に判断できれば二の限りではない．

民営化できないか 問問る ぞ至三砂
島内人口は18年4月現在1258名であり、毎年約50名ずつ減少している
状況にある．対象人口が少ないことなどもあり、年間約2000万円の蒜字
繍繍をしており、現在のように医師が常駐し週5日診割腹するといM
していくとすれば、民間での経営は極めて厳しいと考えられる．

指定管理者制度の場入が出来
ないか 場入出来る 導入出来ない

t岨冨の鳩合｝ ， r::ll tコスト函の比駁｝
｛コスト面） （コスト面）

B 理直比営者鮫制で管度（コ理をス活をトし用‘たサしtたSー合tビaと合ス指等と定の） 管
（サービス面） （サービス面） ｛サービス面の比般｝

9 て指い定る管施理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来 3で2医，~ス、師年一実．ト闘附度医質s議議的aの輔す，にg甲科るで財た．費賓人子めな待件、にどち医費は董幽師5固動し5と定経と醐な7銀費輪る債が捌．医の3医：・大廃袈畦材節7材持%分里斜費とを竺，伝以E占・っ外め叫3てのる2い司人蝿匹る6務件%が納？費島．． 得経事医にのつ楊援晶うい経材．え臨て利で費時．喧費1・腺：笠に斜賃つ？の里金%い引空鉱とて怠下ど型はっのげ．て竺2夜．倉い人S働E晶る民経ti子の扇費ま則たや！まな灘~.いE人なロと2ど件収恩%で費入わ｛対や，＇~れ応｝る5す~スる千λし科阿とか＇：しEな！どこていし固カかと定パ考あ経えたさ費れられl事なるる6いがの5: 
ないか



「公の施段』の管理のあり方の検恒結果

1施股所管銀（但当者名）

間急病センター

3 ｜現在の管理制柳川れ時四む｝

健康管理謀（中村｝

6 l民営化できないか 賭同る 唖豆三砂

の理

広峨市 斜の負担主査ii掌uおり、延岡市だけでなく県北地区における
夜間初期救急医費量の鎚点施肢である．今のとζろ、これにかわる医療施肢
はなく、指定管理者である医師会も、各医療自民関や大学派遣による医師を
割り録りしながら運営している状況であり、行政、医師会、大学などの悩カ
のもと成り立っている施股である．したがって、公の施股として存続すべき
である．

17年度実績では、 151,455千円の支出に対し、 87,899千円の収入であり、
ilし引き63,556千円の韮茅繕犠脱政負aきしている．現在医師会を指定管
理者としているが、スタッフの稽偲にも讐iaしている状況にあり鐸算ペース
に象せることは極めてB切さ零英副市．市民の生命に関わる初期救急
闘控健闘の責務ち盟童生することは困... 一一

「公の箱股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

安』ぺす止廃
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一
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一

一
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一
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存
～

指定管理者制度の場入が出来
ないか 導入出来る 羽入出来ない

t圃 E の渇含｝ ， の場合｝ ｛コスト面の比駁｝
（コスト面） ｜｛コスト面）

直営制で管度（コiを聖ス活をトし用、たサしiたaー合繍ビと合ス指等と定の） 管8 理者
（サービス函） ｛サービス面） （サービス函の比駁）比鮫

9 な指ていい定るか管施．理殴者の制コ度スをト既削に減活は用出し来 窓て~~い口年5スる収度2タ．千入ッ決まな円フた算のど；（とa小人櫨aなλ件保児っと費絢て畑しいや3て6る大貴カ5重．型に日パB参同医Eー鋼B農織僚さ相乙れ健の酬帥る闘開に医、の始ら彫薬返に慢曹材演伴しの斜いう費主エ貨主とない思司をど匹震わ除費固動れ〈等定度実るを経動は．除費経わ~ま｝ず賓で8かは6は7で＇gあ給~り与%．、医費｛コ1議6スo~·付ト2附9制03議%貨干す、な阿医るど．書節変う廃分材ち則科医i経玄師関，費t・会らがれ9病1る3院~~ま1、の．%た、そと後人一のな査件他っ一費貨て経託のい一費将削一る1伝減？iどに参2蚕aつ%託組いと”圃てながやっ



「公の施位Jの管理のあり方の検匝結果

1施位所管限（！.§当者名）凶山本

2施股名 山下兜賓館・中島県童館

3 
現在の菅週日E常ffl9（いずれかを臨む｝ 直営B極限（一郎業務署E託を含む｝・指’管理者制度羽入’E股 4管理団体の名称：延岡市

後匝鎗星 その理由

ぞう 児量舗居の更な1銀は・値R子．冊①段・．＠子でや育鋼あ児aてhる童a観．のが予高利の・用9交者しB寄~子やや育子児て育童支ての盟相支事飢誕集・の支及場慢び．の地と繍な峨．っコ4てEミ紋おュニEりS不テ畿ィ特の再定児生5 
「公の施股Jとして存続すべきか

廃止すべき
量の

廃止すべきか
に多必量史

6 民営化できないか 民営化できる 弓竺つ 山下・中、島児児.－：のlまみ．ともに営山化下lま保困育廷所で・あ中る島．保育所と同一施段肉である
ことから の民

7 
指定管理者制度の導入が出来

湾人出来る ぞ空う 山下・中、島児児量.館館のlまみ．ともに定山管下理保者育制所度・中島保育所と同－・股肉である
ないか ことから の指 混入は困雌である．

（コスト面） l面天下面7
山下・中島児重mの運営費lま一般財菰化されており、人件 ｜指定管理者制度を導入すると、運営賓として国県繍助が受けられる．
費、段儀費‘施盤費などすべて一般財源で鮪う．

品 1＜サービス面｝ ICサービス面）
8 ，：：品：：iゐ［~~~~~·1児童館に臥子育て中の保煙者の子育てに関する不安の解｜児室館の鰍を実施するに当たっては、制員の役割が大きくその射の｜児卸の鮪を確実に実施し、市民サービスに対応するには、安定し同輔の

比級 （コスト、サーピ対） p聞や子育て支径の実施、更には銭謀後の児童の安全で安心｜保匝が＋分に担保される必要がある．また、児童館では収益穆震の実錨｜保が不可欠であることから1 曾で実施することが適切である．

1旨定管理者時~Illを既に活用し
ている施般のコスト削減lま出来
ないか

’できる居渇所、更には地.の住民と児置の交流による地峨再 lが困mであることから、運営lま指定管理科のみとなる．このことから、経肢
笠の役割を担うζとが要E書されている．このような集務を実施｜豊富な指海員の確保に懸念がある．
にあたっては指導員が軍要な役割を果たすことになることか
ら.t宙滞員の身分を保Eすることにより児量館の集穆を但保し
ている．



「公の施股』の管理のあり方の検匝結果

1 ~怠股所管限（但当者名）‘健.管理限（伊東）

2~包録名｜ヘルストピア延

3 ｜現在の管理還仰げれか阻む｝

民営化できないか 民営化できる ぞ至至P

の 理
・王手間延べ25万瓦事正{T.)~J周害訴し、て、市民の健康噌進.!L!いの渇とし
て定着している．地峨の高齢者にとっては、送迎パスを利用し、交流と健康
づくりの織として役立っている．また、台風災害時等の被災者への入浴、休
惣等の施股として、保健衛生的な健能も有している．
長期的に見れlま、医療費や介II費用の抑制につながることは明らかであ

り、公の施段としての存在価値は高い．

・現在の経営主体は徐式会社であるので、民.と冨えなくもないが、それ以
外の民間企業に経営を移せないのかということであれば、現在、ぎりぎりま
でコスト削減をしてきでおり、今のサービスを総持していくことを前鍵として
民間企象が利益を幽していくのは困廷である．
また、昨年度、庁内選定会臓を経て、II会の承認を得た上で、指定管理

者として指定し（10年間人基本ta定を絡んでいる．

．』
『公の施段Jとして存続すべきか
廃止すべきか sc 

ペす止廃
－
脅
』
－

一
ベ
一

一
す
一
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存
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指定管理者制度の海入が出来
7 lないか 場入出来る 海人出来ない

t岨冨の禍含｝ l ..，，甲官＂＂＇ E ’~－ cl ｛コスト面の比駁J
（コスト面） ｛コスト面｝

8 理直比者営鮫制で管度（コ理をス活をトし用、たサし場たー合滑ビと合ス指等と定の） 管
（サービス面） （サービス面） （サービス函の比駁）

9 て指い定る管施理般者の制コ度スをト既削に減活｜ま用出し来
衛いーぎ赤るり清字がぎ栂飾．りE工円｛鍋l場でこ締後かあ匝1るら2買喫判を聴竃事ますポけでる．コプ本ス予リ館かト定削経らで減の2あEを搬にり繊．週・5電げや響気で、を晋斜レ及τスの1まおト剛すラり裁ン大、を現部学見在門学込面の金んサ外司与で三舗のいピ受収るス託支．を帯に館．つ再こいE札て耳ま検元で号討らもIし収bヨ．支赤互を字F改爾衛良門議すlのtる切隙たEりめ組Fにbし経仁に平曾つ努Eい力て21をも存進続度めけ以てて鰐いきにてき

ないか たい．



1.£包股所管煤（担当者名＞：•本尚範

8 

9 

『公の施位Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

；旨定管理者制度の導入が出来
ないか

直営で管度理を活をしたii合と指定管
理者鮫制 周サしたーiiビ合スとの
比 （コスト、 等）

な？て旨いい定るか管施理陸者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

『公の施設』の管理のあり方の検証結果

唾ラ 廃止す

民一る 逗亙至妙

~ …ない

E・・
（コスト面）

祭託料金額

（サービス面）

少量と殺なながどらの市サ内ー精ビ肉ス販も売あ者る 卸売業者の利用に即しまた、切
迫

の
と畜ii法により市の穫祭として運営している．限りは『公の施位Jとしての存
続が必要であるが公共と畜の減少に伴い今後存廃両面から地元、委託業
者と協擁を行う

延岡市の公共と畜頭数は、年々減少しているため、新たに第三セクターを
践立し、民営化しでも公共と畜の収入のみでの運営は不可能であると思わ
れる．

現在の民開業者との業務委託形態から考えると、同一象者への擁蓮であ
れば、自社業務と公共と畜の両立が容易なため、経営上も無理なく運営を
行うことが可能である．

¥f日広 E哩 E 問団，ロ の羽曾J
｛コスト面）

委託業者の自社と奮のみとなるため、委託料lま不要となる．

（サービス面）

公純な共指と奮定の管廃理止へとのな移る行とは畜、場現開在訟の許受可託が業指者定の管廃理案者にのも条つ件なとがなりるかのねでな、い単

｛コスト面の比駁｝

直交営付でしてはいあるるのがみ、すでで、公に器と畜民集営務のは成委果託は業上者ががって行いっるて．おり、市は受託料10万円程度を

（サーピス面の比鮫）



I.~包股所管際｛担当者名）；農林限｛高僧）

2~股名 延岡市縄野地区多目的研修センター

3 UH！の管沼遺SJ!JlJ（いずれかを因む｝ 直営施般（－~·務餐氏を含む｝〈亙［＿it管理者制度調車入亜» 4 管理団体の名称：鰐野地区多目的研修センター運営也脳会

倹恒結墨 その理由

5 廃f公止のす~べ股きJかとして存続すべきか ＠三つ 廃止すべき 寄a町a本体贈住務施育付し民肢館たけ以はもやら外の掴．れの奥で理る1野Hあ怠室I周町りど等も、住．のま多地民た股〈元が．． 備住3施均向がj民問股噂あと者湿にり市の股負．が多健の担也康目金用カ的噌を件しな進幽とて1し・しFでlて合悶がき縄っが図た野てでらii土町きれE地生でるてでのこをいあと賜集るるか入団．． らし麦．． 作’市Eが野へ

6 民営化できないか 民営化できる 各亙至砂 れ行佐っ、立まてた時い、のく施ζ経と肢tはaのかで老らき朽．な地化い事めと匙問考属題えらの等れ理もるあ解．りな、し利l二用lま料民金g収il:i入？でのきみなでい管と考理え連ら雀を

7 
f旨定管理者制度の導入が凶＊

導入出来る 場人出来ない 既に導入涜みないか

（直奮の場合） !Hin:<-A畢唱司 ， .,, （コスト面の比駁｝
（コスト函） ｛コスト面｝

B 直者営で制管度（コ理をス活をトし用‘たサし渇たー合渇ビと合ス指と稽定の） 管
i比璽級 、サ 司事） （サービス面） （サービス面） ｛サーぜス面の比鮫）

f旨定管理者制度を既に活用し
・減免規定の廃止により利用料金収入帽を図る．

9 ている箆段のコスト削減は出来
ないか

・料金表、利用時間の見直しを行い、収入憎、利用泊を図る．

・開館、閉館時間の見直しを行い、~股に常駐している管理人の勤務時間を鯛益することで、受託料の削減を図る．



1 B主位所管課（鐙当者名＞•事事援｛国中）

3 E更をの管沼遭SMU＜いずれかを圏む｝

8 

9 

『公の施段Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管浬者制度の導入が出来
ないか

直営で管度（コ理をス活をトし用．たサしtたSー合渇ビと合ス循等と定の） 管理者和l
比較

てな指いい定るか管箆理殴者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

そ竺至う

民営化できる

場入出来る

l 

（コスト面）

｛サービス面）

廃止すべき

そ堅吾、

場入出来ない

宣言J

雇両市京面接せラ扇雇覆iンターは平京語専己延岡て耐雨百出資し匝
されたが、管理運営を第3セクターである附延岡地区有償肥料センターに
餐託している．民営化となれば、当骸施肢を附延岡地区有徳肥料センター
にll渡する恵になるが、現在の経営状況で餐託料収入がなくなることは経
営的に厳しい．さらに、老朽化の進んだ錨股・股備の修理・更新経費が生
じ、有償肥料センター自体の存続が湿しくなる．

既に指定管理者制度を羽入済みである．

， Ci} 

（コスト面）

既に指定管理者制度を場入済みである．

（サービス函）

る節が．現電し状・か事でし務あ、貨健るの機．削・施減殴なのど老コスト削減には力を入れtiこてコおスりト効が果か｜ま出てきてい朽化が進み、修絡貨 かっているの

【コスド面否IE"D)

｛サ二~ス面の比鮫）



1施段所管ll＜担当者名）度緯恕｛安図‘

2~包股名 延岡市農産加工研修センター

3 現在の管理運富貴重忠｛いずれかを因む｝ 直営錨段（一節祭務雲氏を含む｝〈ξ}i定管理者制度il2Jlil量 4.管理団体の名称：延岡市鹿産加工研修センター運営協腿会

倹 E結果 その理由

5 廃『公止のす施べ段き』かとして存続すべきか く亘a=> 廃止すべき a眠制~周加の智些工lま研a型修z値R脚以段併と開にしても明滋地大元し昆3た．患年札の々復制範興~闘二の寄刺与左周しし者て．がま刊た憎良えす家てべをいきはるで．じ嗣めと．する

6 民.化できないか 民営化できる く亘互換、 経を貨B来矩のE費肢現み繍がを在．必績限現．を裏人温実繍室に件し的怠定民費にり管霊I民．ま理m化金営科窓し額化とた先Jはし繍Aのて隠負合財支しa‘政い出人．も的まし件のてた負費いと施但、思る限BがEわ．利治Eれ用－大電る製す鰐．収る曹こ入理とで費か不．ら固~定す疎資る遠緩産先持鶴が管警随理の援

7 なf旨い定か管理者制度の場入が出来 海入出来る 羽入出来ない

ll•:&'UJ圃合） ， 回 ｛コスト薗の民酎｝
（コスト面） （コスト函）

直gで管理をした渇合と指定管
B 理者制度を活用した渇合との

｛サービス面） （サービス面｝ ｛サービス面の.E5騒7
比鮫 ｛コスト‘サービス等）

9 指てい定る管施理般者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか
・夏・冬の施股利用率を上げて収入1留を図る．



「公の施股』の管理のあり方の横匝結果

u値段所管限（担当者名）；痩村盤側際｛高得｝

2施殴名＇・村公園

J ｜恥の管理軍制思（いずれかを酌｝

『公の!ti段Jとして存続すべきか
廃止すべきか きベす止廃－き－

一
ペ
一

一
す
一

一
線
一

戸
存
～

6 l民営化できないか 民営化できる 頃亙至宝P

f旨定管理者制度の羽入が出来
ないか 湾人出来る き亙翌り

.. 園開・・， O)Ji・曾｝ （コスト面の比騒｝

（コスト函｝
｛－コgス.ト収面益｝が納得できない．

－同左
・線持管理等は市の負担．

直営で管度｛コ理をス活をトし用、たサし治たー会渇ビと合ス指と等定の｝ 管B 理比者鮫側 ｛サービス面｝ （サービス面） （サービス画の比駁）

・差別的な取級いは行なわない． －．営商業家的主に.有に利なるな可者能を優性先もあ的るに．利用させる可能性がある． －同左

9 な指ていい定るか管施理肢者の制コ度スをト既削に減活は用出し来



「公の施股』の管理のあり方の検匝結果

1施殴所管限（担当者名） 痩村g備謀｛西村）

「公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか ベす止廃

民営化できないか 民営化できる 逗亙至宝b

指定管理者制度の場入が出来
7 lないか 混入出来る 導入出来ない

(I・zの渇含） ー ，ロ ‘”四国 CJI （コスト面の比叡｝
｛コスト面｝ ｛コスト面｝

直.制で管度｛コ理をス活をトし用、たサしtたSー合tビaと合ス指等と定の） 管8 
理比者鮫 （ 、 等） （サービス面） （サービス面） （サービス面の比駁｝

肘・・指管は理定な運管さ理営れ経者て治費いなは自いの、l状ま司区l況ま東人で収件あ益る費等．でをあ期り待、したいが、具体的な倹
指定管理者制度を既に活用し コスト削減は困雌な状

9 ている絡股のコスト削減は出来 況である．
ないか



「公の施股Jの管理のあり方の検恒結果

Ii竃股所管限（担当者名） : .村霊備E軍｛高指｝

Z堕盤

「公の~股Jとして存続すべきか
廃止すべきか ぺす止構

成

6 l民営化できないか 民営化できる 各亙至宝b

指定管理者制度の導入が出来
7 I ないか 海人出来る 場入出来ない

II・富山温白） .・... t•m u ーロJ Tコスト薗の比駁｝
（コスト面） ｛コスト面）

直営で管理活をし用たし鴻た合渇と合指と定の管
8 理者制度を

（サービス函） （サービス面） （サーFス面の属駿）
比般 （コスト、サービス等）

・現在の状況でコスト削減を海入するような経費はありませ
ん．

9 指てい定る管施理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか



「公の施股』の管理のあり方の検恒結果褒

1施股所管限（担当宥名）；簡集観光限（伊蔵）

主堕

『公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

事
Cベす止廃＠

 

3Fには展示渇、 4Fには研修室（2室）、SFにlま会随室（3室）を有し、市内の
中小宅細企業の研修、会IIに有効利用されている．また、 2Fには地ti産品
常股展示即売繍が股賞されており、延岡市の地渇産品の販売促進に買献
している．利用者数も安定してきており、今後も地峨経演の発展に貧献す
る．

民営化できないか 民営化できる 福豆訟

本館に商工節（IFに商象観光線.4FIこヱ.復興銀｝が入る．本館の4F研修室、5F
会楓室.3F展示即売喝への使用申込み受付象務については・・＂・員で対応．
B官官の清帰、跨間外及び休日の受付集積、警備をシルバー人将センターへm民．
また、臨碕，a員’＇bl対応できな町時を商.観光鼠’植民で対応．使用車41まiTi収入．
光節水費‘通信科.fま~を含む各段備点後費用、修緒費用などすべて市対応．民
営化すると、さらに全員確保等型必ll.！：：：なり．コヌL健量虐讐世里られる可骨量性l孟低

指定管理者制度の羽入が出来
ないか

導入出来る 斗孟孟み よ況の民営化できない理由と同織の理由により、指定管理者制度で（;t:.さ
らなる人員確保などが必要となり．コスト経滅等が図られる可依性lま低い．

（直営の滑合） ｛指定管理者制度活用の繍合） 〔コスト面の比鮫｝

コスト面 コスト面

受託料；5,000千円（警備・清帰‘股備保守点倹等） 受託料：5,000千円（讐備・清婦、股備保守点検等）

直のとたしめ2支留て．の幽人コ繍がス件必合ト，E削I要~：に管a餐依t理二既る信事得．ら務指なと費定管い合理嘗．わ理司匹せ者積て制貴7度かD叩をら値段~Jm収入街市を定の差管負し理但引〈ιがは管1年6理D創冊を1す子0.0る門曲経と手な費同る管理事務費：13,000千円（臨時取員給、水光燃費、通信費等）
管理事務費：9,000千円（通信費、自主事象費） 導入すると、 者

A -5..000手同 ；旨定管理科7,000千円（人件費：2.000千円 X2人＝4.000千円を含む）
千円を要し、市 翻

降雪雪面 企績位斜面在支：'5000平岡

直営で管理をしたti合と治定管 市の負担額：16,00,/千円
B 理者伽IJ/lを活用したti合との ＼令｝ーー－－，ー

｛サービス面｝比鮫 （コスト、サービス等）

サービス面 サービス面

会編の貸館業務（研修、会施、展示会の会ti) 会tiの貸館.務（研修、会S語、展示会の会場）

す直る営とのそ場f合はた、市研主修催なのど様が減々な少研し修な主民どサをー実ビ絡スしがや低す下いがする．；可旨定能管性理が者あ制る度を導入
ういっ 、住 す

9 ？て旨い定る管施理股者の制コ度スをト既削に減活lま用出し来

ないか



「公の施股Jの管理のあり方の検E結果褒

1~股所管際｛但当者名）．簡集観光限｛伊薦）

「公の~段Jとして存続すべきか
廃止すべきか きペす止廃＠

 

の理

O教委uu~の中には活動が活発なものも多く．友の会によるキャンプや想
観会などの行事も続いている．
0若年者を取り巻く環嶋等を司書考にしながら、薬会E百，.I!!やパソコン鴎座
など、若年者のキャリアアップを図ることが出来るような，.座を開催すること
により、有ゐf,!••人の育成を支復する範鈴ルI -rの待割を強めていくこと
も必＝・量 F 「？一一一ー一一←一

0勤労青少年ホームの箪般事Jiil皇iま無料｛調座受凱費用は除〈）であり、
現在の企画や管理運営 事象者が行う事は厳しい．
0固としては勤労青少年ホームを、フリーターを含めた未就象者の雇用対
策の鎚点施股として位置付けるなど、範策の方針転自負を打ち出していると
ころであり、今後、車問行政を含めた施策の推進多国ってい〈うえ？廻状
のまま直Sil股どすることが望ましいと考える．

民営化できないか 開化できる 福豆訟

指定管理者制度の灘入が出来
ないか 導入出来る 逗五忌以

0民営化できない理由と同織の理由により、指定管理者制度に移行しても
噌収にはつながらないものである．
Oil膏IBできない理由と同様の理由により、現状のまま直営範段とするこ
とが望ましいと考える．

（直営のii合） （指定管理者制度活用のii合） （コスト面の比鮫｝

コスト面

管理費医務餐託料：3,300千円（シルバー人材センターへ受託）

管理事務費：625千円（水光燃費、通信費等｝

市の負m領：3,925千円

直営で管理をした渇合と指定管
8 l理者制度を活用した場合との

比較 （コスト、サービス等｝

サービス面

市内の勤労青少年を対象に各祖＂＇座、クラブ活動や、キャン
プなどのイベントを企画する．また、一般市民に対しても、研修
室や体育室などを貸し出している．

指定管理者制度を既に活用し
ている施段のコスト削減は出来
ないか



1施股所管限｛但当者名）：商泉観光課エ蔵

『公の施股』として存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

？旨定管理者制度の羽入が出来
ないか

直営で管理をしたii合と指定管
B l理者制度を活用したii合との

比鮫 ｛コスト、サービス等）

く土存続すべき三〉 廃止すべき

民営化できる くコ民営化できな区〉

羽入出来る 場入出来ない

「公の施股Jの管理のあり方の績恒結果

須美江窓族旅行村は、ケピンやキャンプ場、テニスコートを備えた、滞在型
レジャー絡股でま手間4万人の利用客がある． また、隊後する須美江潟水
浴場や芝生広場にも、子どもから大人まで多くの市民が訪れており、市民
の健康と緬祉の噌進に必要な範甑である．

レストラン、物品販売等の収益郡門を持つてないため独立銀算で、運営を
行うことはできない．また、市民へのサービスの猪俣の視点からも民営化
は函Hと思われる．

？旨定管理者制度を既に活用し，
ている絶股のコスト削減は出来｜不探算節門等の一郡廃止による経費の削減について、倹約している．
ないか ｜また、浜木綿村と連E隠して、修繕や物品..入を効率的にできないか検討している．



「公の施段Jの管理のあり方の績匝結果褒

1施股所管限｛但当者名）商象観光限（伊薦｝

『公の施段」として存続すべきか
廃止すべきか －c

 

ぺす止廃
～・き戸

一ベ一
一す一

－“統一
O同和地区住民の生活安定に寄与するため股宣された市内で唯一の施肢
である．

民営化できなしゅ、 民営化できる 逗盃E盃i:V

0従来から無償による管理雲氏を行ってきており、民怠化によるヨ2J-経滅
なとのメリットlま期待できない． 『』

O指；管理者制度を場入しているが、般置目的、管理形態は「公のii~J
であり、同和対策繍助事象による段置経錦、同和地区住民の生活安定の
ためという特別な組旨を考慮し、従来の団体に対し、継続して管理運営を
任せたい．

f旨定管理者制度の導入が出来
ないか

海人出来る 場入出来ない

直営で管理をした渇合と織定管
B l理者制度を活用した治合との

比鮫 （コスト、サービス等）

（直営の犠合） （指定管理者制度活用の調合） ｛コスト面の比鮫）

電気料、消火容点倹費用等は市負担であるが、管理運営委託は無償であり、これ以上のコスト削減は不可能である．

指定管理者制度を既に活用し
ている施股のコスト削減lま出来
ないか



1施股所管謀（担当者名｝：書官市計画限佐麗光容

『公の~段Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

；旨定管理者制度の羽入が出来
ないか

樋丞蚕 廃止すべき

民営化できる ~ 

題璽~ 場入出来ない

｛コスト面｝
, .支出予想

①平成18年度総持管理費：3,450千円
②人件費 7,700千円 X0.2=1,540千円

直営で管理をした鳩合と鍋定管｜合針 金』皐皇旦王E

『公の施股Jの管理のあり方の検恒結果

現在の維持管理については、文部分民間雲氏を行って示るが：駐車事の
自慢繊が特定メーカーの特許製品であり、指定管理者を広〈募集する事には
ならない等の問問がある．また、後継メーカーを含め4’医者が関係してお
り、飼査・検討が必要である．

8 l理者制度を活用した渇4 との 12.収入予想 9, 640千円 I 

比鮫 （コスト、サーピヌ等） I Ht時度は、 9,640千門の一般財源収入を予定している． ｜（サービス面｝
’（サービス函） IU•t・ ·l主鎗鳴を活用した弾力的な運用が可能

備定管理者制度を既に活用し
9 lている施段のコスト削減lま出来

ないか

給待管理の文節分について民間受託をしているが、お客織の
苦情や要望については市が受け、象者への連絡や対応をし
ている．地元から要望や苦情が寄せられた渇合も市が対応し
ている．



1.!笹股所管限｛鐙当者名）郷市計画良公園係 5極東英俊

2施股名｜延岡植物園

『公の~I量Jとして存続すべきか
廃止すべきか

6 l民営化できないか

；旨定管理者制度の羽入が出来
ないか

辱~ 恥すべき

民営化できる 唾歪歪b

を型空ラ 導入幽来ない

ll•IU.J忌・白，

「公の施殴Jの管理のあり方の按恒結果

の節分について源瓦

， 
""' 

｛コスト面の｝庖
現在で 用形館での削減は図鑓である． 直（コ営スのト面繍｝合と同織の鎌待管理生産を行いながらのコスト削減は困磁．

直営で管度（コ理をス活をトし用、たサしtたaー合tビaと合ス備等と定の） 管8 i聖者制
比鮫 生で（サき産ーる物ビ．のス寝面取） ｛サービス面）り、配布、案内他全般において樋を持った対応が

9 な；て旨いい定るか管施理股者の制コ度スをト阪削に減活は用出し来

｛コスト面の比駁｝
｜作集員の雇用形窓、冒E刀によるのでコスト比鮫lま困磁

｛サービス面の比鮫｝



1.~股所管限｛担当者名｝．建祭住宅限（竹弁）

『公の施段Jとして存続すべきか
廃止すべきか

6 l民営化できないか

指定管理者制度の導入が出来
7 ！ないか

B 直営で管~コ理をス活をトし用．たサしtたaー合tビSと合ス指と等定の｝ 管
理比者般制

9 てな指いい定るか管2理値段者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

需雇Z亙P 廃止すべき

民営化できる 哩萱E登穿い

語玉盃玉〉 羽入できない

u・ IU,J~・面 J

間務t修コ人徴市ス件絹収のト費斜面2負田〉6担2万：圃田田X万万29名s円円田＞＿臼～万申由田円万｛①－~名（%｝）修繕~征3田万X3名 夜

（サービス面）

絡・夜が間でやき休ず日入等居の者修へ緒の集サ穆ーのピ対ス低応下にを時招間いがてかいかたり．、迅速な修

『公の施殴』の管理のあり方の倹匝結果

4.管理団体の名称．

・民間賃貢在宅正孟云て瓦E営住宅は低額所得看を対象とし、入居につい
ても穐鑑飽立役割を担っている．また、市営住宅管理業務には、家賃算定
における所得状況の把雇や入退去者状況等の包ムf貫録ピ闘すx..務が
含まれている．よって、民営化になった渇合、情報の漏洩等が心配され、ひ
いてF孟昆者サごピスの低下につながる． （ 

－曹理i惨事案f8(のより効事的、効果的な蚕証方法として、本年度県
宅（宮筒土木事務所管内｝が探周した指定管理者制度（宅建築界宮崎支御
霊託）を多考に、~入をftiltlに後射している．
・これにより、「入居者のサービス向上とコスト削減がJ図られるが、個人情
”の級いや導入の範囲等について今後悔隠すべき事項が多く、そのため
先進率例を多考に倹討を.ねる必要がある~

の渇含｝

｛コ人ス件ト費面）
2,100万円（300万X7名）～①

※・修市繍の料実6,600万円～②
買負担額 8,700万円｛①＋＠）

｛サービス面）

向・夜上間がや図休ら日れ等るの．修絡寮務にも迅速に対応ができ．入居者へのサービスの

｛コスト面の比騒｝

入・直す営るのとt‘a民合間、人ペ件ース費に＋よ修る錨賃貨金で体ま芋系額と9な，500って万人円件の費支が出抑となえるられ．指2,1定0管0万理円者と制な度るを．市場
がとな負る但．する指定管理事ヰは8.700万円となり、直曾の鳩合と比べて800万円の経費削減

｛サービス面の比廠｝

・直営のti合、 17時以降や体日専理者の修制舗度依を混傾入にし迅た速渇に合対、応24で時き間ず体入制居で者修へ舗の依サ傾ーにビ
スの低下を招いていた．指定管
対応できるなど、入居者の剥便性や居住環績の向上が図られる．

② 



I n包殴所管銀｛但当者名）

B 

9 

『公の施股」として存続すべきか
廃止すべきか

民g化できないか

指定管理者制度の場入が出来
ないか

直gで管理活をし用たしtたa合tiと合指と定の管
1望者制度を
比絞 （コスト、サービス等）

指定管理者制度を既に活用し
ている施位のコスト削減は出来
ないか

く理主主〉 廃止すべき

民営化できる ぐ冨面白苔ゆ

導入出来る ぐ杢空~

｛直宮の緬首J

（コスト面）

｛サービス面）

下水処理は住民の生活環境を守り、河川等の水質を保全する量更な生活
&Mであるため．

下水処理繍水は水質汚温監止法や下水道法で厳しI.＇.孟1&fJ!段定レぞあ
り、違反した場合（~ま下水道管丞官じめ令市長が直罰対象となっているた
め民営化lま出来ない．
※処理施肢の経持管理業務の民間委託は可能である．

下水処理鎗肢の管理業務は化学・電気・樋彼等の専門緩衝による24時間
体制での高度な管理が必要であり、この管理能力を客観的に担保するた
め．安託象者は国土交通省が指定する『下水処理施段級待管理象者隻録
線定』に基づく集者である穆が望ましく、指定管理者制度には馴銚まないと

考える．

fni 官問団帽の渇含｝

（コスト面）

｛サービス面）

｛コスト薗の比駁）

｛サ－1-'ス面の比鰻｝



「公の施霞』の管理のあり方の績匝結果

．．
 ）圃名－4

2
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4

その理

『公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか く璽歪翌D 吸止すべき

主審水処理lま住民の笠活環境を守り、河川等の水質を保全する軍要な生活
＆鐙であるため．

民営化できないか 民営化できる く豆~
排水処理水は水質汚濁防止法や浄化糟法で厳しい＆!Jが段定しであり、
違反した渇合には管理者である市長が直罰対象となるため民営化は出来
ない．
※処理ii段の総持管理集務の民間受託1ま可能である．

？旨定管理者制度の場入が出来
7 I ないか 羽入出来る 弓亙空P

処理施段の管理.務は化学・電気・白血縁等の専門筏術による24時間体制
での高度な管理が必要であり、この管理能力を客観的に担保するため、受
託象者は国土交通省が鏑定するf下水処理施段級持管理象者ft餓規定』
に＆づく象者である事が温ましく、指定管理者制度には制染まないと考え
る．

（直宮の滑含） ‘’由正予 ， r::s:J tコスト面の比騒｝
｛コスト面｝ ｛コスト面）

直者営で管理活をし用たしtたS合渇と合指と定の管
日 理制度を

（サービス面） （サービス面｝ （サービス面の比鮫｝比鮫 （コスト、サービス等）

9 
指てい定る管範理殴者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか



「公の施股』の管理のあり方の検匝結果

1 8包股所管鼠（担当者名）．西省郎

211飯崎~ 上水道、簡易水道（旧益岡市4 旧北方町3、旧北浦町3)

3 現在の管理運gfljg（いずれかを園む｝ くこ 直営施股 で〉・術定管現者制度減入施殴 4 管理団体の名称：

倹匝錨泉 その理由

5 廃「公止のす施べ股きJかとして存続すべきか ぞ竺ラ〉 廃止すべき 水にお供道り、す法市るに民た革生めづ活のくによ範欠水段く道でこ及あとのびるこ簡でとき易かな水らい道行ラの政イ水フ実道ラ例イ用でン水公で供のあ給施る施肢．股としはて、判住断民さのれ利て用

6 民営化できないか 民営化できる 4空空~ 慣績できる受皿があれば民営化lま可能だが、現時点では厳しいと思う．

7 
f旨定管理者制度の導入が出来

湾入出来る 弓き杢つ
信舗できる受皿があれば指定管理者制度の導入は可能だが、現時点では

ないか 廷しいと思う．

M・ I 
－－~ ， Cl  tコスト面の比般）

｛コスト面） ｛コスト面Eカ）< 
－人件費の銅盤が図鑑。 ・m人a件員数費 問E量Eでききる．

現い思在．わ指れは定、る市管．な理Aお者g、制務具度部体を局的場とにの入コ人すス事るトと釜交磁を流員金での額臓若で員返提のり示平なす均どる年にこ齢よとがりは‘高賂人〈し件、い人費．件負費担のは負縫担くながる大とき·•員数の問登が図費量． が闘でる．

直営制で管度（コ理をス活をトし用、たサしtたaー合渇ビと合ス鍋等と定の） 管B 理者
（サービス面） ｛サービス面） ｛サ二E天面の記敏）

比鮫
・危彼管理を優先するので、安心感が大きい． ・利益優先になり無理なコスト縮減をすると、危自慢管理上不安がある．

水つ危な道樋が用管り水理市供面民給で生は自値活不段に安lま与が司Eえあ~るるが彫．発響生がし大たき場い合．に無は理、な早コ急スかト縮つ減的や確人に員対削応減しなはいことの断よ水うなに

9 なて指いい定るか管施理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来



「公の施股』の管理のあり方の検匝結果
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（コスト面）
館長 1
庶務経理 , 
窓口（昼夜各， ) 
講座担当 3
講座経費
管理経費
鎗持管理費
支出合計
使用料収入
指定管理科
（サービス面）

2400 
2.400 
4,800(2400X 2) 
7,200(2400 x 3) 
1,585 
5170 

20.037 
43592 

／戸，－ 5;610

( 37.982 

／ 

指定管理者制度を既に活用し
ている施股のコスト削減は出来
ないか



u値段所管限｛担当者名）；甲斐政二

2施股名｜教育集会所（塩浜・高平海道・ささめ）

『公の施段Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の羽入が出来
7 I 

ないか

B 
直営で管度理を活をし用たし繍た合渇と合指と定の管
理者制
比鮫 （コスト、サービス等｝

9 指てい定る管施理段者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか

唾亘玄〉 廃止すべき

民営化できる 領亙至宝り

導入出来る 唾亙亙b

t圃ー且の渇曾J
｛コスト函）

｛サービス面）

「公の施殴』の管理のあり方の検恒結果

よ配の理由から．直営が適当で言語る．

、咽Jl:.B喧唖剛且......の宿舎］ ｛コスト面の比駁｝
｛コスト面）

｛サービス函） ｛サ・ピス面の比鮫）



1.iel金所管限（担当者名）．甲斐i3(ニ

2.施 /J）年育成センター

『公のie殴Jとして存続すべきか
廃止すべきか

6 l民営化できないか

指定管理者制度の導入が出来
ないか

廃止すべき

民営化できる G亘丞砂

海入出来る ＠丞b

｛コスト面7
・所長｛臨時頃託｝ 2.224千円
・組版員｛社会教育指導員） 1. 200千円
・相阪員 592千円

直営で管理をしたii合と指定管｜・事務（臨時疎員） 1, 668千円
8 l理者制度を活用した場A との ｜ 針 5,684千円

比鮫 ｛コスト‘サーピヌ等） ｜｛サービス面）
・．所長、m阪員は絞JI経E賞者であるため、専門的な絹肢体制

指定管理者制度を既に活用し
9 lている範股のコスト削減は幽楽

ないか

ができており、安心して相阪できる環漢にある．

『公の施設』の管理のあり方の検匝結果

闘での管理酬であることがL宣言 語動 は取 銀イ 文枝而
ζとができる．特に組版黛務の繍包容顕著で抗ごとから、現行のままが適
当である． 一

集積肉容か吾本扇茂にlま馴集まなド車並であ＜＞.

｛コスト面）
·•員（4名｝ 9,600千円（，人；2,400千円）

｛サービス面）
・地媛の実情を抱担した専門的な組織がない．



1.~股所管際｛担当者名）甲隻政二

ーケ岡コミュニティセンター

『公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

6 l民営化できないか

8 

指定管理者制度の場入が出来
ないか

直営で管理をした場合と合指と定の管
理者制度を活用した渇
比般 ｛コスト‘サービス等）

~ 廃止すベき

民営化できる 逗亙豆主b

導入出来る 導入出来ない

ll•~·の羽合J

（コスト面）

（サービス面）

なて指いい定るか管値理段者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

コ面ス運ト営的状に況はを量み小て限Lの直宮経賓となっていることでもあり、当
、きたいと考えている．

9 

「公の施陸』の管理のあり方の検恒結果

その理由
地区公民館的な飽段であるため．当面『公の施銭jとして存
る．

会

よ配の理由により、指定管理者制雇を着用じての麗麗曹謹が適当である．

， の羽合｝
（コスト函）

（サービス面）

（コスト函の民医J

（サ・ビス面の比較）



「公の施位』の管理のあり方の検匝結果

1.lti段所管際｛鐙当者名｝；管理係宮図

2施股名 延岡市立図書館延岡市立図書館北方分舘

3 
腕の咋形悶｛い…因む｝ 直営絡股｛一例祭務委託望号含む＞ I・指定管理者制度湯入絡股

4 管理団体の名称

検箆鎗果
その理由

5 廃『公止のすltiべ段きJかとして存続すべきか （ 存続すべき ） 廃止すべき 忽図症庫あてで〈あ健る書賓するるる館格をまこ一と猪段はたとい俣もす主、う考他9しべ~‘のえ仏て夏経ら図の様怠磁れ書市範書をる館民鎌蓄活．及の以を積動び臨上実しを関書てのB通S係活長視しじ樋て動期て点い聞子をにか錐るどわとらのも返た市その遭る」がの6慨貧た直生E斜が機め涯布今収に管学市後集は理習撞ま管‘軍量す事を理営支育ま案をす慢すむの行るす軍子包なこる要育様うとたべがにて性めきなを必．のでっ支舞要

上つるとい記考て、え公のらの主れ施たる股るがと目、し的もてはと存も事続と務す図の書べ効館き率理の化由利とと用コしにスてつト掲削いげ減てたとはこい図とう書に2点加館がえ去てaにE、Eよ民る要営『で無化あ料に
6 民営化できないか 民営化できる ｜ 民営化できないl

考のるた原えめらJllJれ、』収がる益あ．り、入館料スト及削び減使等用が料期等fを徴収するζとが出来ない施段であ
によるコ 待できず、民営化のメリットに乏しいと

f旨定管理者制度の場入が出来
上分なで平程お還包成室表．曾のに四北つし2年項方て設い度分お目て末館に2りもに．つ本に今は2いつ館T分後ていEで館もEのて管問毒1理は理S織S装由．軍とのすで分曾翠体で縄室等制にげ2を現を室謹た一鍾在をこ部織有．と器実Eにすす絡震機加るるす員予え施器るて1定殴名ζ．でd婁とkと市aあ臨に町主札る怠時併．主るこ臓合嵩．れ員ま併ら詑た三にの名．よE分定体っ2館五て制: 次7 

f,j.いか 場入出来る ! 導入出来ない）

( t・zの渇合｝ 四 E』 ， の温合】 ｛コスト面の比駁｝

・｛コ図ス書ト館蘭賞｝金体に占める人件費の比率が高い
〔コスト面）

・人件費については、指定管理者制への移行によって経費削減が可能であると考えら
見・・入範込札股め等のなに管いよ理り遭人省件経費費はつ下Lがることが考えら受れ託る

れ・施る級．車量持管理経費については大幅な経費削減は見込めない．、ては現在も集者 のため大幅なコスト削減は

直営制で管度（コ理をス活をトし用、たサし禍たー合tビaと合ス抱等と定の） 管B 理者
比鮫 （サービス面） ｛サービス面） ｛サービス面の比鮫）

ス実書専・図水門的ー発書a性にa注館を可．象と経経能い恋磁絡かうののす錨ど必奮るう股要かた積の性めはが怯．に媛必絡他は悶要よのスの伝．図タ蔵残集書ッ書積るフ館とのもをとこ数か長のろ多怠期で遁〈り的あm、充なこる．実れ．管各す理ら種るを及企4含5び画裏め計展がて画示硯あにのり号墨室実‘のそづ鑑サれいt.；.ーがたEビ遺現－ 

を・現計在画は的専·•門a続的的な知実臓施を有してすいるる司が書、が指経定肢管を理蓄者積制しに、ま移た行長した期繍的合な彼点にたって業務
t・夏現、在移l動ま経図駁書豊館富車なに司配書置Bさ名れが継、続蔵的書に管図理書、窓口業務ピス、学を校支

には、ζの分野に
館サ一 実施 おける民間象者等のノウハウが充実していない現状で（;t.現在のサービス水織を健

している． 持るたすめる、こ特とは図鑑であると思われる．また、事象収益が見込めない公共サービスであ
に民間象者が指定管理者となる二とには無理があると考えられる．

9 なて指いい定るか管施理段者の制コ度スをト既削に減活lま用出し来



「公の施股』の管理のあり方の検匝結果

l.&ti殴所管謀｛担当者名）：保健体育銀

2施殴名 ｜草岡市民体育館

3 現在の管理遭JrJIS!J（いずれかを圏む｝ E睡~（一節宗務受託を曾U>・指定管理者制度場入鎗段 4.管理図体の名称；延岡市庁友会｛象務受託省）

検匝結果 その理由

⑨ でのツ1・ぼ開当範は各閉1体0な段種さ0育れ〈と夫%鎗しる会本でては．あの慣盤．りの開市償．ア僚民施さスやれの股リ合た健のτ宿と康廃たし！等づ止？てウ正〈はもり主事．考や｝主循周えス〈さ助らポりれ体れのーて育広ゆツい館い徴復る主．と興．まし主年をたて本図聞．． 箱各る商の盤土種高ffさで大級動らの会路車て範地のを．股九見が闘ば州てス継か規もポ等ほり領ーlζ 5 廃『公止のす&tiべ股きJかとして存続すべきか 廃止すべき
司事

事j

6 民営化できないか 民営化できる ＠、 ででら・体なあl;t.育いり館現、．今の在後利の予用ス怨ポ状さ況れツはる橿年市興J聞民施一をの策適一多やし祖て管－多演理p繍杯軍e 怠－で~ヱあをーーる民一ズが間一iiこー集範i者囲応~の~~行健~~る鳳ζか斡とも＠協、みず分圏花か雌lす

7 な街い定か管理者制度の羽入が出来 ＠ ilJ入出来ない
は市民れ市範・循体鍍．定市育を管貨厩也理の闘舎者負しの制担．事企度減務画を闘局運噂がを営入図股しすら置てるれすいζるる〈と．こ等にとまよ．が市たり可．民．値継将の段に来主のな的三る世l亙~狸Eζ！市直曾E己主持体五’育H点館捌＝肉Z滅Yに復さ証興岡

Ul.'Kの渇含｝ ＜.－~ -- 自国， の喝含J ｛コスト面の比鐙｝
｛コスト面｝ 17年度実績 ｛コスト面）

収管範人ー指理件λ股定を賓使費管霊が周か理し企終ら者引み金画制いて立だ度ても寮！？を：t‘2人三場回なを件入ふ千行費す円いそ専るスの（こを7ポ他含7と0にのめ0千ツよ収'2範円り入碩．策Xも直・：，見曾各四1込の櫨2千ヶま場ス円月れポ舎のXるーの経iツ人管さ費敏｝理らがの室に運附削瞭開営議減員催経さが等のれ費可事】かるを能案．ら纏でま実結進あた施鼠する．に使指れ．係悶定ばる剥． 

ca幽】

【続施人出件段】費管理：6，経62費7千：B円．∞〔0常千勤円社（光員然：4水名費）、各祖受託料等を含む）
人件費；13,849千円｛受託者.5名｝
B包段管理経費：6訓 8千円｛光際水費、各種受託料等を含む）

直営で管理をした場合と指定管 .出合計 20,767千円 .幽合計 13,727千円

B 理者制度を活用した渇合との
【鼠入】 【市費負担額】

【銀施入飯】使用料入:B,000千円 【市S費幽負－担.額入I=4.227千円
｛サーピス面の比殴｝

比鍛 （コスト、サービス等）
!ti段使用料：8,020千円 銀出ー怠入＝12,747千円

専にビよ直スるよ.＇行事のりEの．政案向市犠主上の民合練風がのIのL聞園ユスらや市ーポれ各ズ民ーる櫨にのツ．敏応ま健範宣じた康僚た噂．管が体イの理ほベ育開やとン協催んスト会ものポど恵権で企窃越あツ圃周さ鍾っ．れたスの奥るポが股の．ー．置権術ツに準定敏よ・．室各り理．等祖加者の大盟網開会図目催や置体をな合細場ど宿E入市ののす民級遠るサ数目こー憶とに
事業費収 : 1,500千円

（サービス面｝ ｛サービのスニ面ー）ズ
施段の管理運営業務（使用受付等｝だけになり、施股を利用 市民 に応じたスポー各ツ種復大興会がや図敏ら室れのる開． 

してのイベント・大会や各担敏室等の開催は行えない． ｛体育館利用.~J周科金、 催等）

9 指てい定る管施理段者の制コ度スをト阪削に減活は用出し来

ないか

※大武体育館及び勤労者体育センターについては、管理運営体制や委征先の見直しを検討中



1施股所管限｛担当者名）。保健体育際

3 IUl径の管理遭Sllf!U＜いずれかを阻む｝

6 

9 

『公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の羽入が出来
ないか

直営で管度｛コ理をス活をトし用、たサし喝たー合繍ビと合ス鍋等と定の） 管理比者鍛伽l

なて指いい定るか管範理般者の制コ度スをト既削に減活lま用出し来

後短絡

⑨ 廃止すべき

民営化できる ⑭ 

＠ 羽入出来ない

t圃 E の渇合｝

~コ；人毎aス幽件殿幽ト1費管合面理計｝ 2経19費四千帽円刷（2霊千託円者｛光9聡名水｝費．各櫨受託終等を含む

.71~＇予門 （リ〆【f，市ミ費旦負一一担臥阻1=60~＜：＞ーー凹ーー千1円、
【織飽入段】使用料 11.000千円

｛サービス面｝

施錨股殴をの争管l用理し運て営の業イ務ベ｛ン使ト用等受の付開等催）はだ行けえになないり、．市独自の

「公の施股』の管理のあり方の検匝結果

4.管理団体の名称：延岡市庁友会｛業務受託者）

の理由

りではなく市l遥諸諸~雨林~ 白妙づく
りの中綴をなすB値段として、九州規鎮の各極大会の開催や合宿等に年間
多くの人々に利用されている施段であり、総合運動公園としても市民はもと
より県外からの利用者も多いため、B値段の廃止はありえない．遊泳滑につ
いては、問状況や蹴の老坦揮を含坦坦主タかおかは加が

・総合連動公園として、各種大会や合宿等も含め多くの市民に動JJfiされ、
本市のアスリー＝トタウンづくりの中綴となる施段であり、51史散も多いため、
民間での管理運営I~雇Cr-＇ものE考えら有志rまたつ鶴市公圏内にある二と
から、関係各践との也騒も必要である．

－；旨定管理者制度を羽入することにより．施鐙の管理運営経費が削減さ
れ、市賓の負m減額も図られる．また、施股管理運営全般を受託するの
ではなく、今まで通り、スポーツ鍾興範策等行政が、何らかの形で係わって
いくことにより、市民のニーズに応じた、企画連雀が図られる．

四日 活用の禍含｝
｛コスト面）

[ a人値銀a幽件段出1合賃管：日（者；6名）
理t十経，59費4千；4円0,5安60託千円｛光鈴水費、各種受託料等を含む｝

49,054千同

z「~~入伝段】使用料； 11,000千円 【市銀費出負－担.額入】=38,785千円

（サービ！のスニ函ー）ズ
市民 に応じたスポ各ー祖ツ大復会興やが教図室ら等れ｝る．
（範股利用、利用料金、

ユヮ、、，）／

tコスト面の比駁｝

収管けも指3理だ入定8なを者5嘗a＜盤の千．理し企そ円者引の圃｛制7い立他7鹿て田の豪を．千収等人・円入に件入よもX費す見Uる等るス込3をこ2ポまヶ含とーれ月にめツるよX総~り~翻さ人‘簸直2ら）！のに各営2削膿1種の5減千員事繍がの円集合可の事｝のを能経案管鍵で費実理進あ範が軍ずる附に省れ．係議経ばさる費、れ人施かる件殴ら．費値使まか段閥たら使．羽み鍋用倉て定斜だ
（サービス面の比鮫）

鴎るサ・直こ致ー2とE等ビにのス、よ場行のり合政向.＇市主上ま．場民が市のの図毘スニらのポーれ健ーズる康．ツに管B応E理9じ賓たやがイスほベポとンんトツどの復で企興あ圏っの、た権スが温ポ．のー術ツ纏定敏進’婁理各簿宥祖の制大制度企値をやな羽合ど入宿市すの民



「公の施殴Jの管理のあり方の検柾結果
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3 lut在の管lli1Slta1<いずれかを困む｝

「公の箆股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

問問る ~ 

指定管理者制度の場入が出来
ないか 羽入出来る 場入出来ない

t岨冨の場合｝ ， 己 J tコスト面の比駁J
（コスト面） （コスト面）

直営で管理をしたti合と街定管
8 埋宥和Ulを活用したti合との

（サービス面） （サービス面） ｛サービス面の比駁）比鮫 （コスト、サービス等）

既に、毎年度受託料の見直しを行っている．

9 な指ていい定るか管範理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来



「公の施股』の管理のあり方の検匝結果

1施股所管限cm当者名）

2施

「公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか ベす止廃

民営化できないか 民営化できる ~ 

の役割は単なる貨館だけではなく、指定管理者である（財）延岡応白
文化センターが永年にわたって積みかさねてきたノウハウでもって、市民団
体等との速傍による自主文化事案を実箆する渇であり、本市文化娠興の
面から行政主灘の運営が量適である．

指定管理者制度の羽入が出来
ないか 羽入出来る ii入出来ない

｛直宮の喝含｝ 10 の羽合J fコスト面の比廠｝
（コスト函｝ （コスト面｝

直営で管理をしたii合と指定管
B 理者制度を活用したーtピa合スとの ｛サービス面｝ （サービス函） （サーFス面の比鮫）

比鮫 （コスト、サ ス等）

既に、毎年度受託科の見直しを行っている．

9 て抱い定る管施理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか



「公の施股Jの管理のあり方の検恒結果

1 B也段所管限（担当者名）．鳳木宵朗

2織 位名 内蔵記念館

3 
現在の管11~g貴重悶｛いずれかを囲む｝ 直宮施飯｛一郎寮務曇託f'含~·指定管理者制度調車入錨股 4.管理団体の名称．

検 E 結果 その理由

5 廃『公止のす箆べ段き」かとして存続すべきか 4亙~ 廃止すべき

6 民営化できないか 民営化できる ⑨~ 市指定文化財など軍要な文化財を管理しているため．

7 
治定管理者制度の羽入が出来

場人出来る そ亙雪ラ 現在文料化限が管理しているため、定指管定理管者理の者メのリ必ツ要がない．
ないか 入館を徴収していないため、指 トはない．

t岨賓の渇含） ， （コスト面の比駁｝

（コスト面） 〔コスト面｝

舗現とな在でる受、．文託化し際ておがり管、理指し定、管ま理た土者制・日度等をlま場延入岡す市るシとル、そバのー受人託材料セ分ンだターけに増低額

直営で管~コ理をス活をトし用、たサし渇たー合渇ビと合ス循等と定の） 管日 理者昔日l
｛サービス面） （サービス面） （サービス面の比駁）

比般
本を図館るlまこ、と単がな簿る一貸‘館で業あ務りで、は民な間く象、貴者軍でななし文得化る財所のは鯛な査い・と研考究え．る保．存、活用

9 指てい定る管箆理股者の制コ度スをト既削に減活｜ま用出し来

ないか



「公の施殴Jの管理のあり方の検恒結果

1施段所管銀（担当者名｝北浦・地減緩興課（商工観光係．天野｝

2.施股

B 

9 

『公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の場入が出来
ないか

理比直者営般制で管度｛コ理をス活をトし用．たサしtたaー合tビaと合ス術等と定の） 管

な指ていい定かる管B理値段者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

逗孟孟ジ 廃止すべき

民営化できる d亘三砂

ii1J入出来る 海人出来ない

l .. -.;u~~・ E証 J

｛コスト面）

（サービス面）

・当範股は、延岡市街地よりアクセスした渇合、北浦地区の玄関口に位置
し、来訪者（観光客を含む）にとっては、北浦地底<lJ.'償盟~健~~としての
去を主食割圭袋9宅いるJ.t二、限後した手同露ピーチは快水浴車盲遣の
特選Iこ限定され、夏季には延岡市を代表する公股海水浴渇として知名度も
高〈、九州管内より多くの利用があるため、公の施殴として存続すべきと考
える．

－平成8年の股立当初より、町は施殴経持管理に必要な経費のみを負担し
てきたが、現在、霊儲から10年が経過しiii量の老朽化が進んでいるため
来訪者に快適な空間を鑓供し続けるためにも、市lまー今後主i！般の鐙待管
理・修舗に関わっていかなければサービスの低下l三つながる恐瓦京ある．

IC の渇合｝
（コスト面）

｛サービス面）

効従・っ果徐て的式今な会後広社も報とコ活しスて動トこ削、れ新減ま商にで品努ものめ、開コるス発とト同な削時ど減）にを．と恵自地泉治減のしのて見発い直展かしl三な等寄けを与れ錐．しばしな進ながめららなて安いき定とた的考結なえ果経ま、す営平．を成苔16ご王亙手座って主い盟皇き空、更車な鳳る字収を益達率成の主向る上ことができまし｛イベント企

（コスト函の比騒）

（サービス面の比鍍）



lit股所管俣（担当者名）北浦・地媛復興課（商工観光係；天野）

28包段名 l末鐙レジャーパーク

3 ｜現在の四il•MUCいずれか阻む＞ I !IX醐｛ー

「公の飽股Jとして存続すべきか
廃止すベきか きペす止廃～s

c
J
 

J
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一
す
一

一一続－

r
存～

・当範股l玄、浜木M村と岡崎に霊備が進められ、北浦町山間舗における過
疎化進行の防止策として、交流・レジャー鎚点の股置を目的に登備されま
した．現在も、延岡市のみならず、県績を組えた佐伯F行方面からの利用が
あり、公の施股として存続していかなければならないと考えられます．

民営化できないか 民営化できる （§易
－当施肢の管理・運営は北浦総合ai医徐式会社が浜木綿村と一体となって
管理しておりますが、歎地面積起去童三総持,IJ.!賓と人件費を合わせれば
年間約4百万円前後の赤字経宮l17辱度実碩3となっそ詰ります．それに合
わせ、地理的条件等の悶悶もあり民営化については園陸と恩われます．

備定管浬肴制度の羽入が出来
7 lないか 羽入出来る 導入出来ない

l•&U.J副・ロ， t暑薗n: ， 白 J ｛コスト面の比駁J
｛コスト面） ｛コスト面｝

直営で制管度｛コ理をス活をトし用、たサし渇たー合渇ビと合ス指と等定の） 管B 
理比者鮫 （サービス面） （サービス面） ｛サービス面の比鮫｝

・これまでそもし、て杢、箆事l算用錫時問AIDコスト削減は徹底し丈等怠を二含与め。妓て本い的るなが見、今直後施般の老朽化に伴ない、施飯盛舗の更新経費負但噌が見込

9 指てい定る管施理殴者の制コ度スをト既削に減活lま用出し来 まれる． 聞の見直しゃイベント企画 しが＿.. 課a，題ーである．
、・、旬回・h圃＿.

ないか



1.施政所管課｛担当者名）：北浦町総合支所福佐保健課エ臓定子

8 

9 

『公の施設Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度：の導入が出来
ないか

直営で管理をしたii合と術定管
理者制度を活用した場合との
比車交 ｛コスト、サービス等）

指てい定る管範理段者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか

側内 く堅う

唾豆言〉 民営化できない

場入出来る く豆豆~、

u.a・&UJJ・首J

（コスト面｝
S包陸管理穆務費

（サービス面）

『公の施!l:Jの管理のあり方の検証結果

の

昭和40年に繍助事象によって建祭された木造平屋の建物であるが、遇
策から既Iこ40年以上が経過しており、建物の老朽化による白ありの被害も
一節に見られる．現在、北浦歯科医院が市と当級建物について賃貸借契
約を締結して使用しているが、自あり滋容が判明した現状では、老朽建物
の使用を今後ともこれまでどおり賃貸することは、むずかしい一面がある．
このため、平成19年3月末で北浦歯科医院へ建物｛土地lま吉江区の所有）
を無償擁渡することの協議が行われ、北浦歯科医院から承諾を得ている．
繍足 建祭から既に40年以上が、経過しており、『補助金等に係る予算
の執行の適正化に関する法律Jに係る財産の処分（木造建築事務所で処
分制限期間24年｝には、 m触しない．また、母圭健康センターとし工~能
を引き継い問団保健福祉センターが、斬たに査費し北浦宙子按セン
9ーはそ荷役割を既に終えている．一ー－一一一一

上記理由により、民営化できる．

無償担渡をすれば、循定管理者制度の混入はできない

’ー，』 ． 
施｛コ位ス管ト面理）事務費

｛サービス面）

｛コスト面の比鮫）

｛サービス函の比般）



『公の施位』の管理のあり方の検証結果

l施政所管課（担当者名）：北浦町総合支所得祉保健課小西繁

廃「公止のす施べ段き』かとして存続すべきか｜｜ そを三つ 廃止すべき ｜の－・高置・範高齢に盤齢者~拡化Eの必事害範要が直匝で高正あま周るEる．まな草活川E費: 舗の生章がいk幽づ刊のー績を哩うこ

をJJltt使τ（1:11.Fj日発まに、高な睡され者てのい交る流．のiiがなくなる．

民営化できないか 民営化できる ＠§安易、 齢理－・S亀包者運監援の宮は住4を~·民j民周高の間は齢S事E活者置案祭のの者で敏利鎮が薬用再行のも起う向容事i上主さは主れ、腫生盟てしき主いいが量る．いがと活L範Z動匝い等剥るを周．目県的のとみしでたl範睦で．高L里韮fl)管

『ー一一一

綻管理者制度の導入が出来｜
ないか 導入出来る く~、 ｜・上記理由により；悶理者制度を活用川、施股の管理運営経費の向lj

減は見込まれない．

ll• 且 IJ,J掴古J t事面EI目宅E’....ドー， ・- lコスト面の比駁｝

絡（コ肱ス管ト面理｝事務費 479,000円 施｛コガ，闘盟スス終管ト代品面理費｝ 司区務質 479.0曲円
j問粍品費 50,000円 50,000円 施盤管理穆務費は、直2言及び指定管理者どちらも大きな釜は無いと思われる。
ガス代 42,000円 代 42.000円

直営で管度（コ理をス活をトし用．たサし渇たー合渇ビと合ス指と等定の｝ 管

光再高水費 330.000円 光興高水質 330.000円

（サ修高ー繕齢ビ料者スの函使~0用.000金円額 消防訟偏点後斜 25.000円
サ修ー繕ビ料ス 50,000円 消防訟偏点4食料 25.000円8 理者lll
（面） ｛サービス面の比章受）

比般 ． 等）
免除

ノ き指上定げ管が理必者要制とな度りを、羽サ入ーしビでスもが、施般のる管恐理れ運が営あ費るは‘削減できないため、利用料の引
低下す

9 て指い定る管施理殴者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか



1施殴所管ll（担当者名｝．北方町総合支所.綜際｛甲斐）

B 

9 

「公の範股』として存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

f旨定管理者制度の羽入が出来
ないか

理直比営者般で制管度（コ理をス活をトし用、たサしtたaー合場ビと合ス指と等定の） 管

て指い定る管施理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか

逗面三玉〉 廃止すべき

問問きる ~ 

導入出来る 導入出来ない

宮J
（コスト面）

（サービス函）

『公の施股』の管理のあり方の横E結果

l-f'll正吾 ，円の宿舎J tコスト面の比駁J
｛コスト薗）

（サービス面） （サービス面の比駁｝

い支鉱た・現う当の大夜事値パ及ので段ラび禰土ンの生定作ス口産方曹りが向費ま理取性舗た委れのと笠託年し再E潤てE沿剥資将っ『g周材た来．寄の鹿が的な屋確．に次ど保初はを年等安、図度民に定りか間：なR詩らに画備がは賃期面ら．貸聞．画轟コ備が面紳スすd訴盆トbるで削，衡Eこaで減の5とあ4にで6生がっ努検産たjめ討販初たるし売め年．たの鹿ま．収と
い．



1 ！包股所管旗｛但当者名）北方町総合支所.綜際｛甲斐｝

B 

9 

「公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の導入が幽来
ないか

直営で制管度（コ理をス活をトし用、たサしtたaー合場ビと合ス指等と定の｝ 管理者
比級 、 等｝

指てい定る管施理般者の制コ度スをトE削Zに減活は用出し来

ないか

d逗E歪〉 廃止すべき

民営化できる く亘亙霊b

場入出来る 場入出来ない

II・官官の温舎｝
（コスト面）

（サービス薗）

「公の施位』の管理のあり方の績匝結果

四 ， ロJ ｛コスト面の比駁｝
｛コスト面｝

（サービス面） ｛サーピス面の比敏）

る・当箇施所般カの運.管理については、出荷手敏科のみで行なっており削減でき
4ない．



1施政所管際｛；旦当者名）北方町総合支所腹林限（甲斐）

Z堕盤

3 ut径の管沼遭SllU¥tいずれかを因む｝

『公の施股』として存続すべきか
廃止すべきか

安』ベす止廃
立
さ
戸

一J

ベ一
一す一

一線一
玉川」

牛車且

・施股は、下鹿川地区の唯一の多目的に使える飽股で、住民が集い交流
する施股は当餓施股しかない．
・林’E従司E者世帯持の健康地進として、ミニパレ一本．ールや、地区の各祖行司E
など利用頻度は高〈、仮に廃止された窃合交流の場が鍍くなり地区の低迷
につながることとなる．

民営化できないか 民営化できる ⑨豆野 ·•股は、鍋繁に使用されているが、 B包段利用料のみの収益のみであり、
管理還営を民間象者が行う事lま困Hである．

；旨定管理者制度の場入が出来
ないか 導入出来る 海人出来ない

｛直営の羽合｝ t帽 lF－耳目－・・－－ の緬EJ （コスト面のtt.l!l)

（コスト面） （コスト面）

直営で管理をしたii合と指定管
日 i聖者鮫伽IJIIをj舌mしたii合との

｛サービス函）比 （コスト、サービス等） （サービス薗） （サービス面の比鮫）

な指ていい定るか管施理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来
・現功在、なのけ箔れ定ば管な理らな餐い託も料のはと、i同防B値段及び浄化槽施殴の法的に管理して

9 、水道、電気等の代金及び管理人報調、会組
賓のみで緯持管理する上でllii隈を計上しており． ζれ以上削減できる箇
所がない．



『公の施訟Jの管理のあり方の倹Iii結果

1.施股所管課（担当者名）：北浦町総合支所得祉保健課工歳定子

『公の施訟Jとして存続すべきか
廃止すべきか

安』ぺす止
膚

m
E
豆

一ベ－
一す一

一続－

F

存～

北鴻保健福祉センターは、乳がん倹2妻、基本健t章、結篠倹E会、大臓がん検
診等の笹温鎗E章第r：：＜署長枯れTいる．現在、延岡市社会福祉協議会北浦
支所が、モンター1階のー郁を借りて業務を行っており、センターの電気代・
水道代の2分の1の金額を使用料として支払っている．一方、総合支所内
の公共施政については、既存の公共施訟の中からコミュニティセンターとな
る施陸の遭定、防災センター2階の図書室の移転軍事、総合支所として公共
施訟の総合的な見直しを行うことが予定されている．このため、現段階では
「公の施股Jとして存続すべきである．

民営化できないか 民営化できる 〈管費TE亨安在が 上記理由により、民営化はできない．

指定管理者制度の導入が出来
ないか 導入出来る き豆雪P

延岡市社会福祉也議会からは、北浦保健福祉センターの管理業務を延岡
市社会福祉凶沼会を指定管理者として指定できないかとの打~があった．
北方町の保健鑓縫センタ三l玄、延岡市社会福祉悩組会を指定管理者に指
定し、延岡市社会福祉協議会の北方支所に受託料250万円で管理を餐託
している．受託料の250万円の内訳は、センターの実質的に必要な篭璽上
の経費の計上になっている． 北浦保健福祉センターの渇合l立、センター
を含主総会主亜邑＂－－＂＇（＇~.:t地”の包会的な旦Ill..必ヨ2さ＆工位晶とめ現

では、指 管理著制度は混入できない．

UI.冨の場曾｝ 田町幅四r VI咽酉J 【コスト面の比叡｝

錨，ガ先・修｛肉コスE綻r組ス~代管晶水代終ト面理費費等｝事5湾：~.費0: 739,000円
000円 直営のtプaラ合スにさ比れ叡るしこてと、に指な定る管の理で者、経制費度のを活用したii合指定管理コス者トにが支高払〈う管理受
000円 託料が 面でlま直営に比べて つく．

直営者で制管度理をしたii合と指定管 000円（但し、光黙水質の半分は社悩が負担

8 理 活用した場合との 500円が
比鮫 （コスト、サー 等.000円 分u ｛サービス面の比鮫）
ピス等） j同防g償保守点検科 45.OOOFl ず； 77 

左記にZサ記ー厳ピしたとがお矧りf、で指き定る管．理（但者し制、度を活用した方がサービス面では、よりきめの

総の耳｛サ合ト、ーイ利支ビレ用所スの者か面清へら｝禍のセ等ンき銭めター持細ま管かで理な少上サしで距自ピ磁のス的が行に鎚き櫨届しれいかて．ないいる面たがめあ. D%鐙
細かな ス 待 、代償としてコストが高くなる）

る． 期
イ．

一ー－・・『ー同日ー‘－－’F---
9 てな指いい定るか管施理設者の制コ度スをト既削に減活lま用出し来



『公の施霞』の管理のあり方の検E結果

I.~奄股所管課｛担当者名）：北浦町総合支所領祉保健禄小西繁

廃「公止のす施べ陸きJかとして存続すべきか｜｜ 存続すべき ~ ｜ 施設であるため、脳等を行う
はに・－市たほはだ向倹ぼしに討集．デ施がいイ殴状必サI怨要ま田ででピあ県あスのるる事．． 補案助所をは受複！数？てあ建りて、市たが行わなければむら伝い理由

民営化できなL、か 経~ 民営化できない は・・施平支成股払4のっ年管てよ理いり運公な営い銭に。民鉛営かでる運費営用してはい介る趨。報酬で賄われており、指定管理料

？旨定管理者制度の導入が出来 ~ 混入出来ない －現在羽入中
ないか

ll・冒l'C1Jl・首J ‘'f'll.il・ ， ロJ ｛コスト面の比般｝

人穆（コ件務ス費費ト面~：64万5万円円（8.6人分）
（コスト面｝

あ現る在た受め託、直料営はに支す払るっ時て点おでらず、人、す件べ費て及のび費、管用理は経、指費定が管発理生者すがるこ負と担にしなてるい．る状態で

直営で制管度｛コ理をス活をトし用、たサし犠たー合場ビと合ス治と等定の） 管日 理者
比鮫 ｛サービス面） ｛サービス面） （サービス面の比駁）

行政：を員待がっ介た極人サがーtiビ供スすをる提ほ供うすがるレよベりルも社が会高福い祉法ピ人ス等をで提専供門で的きなる知．謙や、筏
街、経 サー

9 な指ていい定るか管施理設者の制コ度スをト既削に減活は用出し来 施設の管理運営に働かる費用は支払っていない状態なのでこれ以上の削減はできない．



1.~包般所管限（担当者名）；北浦教宵限（総

主主主宣皇

3 ｜混在の管寝遭曾鯵11（いずれかを田制

8 

9 

「公の施段Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の湾入が出来
ないか

理直比営者鮫で制管度（コ理をス活をトし用、たサし渇たー合渇ビと合ス街等と定の） 管

指てい定る管施理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか

ぐ璽至宝〉 廃止すべき

民営化できる く亘豆忌b

~翌〉 場入出来ない

I 

（コスト面）

水電安道託気料料料 i~E:円円同

（サービス面）

す－現る在に‘は土、・管日理の人管が理必に嬰問で題あがるあ．る．利用者が利用しやすいよf

『公の施霞』の管理のあり方の検匝結果

その理由
・ ~E蒲語区Eおいて‘地車産畏が運動を行う屋内施股が当餓錨股しなな
い． ・仮に施股を廃止し
たら、健康相進や地減の連復といったものが図られなくなる．

ー E亘J ｛コスト面の比駁｝
｛コスト面｝

（サービス面） （サービス面の比鮫）
－平日、休日間わずに、管理人がいることによって、織々な問問に対応がでi管・直理曾人のが繍い合なl玄い、$休は日問の題対で応あにる問．問がある．しかし.1示日の利用が主である運動範股では、



1範殴所管限｛担当者名）：北浦教育限｛総．

2施般名｜北浦公民館

「公の~股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の導入が出来
ないか

く蚕豆王〉 廃止すべき

民営化できる く亘豆議b

~翌〉 場入出来ない

(ii:冨の繍含｝
｛コスト面｝

水電鍵事道斜斜科 72.0曲同気 360,000門

託務 300,000 門

理比直者営鮫制で管度｛コ理をス活をトし用‘たサし渇たー合渇ビと合ス指等と定の） 管

用品他 200,000円

8 
｛サービス函）

す－現る在に、は土、・管自理の人管が理必に問題がある．利用者が利用しやすいよf
要である．

9 なて指いい定るか管箆理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

「公の施殴Jの管理のあり方の検直結果

・行政の使用
は厳しい．

（コスト面）

（サービス函）

t，圃亙 ICI の場合｝

・平目、休日間わずに、管理人がいるζとによって．繍々な問題に対応がでi

｛コスト面の比駁｝

（サ－1-'ス面の比破｝

管・直理.人のが繍い合なl立い、事休は日問の題対で応あにる問．題がある．しかし、休日のやl周が主である運動施肢でl丸



l!ie殴所管謀｛担当者名）．北浦教育謀（鎗．

2雌名｜踊グラウンド

3 ｜胞の四回開｛いずれかを囲む｝

8 

9 

『公の施股Jとして存続すべきか
廃止すベきか

民営化できなL哨、

指定管理者制度の湾入が出来
ないか

理比直者鮫営制で管度（コ理をス活をトし用、たサしtたaー合場ビと合ス指等と定の） 管

指てないい定るか管箆理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

弓至~ 廃止すべき

民営化できる く亘豆議b

~翌〉 羽入幽釆ない

c•冨の渇含｝
｛コスト面｝

水電事管道気指浬桝桝鋼妥 180,000同

耗託1料品.32・0修~7絡：o料門.o~o円0,000門
（サービス面）

す－現る在に・，土・管自理の人管が理必に要間で四あがるあ．る．利用者が利用しやすいよそ
怠、

「公の施股Jの管理のあり方の績匝結果

のみでは、管理・運

の宿舎｝ ｛コスト面の比駁｝

｛コスト面）

（サービス面｝ （サービス面の比敏）

・平目、休日間わずに、管理人がいることによって‘機々な問題に対応がで1・直営の場合、なはい、司休匹lま日問の題対で応あにる問．題がある．しかし、休日の利用が主である遭動施殴では、
管理人がL



1施殴所管際（担当者名）；北浦教育謀（松

3 l現在の管週遭SlltD＜いずれかを因む｝

「公のB値段Jとして存続すべきか
5 I 

廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の導入が出来
7 lないか

ぐ璽至宝〉 廃止すべき

民営化できる く亘豆丞b

~翌〉 導入出来ない

｛コスト面）
水道料 40.000円

『公の施霞jの管理のあり方の横恒結果

そ の 理
・北浦中学校にテニズコートがないので、~綬施肢としたらいいのではない
かと恩う．

のみでは、管理・運営を

（コスト函）

直営で管浬をした治合と指定管
理者制度を活用した渇合との ， 

ICサービス面） ICサービス面）
比鮫 ｛コスト‘サービス等） I 

指定管理者制度を既に活用し
ている施般のコスト削減は出来
ないか

’・現在．土・自の管理に問問がある．利用者が利用しやすいよヨ・平目、休日悶わずに、管理人がいることによって、織々な問題に対応が
するには、管理人が必要である．

－現歪も.:ltil用甲子ニ

どうかと思う．
－人工芝のテニスコートであるため、基本的に管理費はかからない．

股では‘



『公の施段Jの管理のあり方の検匝結果

．．
 総一（－ 

践－宵－敏－浦－
b
t
u

－
 

da
－
 

．．．
 、‘，，．名－者－当－鐙－｛－ n

－
 

管『
l

所－殴－施
－
範
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『公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか 存続すべき く豆~

その理由
・三川内地区において、屋体蓮動ii肢が少な:Li、ため、橿蔵増進ー地均配の活
性化のためにも必要な施E生である．三川肉地区に移llした方が管理が行
き届くと思われる．

・社会教育範段として位重ラIt亘瓦ており、

民営化できないか 民営化できる く亘亙忌b

・皿定管理者の混入は可能であるが、 S€段使用料の噌加（;t. 見込めない．

指定管理者制度の場入が出来
ないか き亙翌〉 場入出来ない

t園一且の渇合｝ の渇合｝ ｛コスト面の比叡｝
（コスト面｝ ｛コスト面）
水道料 40,000円

直営で制管度（コ理をス活をトし用、たサし編たー合繍ビと合ス指等と定の｝ 管8 
理比者鮫 ｛サービス面） ｛サービス函） ｛サービス面の比舷）

－現在、土・管日理の人管が理必に要問で題あがるあ．る．利用者が利用しやすいよf・平目、休日間わずに、管理人がいることによって、繍々な問題に対応がで1る．
するには、 ． 

9 なて指いい定るか管施理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来



「公の施股』の管理のあり方の横E結果

1.~股所管際（担当者名）．北方教育限 J 

「公の錨股Jとして存続すべきか
廃止すべきか E:> … このB値段は北方地区の中心地にあり、スポ？ツ緩興干健康噌進に多くの地

媛住民説剥周bでおりて住民の祖盆に供するももとしての聖東が強fC¥t:こ
め；乙れを廃止することはできないJ一一一一一一一一

6 l民営化できないか 問 問 き る 守豆至砂 地織コミュニティの中心となる施段であり‘市内の体育館との勾衡を図る必
要がある．また本来の偉賓館とし之の利用のみでな＜.－災害時には遺障泊
所としても指定されており公共的な要素が強いことから民営化はできない．
，ー’ーーーー一 一ー「 ー← -- t』 ーー’F

指定管理者制度の導入が出来
ないか ・lvな来出入場

現在受付等のlf!IAIままま合支所でおこなっているため、土・日曜日の受付が
できない．羽入により管理、’E緒等のより効率的、効果的な翠~ができる．

｛直宮の渇含｝ 司·~ 活用の渇曾｝ tコスト面の比駁｝
（コスト面｝

管｛コ理ス受ト面託）科
管理受託料 浄化相清婦、点倹 浄化相清婦、点銭

なの・コいSスl.はト管面無理でい受はも託、の浄料と化思に繍つわ清いれて婦るも．や、消直防営股の備渇点合後、など額総16待0千費円は（直25営日と勤指務定）で管あ理り者、でmは
160絡千料円 X12月＝1920千円 10防1千殴同俄 修：：0錨千千料円円X12月＝1920千円 10防1千股円備 月 民間と
修 j問 点検 j同 点検

理直者営制で管度（コ理をス活をトし用、たサしtたaー合渇ビと合ス指等と定の） 管
70千円 需198用千資円 d ー＼ 需19用8千資円

8 
比鮫 1430千円 （サービス面の比駁｝ーで：：霊:li.!J｛サービス函｝

指応・直定じ営た管のサ理渇ー者合ビ制ス、度土がを日で導やき入る17し時た以渇降合の、受開付館寮・閉務館が時行間え・ず受、付サ寮ー務ビ時ス間の等低よ下りを住招民いのてニいーたズ．I 土日の体育館僧上の申簡が なし 曜日に関係な〈受付業務が行え、住民ヘサービスが向上する．

． 

9 
て指い定る管範理股者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか



QI （どf
1施股所管限（担当者名｝

2施

3 ・現在の管壇週SIUHいずれかを因む｝

『公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

指定管理者制度の導入が出来
ないか

恒三D 廃止す

賭同る そ至宝砂

日来る ~ 

（コスト面）
管理事務費340万（光際水費、通信遺憾費、燃料費等）
企縮陪使用料110万

市の負担額230万

直.で管理をしたti合と指定管
8 l理者制度を活用した渇合との I 

｜（サービス函）
比鮫 ｛コスト、サービス等） ｜ 

指定管理者制度を既に活用し
ている範股のコスト削減は出来
ないか

’宿泊費E務
会織の貸館業務（研修、会指等の会鴻）
イベントの企画は行っていない

「公の施陸』の管理のあり方の横匝結果

・当施股は、直銚漁農の経乱暴続~白指滋亙ぴ祖~主這省に対し自然
環境や腹林漁寮に親しむ僚会を提供するものであるため存続すべきである．
．当施肢は、合宿に来る中高生の宿泊施股や、夏場のキャンプ施股として長
年、市内外のお客さんに周知されているため、今後も存続すべきである．
・大人数での研修、会臓等を行う際に利用されている．

・当.般の利用料収入は夏椙｛合宿、キャンプ｝が大半を占めており、その他の
シーズンの利用は少ないため‘施段利用料のみでは民間事象者が行う$は.. 
しL、

・現在、導入については倹討中だが、宿泊施肢のため面積も広〈、入浴施股が
あるので光撚水費だけでも管理者には大きな負担になり、収入である利用料も
利用者が年々減ってきていて減少傾向にあるので、指定管理者として手を筆
げる法人等がいるかどうかは媛しいところである．

（コスト函）
人件費200万（200万 Xl名）
管理事務質380万（光熊水費、通信遺憾賞、燃料費、自主事案賛）
指定管理科380万
鮪純利用収入200万
市の実質負担阻490万（指定管理科380＋直営の場合の施殴使用科110)
（サービス面）
宿泊、会渇の貸館象務はもとより、各祖イベントを企画

｛サービス面の比鮫）
の渇吾忌~m;e－：貧館業務しか行っていないが、指定管理看爾車を場入した渇合

は、従来の宿泊、貸館寮務はもとより、利用者の要望に即したイベントの企画を行う事
により、利用者の泊員が図られる．



「公の施設Jの管理のあり方の倹匝結果

後保健課（古谷栄一）

『公の施陸Jとして存続すべきか｜
廃止すべきか d豆豆〉 廃止すべき ｜・制住民もの多制く、の向上がと無健くな康っづたくtりSの合ー、近舗くをに短代う省この蹴は必生が要なでいあ．る・

・利用者敏 施訟 となる施股

民営化できなし、か 民営化できる d亙~
住・・8現8民股在やはの福施、従住股関民使係の用者健料に康収活づ入発くのりにとみ利福で用祉、さ民のれ間向て事上い象をる者目．的に控置されたもので、地紙

が管理運営を行うことは雛し
L、．

指定管理者制度の導入が出来 各亙亙〉 導入出来ない －現在場入中ないか

t i直宮の場曾j ／／” 官2・..... ”．申白 •UV，，冒園口， ｛コスト函の比較｝

人（コ件ス費ト面Joo万円（1人分） 管理委託6111
車務ν。三円 J 指定管理者制度を活閉したii合のほうが、人件費「等「で』』3ー0ー0万ー－円削減Jで／き・曇』

直営で制管度｛コ理をス活をトし用、たサし禍たー合場ビと合ス指と等定の） 管 ｛サー！ビス4面0｝ 
r 8 

理比者較 （サービス函） tサービス面の比駁）

． 

こiづのく範りに股関はす、生るき知が彼い等とを健持康っづた者目くり的の事を配業逮置を成も行で必うき要施ると段＠なとるなのっているため、生きがいと曾健が康 で、事業と一体的な運
行える団体に委託する方が設置

9 て指い定る管施理設者の制コ度スをト既削に減活は用出し来
管理委託料のみ支出しているが、委託料は光然水資や管理事務貨を含んだものであり、これ以上のコスト削減はできない．

ないか
．、



8 

9 

塁亘旦

『公の施段』として存続すべきか
廃止すべきか

民営化できなし功、

治定管理香制度の導入が出来
ないか

直営で制管度（コ理をス活をトし用、たサし繍たー合滑ビと合ス指と等定の） 管理者
比較 、

てな指いい定るか管施理設者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

存続すべき ＠豆三通

経~ 民営化できない

~ 混入出来ない

llI",1111;(/J Z畠面J

事人（コ件務ス費費ト面d~8万円（9人分）
2万円

)bJ o万
（サービス面）

『公の施設』の管理のあり方の倹柾結果

・市内にデイサービス車業所は後数あり、市単行主坦吐主l主主主主位理由
はほぼ•1.1t主盟主ある．
・ただし、施控lま田県の繍助を受けて建てた範2生であるため、擁護等を行う
には倹討が必要である．

・平成12年より公股民営で運営している．
・施股の管理運営に儲かる費用は介誼報酬で賄われており、指定管理科
lま支払っていない．

－現在混入中

＇~証 活＇ VI－ロJ
（コスト函）

（サービス面）

施段の管理運営に儲かる賛同は支払っていない状態なのでこれ以上の削減はできない．

｛コスト面の比般）

あ現る在た委め託、直料営lまに支す払るっ時て点おでらず、件すべての費、管用理は経、指定が管理生者すが負担している状態で
、入賞及び 貨発 ることになる．

｛サービス面の比較）

行経政験聡を員持がっ介た撞人サがー鑓ビ供スすをる提ほ供うすがるレよベりルも社が会高緬い祉法ー人ピス等をで提専供門で的きなる知。援や、校
街 、サ



8 

9 

『公の絡位Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できなL、か

指定管理者制度の場入が出来
ないか

直営者で管度理ををしたti合tiと合循と定の管
1里制 活用した
比鮫 （コスト、サービス割引

指てないい定るか管範理股者の自国1コ8ス：をト既削に減活は用出し来

存続すべき 逗~

経~ 民営化できない

€ffi> 導入出来ない

Cl百貨の燭口）

人事（コ件務ス費費ト面1.J！~万9万円円(6人）

λ とう

『公の施段』の管理のあり方の検直結果

・市内にデイサービス事業所は復数あり、市が行わなければならない理由
はほぼ無い状態である．
・ただし、錨股は国県の補助を受けて建てた施践であるため、 lU室等を行う
には倹討が必要である．

・平成14年より公訟民営で運営している。
·~包設の管理運営に鈴かる費用は介謹報酬で賄われており、指定管理科
は支払っていない。

・現在導入中

しf直lE回’Z 日，..，..，..：..’ロmv，司町白 J

（コスト面）

（サービス面）

ht§設の管理運営に機かる費用は支払っていない状態なのでこれ以上の削減はできない．

｛コスト函の比較）

現在委託、直料営はに支す払るっ時て点おでらず、すべての費用音理は経、絡費定管理者が負担している状態で
あるため、 、人件費及び、管 貨が発生することになる。

｛サービス面の比駁）

行政聡駿を員持がっ介た撞人サがーtiビ供スすを提るほ供うすがるレよベりルも社が会高福い祉法人ピス等をで提専供門で的きなる知．臓や、銭
術、経駁 サー



8 

9 

『公の施!Sl:Jとして存続すべきか
廃止すべきか

民営化できないか

街定管理者制度の導入が出来
ないか

直営で管理をした場合と指定管
理者制度を活用した場合との
比較 （コスト、サービス等）

指てい定る管施理設者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか

存続すべき 金豆三多

宅亙豆室〉 民営化できない

く杢空主〉 導入出来ない

ll圃宮UJ楊曾｝
（コスト面）
管理費（光然水質）30万円

｛サービス函）

『公の施設』の管理のあり方の横恒結果

・地減住民のみの交流の施誌として金星塑｜ お利旦査されており、市が軍
営しなければならない理由はほぼない状惣で元九 一
・ただし、S値段は田県の繍助を受けて建てた施股であるため、組連等を行う
には倹討が必要である．

・『公の施股』を廃止して、指定管理者の二股匹に地区公民館として擁護す
ることができるのではないか．

－現在導入中

lti!l:il 宅ヨ m＇＂＂＇白 IVJJll"i5") 

（コスト面）
管理委託料なし

（サービス函）

~肢の管理運営に鈴かる費用は支仏っていない状態なのでこれ以上の削減はできない．

｛コスト面の比叡｝

あ現る在た委め託、直料営はに支す払るっとてtおらず、すべての質問は、指定管理者が負担している状悠で
管理経費が発生することになる．

（サヒス面の比駁｝



1施股所管段（担当者名）；北方敏宵際 J 

「公の施股Jとして存続すべきか
廃止すべきか

6 l民営化できないか

B 

9 

術定管理者制度の場入が出来
ないか

理直者営で制管度理を活をし用たしtたa合繍と合指と定の管

比鮫 （コスト、サービス等）

て；旨い定る管施理段者の制コ度スをト既削に減活は用出し来

ないか

EV 廃止すべき

間できる C§きり

羽入出来る 場入出来ない

((9冨の場合J
（コスト面）

｛サービス面）

本ii股経行で利は織う用た．な科畳め修を託．支織コ科払等スとっ指トし削て定てい混管． る~股の
また

理者が
はできない

昼

この施股lまえ孟＝立銀興‘健康増進に多くの地峨住呈が利用しており、住
民の繍~iに するも右Eし＼.Cl）安京が強いため、これを廃止することはでき
ない．

治蟻コミュニティの中心となる施陸であり、市内の体育館との均衡を図る必
要がある．また本来の体育館としての利用のみでなく、災害時には遜鑓場
所としても指定されており公共的な要素が強いことから民営化はできない．

•HI~ t•mの渇含｝

（コスト面｝

（サービス面）

（コスト面の比駁｝

（サ孟官ス薗の比般）
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公の 施 吾J'L
E又 の管理状況 〈平成18年11月1日現在〉

所臨！一
「企画課 ！司

直営施設名

市民課 111悠久苑（延岡市火葬場）

生活環境課 I2 I岡富・西階市営墓地

高齢者対策課

公の施設の管理運営状況
I 一一 一一←ー

I I 指 定期間
｜指定管理者制度導入施設名 i 指定管理者名 ！ 代表者名 ｜ 一一一一

｜ ｜ 始期 ；－ 終期 ｜年数
｜島野浦島開発総合センター i島浦町区 J区長 長野又一｜平成18年4~－~1111…月31 日 I s 
L延岡市川中コミュニティセンター！延岡市川中コミュニティセンター管理運営委おl大倉 新太郎 ｜平成16向日｜平成19悶 31日｜ 3 

北老人福祉センター ｜財団法人 延岡市高齢者福祉協会

南老人福祉センター ｜財団法人 延岡市高齢者福祉協会

恒富地区高齢者コミュニティセンター｜社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会

延岡市東海デイサービスセンター｜社会福祉法人 三ツ葉会

延岡市岡富デイサービスセンター！財団法人 延岡市高齢者福祉協会

i延岡市島浦デイサービスセンター社会福祉法人 千考会

延岡市養護老人ホーム 社会福祉法人みのり会

理事長 児玉悦生｜平成18年4月1日平成お同月31日15

理事長 児玉悦生｜平成18年4月1日開23同月31日15

会長 坂本純一｜平成18例月1 日｜平成2~同月3181 3 

理事長 大崎茂｜平成18年4月1日｜平成23同月31日15

理事長 児玉悦生｜平成18年4月 1 日｜平成~~同月31 日15
理事長 渡部頼貞｜平成18年4月1§1平成23年3月31日15

理事長 甲斐英孝｜平成18年4月1日l平成23同月31日15

山下保育所〈外7箇所） i I 
中島児童館〈外1ヶ所？ I 

l緑ヶE児童館 ｜社会福祉法人緑ヶE福祉会 理事長 菊池勇二 ｜平成1即月4平成2拘月州 5
児童家庭課 151 ｜旭児童館 ｜学校法人純山学園

延岡市母子生活支援施設ファミリーハイツ｜社会福祉法人 緑ヶE福祉会

延岡ライトハウス盲人ホーム｜財団法人 延岡愛盲協会

理事長 三宅正文！平成18年4月rnj平成お同月31日l5

健康管理課 13

農林課 4 

食肉センター

延岡市点字図書館 l財団法人延岡愛盲協会

延岡市立島浦診療所 ｜島浦町区

I延岡市夜間急病セ三タ竺二！社団法人延岡市医師会
余熱利用健康施設ヘルストピア延岡株式会社 ヘルストピア延岡

理事長

理事長

理事長

区長

会長

菊池勇二 ｜平成18年4月1日｜早成23問月31臼

古本房子｜平成18年4月1日｜早成23問月31臼

古本房子！平成18年4月1日1平成23向月31日

長野又一｜平成18年4月1日［平成2閲月31

市原正彬｜平成16年7月1日1平成26年3月31臼

5 
5 
5 
10 
10 

代表殴締役専務支配人 国獣｜平成18同 月1日l平成2辞 3月318110 

l延旦市舞野地区多聞唖墜立Yターi塑竪j白区墾旦的堕修センター運営協議会｜佐藤 （専 ｜平成18年4月1日｜一平堅1年3月31日13

J延岡市家畜排池物処理センター｜有限会社 延岡地区有機肥料センター ｜代表取締役社長 湯浅一弘｜平成18年4月1日！平成？3年3月3181 5 

－延一岡市農産加工研修センター｜延岡市農柑婦人研修センター運営協議会i会長 甲斐敏行｜平成18年4月rnL平成23同月31日15

I r 

農村公園（※ 1) L~ I 一一 I I J 
I 1農業集港多目的集会所 （ 

農村整備課 I17 I I 
! L - i琴岡市東海3ミユニティ例－ l延岡市東海コミュニティセンター管理運営協議会｜小野 富雄
L ~ 一一 一 l黒仁田地区営農飲雑用水供給施設｜黒仁田生産組合 ｜甲斐 マツ子
｜ ［延岡市中小企業振興~~－－＝J
！ 延岡市勤労青少年ホ－il I 商業観光課 I4, I 
I ｜延岡市須美江家族旅行村家

平成18年4月1~1 l!I阻む月3181 3 

平成1開問｜平四一1 5

町一日時間月31日13
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邑 理状 況

l指定管理者制胤施設名！

公の施設の管理運営状況

所管課名 l飽脚 直営施設名

指定管理者名 代表者名

下 ｜延岡市共同作業湯 l延岡市共同作業揚使用者団体 森本洋一

延岡駅前自動車駐車湯 I 
延岡駅東駐車揚

都市計画課 ggi延岡駅前自転車駐車場

4延岡駅東自転車駐車場

城山公園ほか94公園

建築住宅課
｜市営住宅

32 i特定公共賃貸住宅

妙田処理揚
.... 

下水道課
ーヶ岡処理揚

8 i-農業集藩排水処理施設
一一一一

－－－』．ー，

｜漁業集藩排水処理施設
ド4÷ A 一司唱す

水道局 1 I社上水道
会教育センター

」

カルチャープラザ ｜〈※展示室含ます〉
社会教育課 71教育集会所

j青少年育成センター

延岡市ーヶ岡コミュ二ティセンター ーヶ岡コミユーティセンター管理運営委員会 徳田 昭一

図書館
2l 図．館〈セミナー竃1 308 2 608) 

i図書館北方分館

｜市民体育館
l大武体育館

；勤労者体育センター

！西階陸上競技場

l補助クラウンド

西階野球湯

保健体育課 13西階庭球場

i西階弓道場
一’ ーー

西階球技場

西階遊泳場

｜浜川遊泳湯

土々E遊泳場
一 一ー一， ーー－ーーー 』ー一一 ・ーーー－－ 一一ー

2/4 

（平成18年 11月1日現在〉

指定期間

始期 終期 年叡

平成18年4月1日｜早成23同月31日 5 

平成18年4月1日早成21f手3月31日 3 

一一，
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公 の施設の管理状況 〈平成18年11月1日現在〉

公の施設の管理運営状況
所管課名施段目 直営施設名 ー ． 

指定管理者制度導入施設名 指定管理者名 I 代表者名 鎗期指定期終期間 年数

I ｜妙田野球場 ! 

文化課 3~ 延岡総合文化センター 1財団法人延岡総合文化センター 理事長 松坂淑男平成18年4月1日 開23同月318 5 
延岡市公会堂『野口記怠館』 1財団法人延岡総合文化センター 理事長 松坂叡男平成18同月1日向23同月31日 5

土木課 1 市道

小学校

学校教育課 50中学校

←一一 一ー一一！幼稚園 ｜ 
l 浜木綿柑（※2) l北浦総合産業株式会社 公募を行わず現委託先 H 18.4.1 H23.3.31 5 

~t湾総合訓酬額附 3[ 末越レジャーパーク ｜北浦総合産業株式会社 公募を行らす・現委託先 H 18.4.1 H23.3.31 5 
J北浦町漁業センター

北浦町母子健康センター

北浦総一合室所…組…組保…健m a必－ 北浦町老人福祉館
北浦町保健福祉センター

北浦体育館

北浦公民館

m暗U一8ヨE所一:lt浦一町一田t霊 岳円4 北；宵グフウンド
I ,5，れあいテニスコート

三川内ふれあい広場

延岡市北浦町学校給食センター

水産農林課 1 北浦町自然体質柑センター清流在

｜北浦町デイサービスセンター社会福祉法人千考会 公募を行わず現委託先 H 18.4.1 H23.3.31 5 

一組一蹴 l 農業集藩排水処理施設

28 漁業集活排水処理施設

｜市営住宅 ｜ 
山村定住住宅 ｜ 

i簡易水道給水施設 i 
!1＿~山崎:lt鰯・所 1 l国民健康保険北浦診療所｜

i城生活改善センター ｜ 

｜ ！三極生活改善セッター ｜板下区 公募を行わす現委託先 H18.4.1問 3.31 5 
複峰生活改善センタ竺 l横峰区 公募を行わず現委託先 H18.4.1 H23.3.31 5 
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百又 の管 理 状 況
公の施設の管理運営状況

所管課名 l施畑｜ 直営施設名 （ 一← 寸

I I 指定管理者制度導入施設名！
指定管出 ？表者名

煙防空万ふれあい交流センタ－； 一一一一一一一 一

｜延岡市北方文化センターl -1 

l延岡市北方中部地区集藩センター｜川水流区
相鎌倉矧制 緩興銀1231 l延岡市制総合利用促進施股鹿Jllキャンプ渇｜上鹿川観光組合

｜公募を行わす現委託先

｜公募を行わす現委託先

1防総合支所得問問｜ 5 

1防総合支所痩符探｜ 3 

l延岡市ET Oランド速日の峰｜財団法人 速日の峰振興事業団
市営住宅 I l 
延岡市ニュータウン北方住宅1 l 」
延岡市若者定住促進住宅l I 
延岡市山柑定住住宅 ｜ 一一一一一一｜

lm旦重責齢者活動促進施設｜板下老人クラブ 一一一一一 ｜公募を行わす現委託先

様峰保育園 I 

_l延岡市北方健康福祉センター｜社会福祉法人 北方町社会福祉協議会

防デイサービスセンター｜社会福祉法人 北方町社会福祉協議会

｜延岡市曽木デイサービスセンター｜社会福祉法人 北方町社会福祉協議会

｜延岡市北方母子健康センターI二股区

｜延岡市農産物直売・食材供給施設｜財団法人 速日の峰振興事業団

I延岡市農林産物集出荷貯蔵施設｜延岡農業協同組合
！延岡市下鹿川林業者健康増進用建物｜下鹿川区

公募を行わず現委託先

公募を行わす現委託先

公募を行わす現委託先

公募を行わす現委託先

公募を行わず現委託先

公募を行わす現委託先

公募を行わす現委託先
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〈平成18年11月1日現在〉

H18.4.1 Iト123.3.31I 5 

口~~~＼~~~：~~ft~－

11111器主口~iiii~~＇.~~~ ·~ 
L-延岡市北方劃労者体育センター｜

間鎌 倉 制問開I3 j延岡市北方総合運動公園l
1延岡市北方南部地区体育館 ｜曽木区

北方総合受所建問IA. I農業集活排水処理揚 ｜ 
｜公募を行わず現委託先｜ H18.4.1 I H23.3:3訂5

十• ＇簡易水道施設 ｜ 

352 308 I 44 



（要旨）

》 本アンケート調査は、平成 18年 7月 12日から平成 18年 7月26日までの期間に実施し、発

送 1,909自治体のうち 1,064自治体から回答を得た。回収率は 55.7%で・あった。

〉 アンケート調査実施時点で、指定管理者制度（以下、「新制度Jという。）をまだ導入してい

ない自治体が 90団体（8.5%）あった。一方、新制度を既に導入している自治体の指定済み

施設数は、全体で 33,114施設、一自治体平均約 35施設で、あった。

〉 指定管理者として民間企業を指定している自治体は 722団体（67.9%）、一方、民間企業を指

定していない自治体は 226団体（21.2%）で、あった。民間企業を指定した公の施設数は 7,767 

施設、一自治体当たり平均約 11施設となっている。

》 アンケート調査実施時点で、今後さらに指定管理者を指定する予定のある自治体は 589団体

(55. 4%）であり、その数は 7,550施設、一自治体当たり平均約 13施設となっている。

〉 モニタリング・評価について、「必要性を強く感じるJとしている自治体が 317団体（29.8%）、

「ある程度、必要性を感じるj としている自治体が 623団体（58.6%）となっており、両方

で全体の 9害1］近くを占めている。新制度導入により新たに管理運営主体になることが認めら

れた民間企業に対しては、従来の外郭団体等に対する職員派遣や予算を通じたガパナンスは

機能せず、協定に基づく一種の契約的関係により両者の関係が統制されることが、モニタリ

ング・評価の必要性をより強く認識させる一つの要因になっているものと考えられる。

〉 モニタリング・評価について全庁的立場からこれを検討・推進する担当部署が「あるJとし

た自治体は 243団体（22.8%）、「ないJとした自治体は 787団体（74.0%）となっている。

また、モニタリング・評価の取り組みを推進するとともに、所管課による取り組みにバラツ

キが出ないように、モニタリング・評価の実施手順や評価基準、標準様式など統ーした指針

等を策定しているとした自治体は 28団体（2.6%）、「策定中Jと回答した自治体は 18団体

(1. 7%）、「今後、策定する予定Jと回答した自治体は 85団体（8.0%）で、あった。モニタリ

ング・評価の必要性を強く感じる一方で、組織的に取り組んでいる自治体はまだ少数であっ

た。

〉 モニタリング・評価について、指定管理者と事前に詳細な取り決めをしている自治体は 1%

未満にとどまっている。また、基本協定の別紙という位置付けで詳細を規定しているとして

いる自治体も 50団体（4.7%）となっている。

〉 モニタリング・評価に当たり、自治体担当者は「月次や四半期等の定期的な報告情報j、「利

用者数・稼働率などの統計情報J、「利用者・近隣住民からの苦情内容及びその対応に関する

情報J、「利用者の満足度に関する情報Jなどの情報が必要であると考えている。このうち、

定期的な報告情報や利用者数等の統計情報などは実際に指定管理者から徴収できているもの

の、利用者等からの苦情や満足度などに関する情報は、必要な情報であるという認識が高い

ものの、実際には指定管理者に提出を義務付けている割合は低いという実態がみられる。



〉 モニタリング・評価の実施手法としては、「月次、四半期、半期等の定期的な報告書の徴収j

を行うとしている自治体が 418団体（39.3%）、「所管課担当者が現地調査等を行うJとして

いる自治体が 337団体（31.7%）、「所管課と指定管理者が連絡調整のための会議を行う」と

している自治体が 279団体（26.2%）などとなっている。一方で、利用者アンケートや意見

箱の設置、第三者によるモニタリング・評価などを行っている自治体は少なくなっている。

課題でも指摘されているように、モニタリング・評価には手間や負担が大きいと考える自治

体が多いことと関係していると考えられる。

》 モニタリング・評価の課題について、「評価基準や指標の作成が難しいJとする自治体が 713

団体（67.0%）と最も多く、「モニタリング・評価自体の負担が大きいJとする自治体が 335

団体（31.5%）、「モニタリング・評価の手順・実施方法がわからないJとする自治体が 295

団体（27.7%）となっている。公の施設は多様であることから、評価のための基準や指標、

手順なども多様化せざるを得ないものと考えられる。

〉 以上のように、モニタリング・評価の取り組みが組織的に行われている例は、まだ少数の自

治体において見られるだけである。モニタリング・評価という活動が、まだ自治体に根付い

ておらず不慣れであることが影響しているものと考えられる。そのような中でも、モニタリ

ング・評価に関する指針を作成するなどの動きが見られるようになってきており、これらが

今後、他の自治体にも波及していくものと考えられる。
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1 .回答自治体の属性

1.1自治体の規模別回収状況

本アンケート調査では、 1,909自治体へアンケート調査票を郵送し、うちし 064自治体から回

答を得た。回収率は 55.7%で‘あった。回答のあった自治体をみると、町村が 522団体と全体の半

数を占めている。また、都道府県は 34団体から回答を得られた。自治体の規模別回収状況は図

表 1のとおりとなっている。

図表 1 団体規模別の回収状況

0% 10% 20覧 30% 40% 

都道府県 3.2~ [34] 

政令指定都市 0.8% [ 9] 

中核市 2.8% [30] 

特例市

人口10万人以上の市 11.0% [117] 

その他の市 ~9.1% [310] 

n=1064 

町村叶師［8] 

無回答 0.7% [ 7] 

（注）単数回答（シングルアンサー）

〉 アンケート対象：都道府県、東京 23区、全市町村の行財政改革担当者

〉 方法：郵送による配布・回収

〉 期間j：平成 17年 7月 12日～平成 18年 7月26日

》 回収率： 55.7% （回収数： 1,064団体）

1 

50% 60% 
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1.2指定管理者制度の導入状況

( 1 ）指定管理者を指定した公の施設の数

今回のアンケート調査は、指定管理者制度（以下、「新制度j という。）への移行期限である

平成 18年 9月の直前に実施された。そのため、アンケート調査実施時点では新制度への移行

の最終段階に差し掛かっていた自治体もあり、新制度導入施設数が「0施設Jという自治体が

90団体（8.5見）あった。一方、既に新制度を導入した自治体について指定管理者を指定した施

設数をみると、 r1～10施設Jとする回答が 397団体（37.3%）と最も多い一方で、 100施設を

超える自治体も 80団体（7.5%）あった。

新制度導入済みの 936団体全体では 33,114施設、一自治体当たりの新制度導入施設数は平

均で約 35施設で、あった。

図表 2 指定管理者を指定した公の施設の数

0% 10% 20% 30% 40% 

0施設 [90] 

1～10施設

11～20施設

21～30施設

31～40施設

41～50施設

37.3% [397] 

51～100施設

101～150施設

151施設以上

n=1064 無回答

14.8% [158] 

8・平 [87] 

10.3% [11 O] 

（注）一つの条例で、複数の公の施設を設置している場合は、それぞれを一つの施設とした。

（注）回答のあった施設数を区分別に集計している。
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( 2）民間企業を指定した公の施設数

回答のあった自治体のうち民間企業（第三セクターを含む） (I）を指定している自治体（2）は 722

団体（67.9%）、一方、民間企業を指定した実績のない自治体（3）は 226団体（21.2%）となっ

ている。民間企業を指定した実績のない自治体（226団体）のうち、まだ新制度を導入してい

ない自治体が 90団体あることから、既に新制度を導入した自治体のうち民間企業を指定して

いない自治体は 136団体となる。

一方、民間企業（第 3セクターを含む）を指定している自治体（722団体）のうち、 541団

体は「1～10施設Jと回答している。民間企業を指定した施設数は、 722団体全体で 7,767施

設、一自治体当たりでは平均約 11施設（4）となっている。

図表 3 民間企業を指定した公の施設数

0% 20% 40% 

0施設 21.2覧［226]

60% 

1～10施設

1 1～20施設

21～30施設

31～40施設

41～50施設

50.8% [541] 

51～100施設

101～150施設

1 51施設以上

無回答
n=1064 

8.8% [94] 

[39] 

[14] 

[15] 

[15] 

[1] 

[3] 

10.9% [116] 

（注）回答のあった施設数を区分別に集計している。

(I）本設問については、「民間企業（第三セクターを含む）Jの定義が峻味であり、回答には、純粋な商法

上の会社（株式会社等）の数と、民法上の財団法人や社団法人も含めた数が混在していると考えられ

る。
(2）全回答者から、「O施設j及び「無回答Jを除いた自治体
(3) 「O施設Jと回答した自治体

(4) 「O施設j及び「無回答Jを除く
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( 3）今後、指定管理者を指定する予定の公の施設数

現段階で・は直営で・管理運営を行っている施設あるいは新たに設置予定の施設について、今後、

新制度へ切り替えを行う予定のある施設数を聞いた。

回答を見ると、現段階では、今後は新たに新制度を導入する予定はないとする自治体（5）が 259

団体（24.3%）、今後も新たに指定管理者を指定する予定を持っているとした自治体（6）が 589

団体（55.4%）となっている。今後、新たに指定管理者を指定する予定があるとした自治体の

うち、その施設数は「l～10施設Jとする自治体が 441団体（41.4%）と最も多くなっている。

また、一自治体当たりの制度導入予定施設数（平均）は約 13施設（7）となっており、回答の

あった自治体全体では「7,550施設Jとなっている。

図表 4 今後、指定管理者を指定する予定の公の施設数

0施設

1～10施設

1 1～20施設

21～30施設

31～40施設

41～50施設

51～100施設

101～150施設

151施設以上

無回答

n=1064 

0% 

6.6% [70] 

2.5% [27] 

[11] 

1.9% [20] 

[7] 

20% 

24.3% [259] 

20.3% [216] 

（注）回答のあった施設数を区分別に集計している。

(5) 「0施設Jと回答した自治体

(6）全回答者から「0施設j 及び「無回答Jを除いた自治体

(7) 「O施設J及び「無回答Jを除く

4 

40% 

41.4% [441] 

60% 



2. モニタリング・評価の必要性に対する認識

新制度導入による最も大きな変化は、公共的団体などに限られていた公の施設の管理運営が

民間企業にも認められたことである。そのため、これまで外郭団体を中心とした公共的団体等

に対して行われてきた管理監督とは異なった形でのモニタリング・評価が必要になってきてい

る。そこで、新制度導入を契機に、モニタリング・評価の必要性に対する認識がどのようにな

っているのかを聞いた。

回答をみると、モニタリング・評価の「必要性を強く感じるJとしている自治体が 317団体

(29. 8%）、「ある程度、必要性を感じるJとしている自治体が 623団体（58.6%）となってお

り、両方で全体の 9割近くを占めている。

これまで、外郭団体を中心とした公共的団体等に対して自治体が職員を派遣したり運営費補

助金の交付過程を通じて実質的なモニタリング・評価を行うといったことがみられた。しかし、

新制度導入により新たに管理運営主体になることが認められた民間企業に対しては、これら職

員派遣や予算を通じたガパナンスはできず、協定に基づく一極の契約的関係、による統制が求め

られていることが、自治体において指定管理者に対するモニタリング・評価の必要性をより強

く認識させる一つの要因になっているものと考えられる。

図表 5 指定管理者に対するモニタリング・評価の必要性

0% 20首 40首 60% 

必要性を強く感じる

ある程度、必要性を感じる 8.6潟［623]

特に必要性を感じない

不要である

わからない

無回答
n=1064 

（注）単数回答（シングルアンサー）

5 

80% 



一方、モニタリング・評価を必要ない（6）と考える自治体が 76団体（7.2%）あった。その理

由を見ると、「指定管理者の多くは従来の管理受託者であり、これまでと変化がなしリという

回答が 32団体（41.6%）となっている。

図表 6 モニタリング・評価の必要性が低いと考える理由

モニタリングは、職員や指定管理者の手間や

負担が大きい

必要に応じて、コミュニケーションを

密にしている

指定管理者の多くは従来の管理受託者であり、

これまでと変化がない

指定管理者に任せておけIi問題なく

自治体は関与すべきではない

0% 

I 0.0% [O] 

モニタリング・評価は自治体と指定管理者の I 0.0% 印］
関係を悪くすると考える

その他

無回答

n=77 

（注）複数回答（マルチアンサー）

(6) 「特に必要性を感じなしリと「不要であるJの合計
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20% 40% 

41.6% (32] 

3l7% (29] 
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3. モニタリング・評価の推進体制

新制度導入の対象となる公の施設は多様であることから、状況を最も良く理解している所管

課がモニタリング・評価を行うことが原則になると考えられる。しかし一方で、全庁的な立場

からモニタリング・評価の取り組みを推進し、その実施手順や評価基準、評価シートなどの全

体的な仕組みゃ指針を整備するなど、推進役となる機能も必要であると思われる。

そこで、これらモニタリング・評価の推進を担う担当部署の有無およびモニタリング・評価

に関する基本指針等の策定状況について閉し、た。

3.1モニタリング・評価の推進組織

モニタリング・評価について全庁的立場から検討・推進する担当部署があるかについては、

これが「あるJと回答した自治体は 243団体（22.8%）となっている。一方、モニタリング・

評価について全庁的立場から検討する担当部署が「ないJとした自治体は 787団体（74.0%) 

となっている。

新制度への移行期限が平成 18年 9月までであり、調査時点では指定手続きを継続している

自治体や新制度への移行を終えたばかりの自治体もあり、モニタリング・評価については今後

の課題とする自治体が多くなっているものと恩われる。

図表 7 全庁的立場からモニタリング・評価について検討する担当部署の存在

n=1064 

わからない
1.8覧

[19] 

（注）単数回答（シングルアンサー）
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3.2基本方針等の策定状況

これまで、モニタリング・評価については、新制度導入に関する基本方針等の一項目として

概略が記載されている例が見られる。しかし、モニタリング・評価に対象を絞ってより詳細に

手続き等を規定している例は見られない。そこで、モニタリング・評価の取組みを推進すると

ともに、所管課による取り組みにバラツキが出ないように、モニタリング・評価の実施手順や

評価基準、標準様式など統ーした指針等を策定しているかについて聞し、た。

回答をみると、モニタリング・評価のための基本方針等を「既に策定済みJと回答した自治

体は 28団体（2.6%）、「策定中Jと回答した自治体は 18団体（1.7%）であった。また、「今

後、策定する予定Jと回答した自治体は 85団体（8.0%）であった。

一方、「必要だと考えるが、現段階では具体的な検討の予定はなしリと回答した自治体は 396

団体（37.2%）となっている。このほか、「制度全般に関する基本方針・ガイドライン等を定

めており、別にモニタリング・評価に関する基本方針・ガイドライン等を定めることは考えて

いないDJが 111団体（10.4%）、「モニタリング・評価は、所管部課で個別に対応しており、

全庁的な取り組みは特に何もしていない。Jが339団体（31.9%）となっている。

図表 8 モニタリング・評価に関する基本方針・ガイドライン等の策定について

0% 20% 40% 

その他

町

肩

、

1
4

；
1111
！

qLill111au 

l
i
l
i－－
1
9
 

司。
ιlu

モニタリング・評価のための基本方針・ガイドライン
等を既に策定済み

現在、モニタリング・評価のための基本方針・

ガイドライン等を策定中

今後、モニタリング・評価のための基本方針・
ガイドライン等を策定する予定

モニタリング・評価のための基本方針・ガイドライン
等は必要と思うが、今は予定なし

基本方針・ガイドライン等を定めており、別に
モニタリング・ガイドラインの定めは考えなし

モニタリング・評価は、所管部署で個別対応／
全庁的取り組みはなし

わからない

n=1064 無回答

（注）単数回答（シングルアンサー）
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このように、モニタリング・評価のための基本方針等が策定されている例は少数であるが、

以下のような自治体において取り組みが行われている。

＜神奈川県＞

神奈川県は、定期的に全庁統一的な視点で指定管理者による施設の管理運営状況をモニタリン

グし、統一的な視点からの評価、指導・助言等を行うことを目的に、「指定管理者制度モニタリ

ング会議Jを設置・開催している。「指定管理者制度モニタリング会議j は全庁的なチェック機

関であり、基礎的なモニタリングは施設所管線が行うことになる。

施設所管課は、指定管理者から提出された①定期（月例）モニタリング（業務日報、月例業務

報告書）、②利用者満足度調査、③苦情・意見の受付・対応、④財務書類をもとにモニタリング

を実施し、その結果を「指定管理者制度モニタリング会議Jへ報告する。モニタリング結果報告

には、主に、①モニタリングの実施状況、②指定管理者の管理業務の実施状況・収支状況・利用

状況、③苦情・意見等の状況（苦情等件数、特筆すべき苦情等、苦情の業務への反映状況、アン

ケート結果等）、④特記事項を記載することとなっている。

＜神奈川県海老名市＞

神奈川県海老名市は、モニタリングとして、①モニタリング調査と②改善の要求（必要が生じ

た場合）を行うこととしている。モニタリング調査の概要は下表のとおりである。

モニタリングの方法 モニタリングの内容等

指定管理者によるセルフモ 実績報告書の －利用者数の状況 －苦情（または要望）

ニタリング 作成 ・苦情処理の状況 －各施設固有の調査項目

－市民サービスの向上への提案事項の実施状況

－その他提案等の実施状況（経費削減提案も含める）

アンケート調査 －利用者へのアンケート調査を毎年行う

－実施方法および質問内容は市と協議

市による定期モニタリング 定期モニタリン －市と指定管理者による「経営会議」を開催

グ －実績報告、問題点の解決協議、新たな市民サービス

への管理運営方法の検討を実施

業務実施状況 ・必要に応じて施設巡回、業務監視、説明要求等を

の確認 行う

市による随時モニタリング ・必要に応じて随時モニタリング、を実施

市による利用者ヒアリング等 ・必要に応じて、市が利用者へのヒアリングを行う
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＜埼玉県戸田市＞

埼玉県戸田市は、「指定管理者が行う業務に対するモニタリングの基準」、「別紙 l評価表J、「別

紙 2事業報告書の記載事項および添付書類J、「別紙 3毎月（四半期）報告書の報告事項Jを作

成している。所管課は、当該雛形に基づき評価基準を設定しモニタリングを行うこととしている。

0 主な内容（指定管理者が行う業務に対するモニタリングの基準）

・モニタリングの手法

・実績評価の実施

業務の基準を満たしていない場合の措置

・実績評価のための評価指標など（別紙 1評価表）

達成度の評価方法

目標の達成度評価を行う判定方法

・評価の結果に基づいた報告及び指示

・ 目標の達成度評価を行う時期等（別紙2事業報告書の記載事項および添付書類）（別紙 3

毎月（四半期）報告書の報告事項）

随時モニタリングを行う場合の実施項目

＜千葉県松戸市＞

千葉県松戸市は、「指定管理者による公の施設の管理運営に関する評価の指針Jを策定してい

る。大きくは、「全般的事項」、「手法別のポイントJ、「実績評価の実施Jで構成されており、主

に以下の内容となっている。

実績報告書の徴収（年次で報告を求めるべきと思われる事項と月次で報告を求めるべきと

思われる事項）

市が実地調査で確認すべき調査項目の例

満足度調査の実施

「指定管理者評価委員会Jの設置（※モニタリングの結果を翌年度の管理運営の基本的方

針に反映させる）

改善勧告（「指定管理者評価委員会Jによる勧告、施設管理者による勧告など）

10 



4. モニタリング・評価への取り組み状況

4.1モニタリング・評価に関する取り決め

モニタリング・評価については、指定管理者にセルフモニタリングの負担をもたらすととも

に、当該評価結果がその後の業務実施方法に変更をもたらすこともあることから、可能な限り

内容等の詳細について事前に指定管理者と合意をしておくことが好ましいと考えられる。そこ

で、モニタリング・評価に関する指定管理者との取り決めについて聞いた。

回答をみると、モニタリング・評価に関して協定とは別に指定管理者と詳細に取り決めを行

っている自治体は 1%未満にとどまっている。また、基本協定の別紙という位置付けで詳細を

規定しているとしている自治体も 50団体（4.7%）となっている。これらの中には、例えば前

出の神奈川県海老名市のように、モニタリングの方法や仕様及び水準未達の場合の姑－位、改善

要求などについて協定の特記仕織書として事前に合意する取り組みなどがみられる。

一方、 74.9% (797団体）の自治体はモニタリング・評価に関して詳細に規定している例は

ないとしている。

モニタリング評価に関しては、協定で合意したサービス提供の履行確認や安全管理、個人情

報保護、法令順守などといった指定管理者が守るべき事項についてのネガティブ、チェックとし

て捉える側面と、業務実施状況等について双方がふり返りを行うことで業務改善やコミュニケ

ーション機会とするなど、モニタリング・評価を POCAの一環として捉えようとする側面があ

るものと考えられる。特に、モニタリング・評価を PDCAの一環として業務改善に活かしてい

こうとした場合、その趣旨を指定管理者に理解してもらうとともに、 POCAで必要となる計画・

目標の設定や双方のふり返りの作業、結果として提起された業務改善活動の実施など、指定管

理者には協定にない負担が発生する可能性が生じることになる。そのため、今後はモニタリン

グ・評価の意義や目的、手続（具体的に指定管理者は何をするのか）、結果の反映等について、

事前に詳細を合意しておくという取り組みが広がってくるのではないかと考えられる。
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図表 9 モニタリング・評価に関して、協定とは別に指定管理者と取り決めを行っているか

協定とは別にモニタリング・評価の
ための協定を締結している

協定の別紙とし、う位置付けで
詳細を規定している

モニタリング・評価について詳細
を規定しているケースはない

その他

わからない

n=1064 
無回答

0% 

（注）単数回答（シングルアンサー）

4.2モニタリング・評価に必要となる情報

20% 40% 60% 80% 

74.9% 

[797] 

モニタリング・評価に際して自治体担当者が必要と考える情報は、「月次や四半期等の定期

的な報告情報J、「利用者数・稼働率などの統計情報j、「利用者・近隣住民からの苦情内容及び

その対応に関する情報J、「利用者の満足度に関する情報Jが、いずれも 8割前後となっている。

このうち、「定期的な報告情報Jは指定管理者の活動をモニタリング・評価する際の基本的

な情報であり、「統計情報Jについては新制度導入による効果や管理運営上の課題を分析する

ための情報として必要なものと考えられる。また、業務改善に役立てるという観点からは、「住

民の満足度Jや「住民からの苦情等への対応状況j についての情報も必要と考えられる。

一方、「日報的な情報jや「職員の教育・研修の実施状況J、「職員の異動情報Jは、必要と

いう意見が少なくなっている。日々の業務が確実に履行されていることを確認することは、作

業が過度な負担になるとともに、自治体担当者にとってそれ程重視されていないものと考えら

れる。また、職員の異動情報についても、指定管理者の裁量範囲と捉えられているものと考え

られる。職員の教育・研修については、それが実施されていることが指定の前提とされている

ためか、必要な情報としては重視されていない。公共サービスを提供するのは最終的には人で

あり、接遇・マナー、人権、個人情報保護、法令順守、業務知識など職員の教育・研修は重視

されていると考えていたが、想定外で、あった。

その他の意見としては、公の施設の設置目的に照らし、どのようなサービス向上が図られた

のか、特に、選定審査に当たり積極的に評価した内容については、その実施についての情報が

12 



必要という意見があった。また、指定管理者制度導入の目的の一つである行政コストの軽減と

いう視点から、指定管理料が効果的に支出されているかについての情報が必要であるという意

見もあった。

図表 10 モニタリング・評価に当たり必要と考える情報

0% 20九 40% 60% 80九 100% 

その他
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協定で合意した業務を実施しているかを確認

するための日報的な情報

日々の利用者数・収入、稼働率などの統計情報

利用者や近隣住民から苦情など内容と、それに

対応に関する情報

施股肉における事件などの発生と、それへの

対応に関する情報

利用者の満足度に関する情報
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[753] 

[741] 

個人情報管理や安全管理などに関する情報 [544] 

職員の教育・研修の実施状況に関する情報 261] 

職員の異動などに関する人事情報 [89] 

[20] 

n=940 無回答 [O] 

（注）複数回答（マルチアンサー）

くその他に記載された主な意見＞

： サービス向上のために実施した取り組みの内容、成果等

＼指定管理者の選定に当たり積極的に評価した内容に関する実施状況、成果等 ； 
指定管理料が効果的に支出されているかの情報（目的外または不適切な使用をしていないこと i

の確認）

： 指定管理者に関する情報

! →当該公の施設以外で、民間企業が行っている業務の内容

i →財務などの経営状況に関する情報

！ 公共性に対する住民の評価

雇用確保など地域貢献に関する取組状況

13 



自治体担当者が必要と考える情報に対して、現状では、実際にどの程度の情報を得ているの

であろうか。回答をみると、協定等において指定管理者が提出することになっている情報は、

「事業計画の進捗状況を確認するための定期的な報告情報Jが623団体（58.6%）、「日々 の利

用者数や利用収入、稼働率などの統計情報Jが615団体（57.8%）となっている。これらの情

報については、自治体担当者が必要と考える情報との格差が小さい情報である。

一方、「利用者や近隣住民からの苦情・意見とそれへの対応に関する情報J(246団体、 23.I%) 

や「利用者満足度に関する情報J、「個人情報管理および安全管理に関する情報J(175団体、

16. 4%）は、自治体担当者に必要な情報であるという認識が高いものの、実際には指定管理者

に提出を義務付けている割合は低いという実態がみられる。

その他の指定管理者に提出を求めている情報としては、収支状況や人員配置、指定管理者の

経営状況に関する情報などが指摘されている。

図表 11 協定等において指定管理者が提出することになっている情報

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

事業計画書の進捗状況を確認するための月次や

四半期、など定期的な報告情報

協定で合意した業務を日々確実に実施している

かを確認するための日報的な情報

日々の利用者数や利用収入、稼働率などの統計情報

利用者や近隣住民からの苦情・意見と、それへの

対応に関する情報

利用者の満足度に関するアンケート情報

個人情報管理や安全管理などに関する情報

職員の異動や教育・研修の実施状況に関する情報

その他

．指定管理者が提出すべき情報（上段）

口自治体担当者が必要と考える情報（下段） : N=940 

（注）複数回答（マルチアンサー）
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58.6 [623] 

[197] 

34 [321] 

57.8 [615] 

23.1 [246] 

（%） 

78.7 [740] 

80.1 [753] 

78.8 
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くその他に記載された主な意見＞

：・利用拒否等の件数、理由 l 

自主事業の実施状況に関する事項 ！ 

！．管理に係る経費の収支状況

： 管理業務実施に当たって事故が生じた場合の報告（その他の事故報告を含む）

：－危機管理体制の構築および対応マニュアルの提出

施設のメンテナンス情報（施設設備・備品等の損傷・粉失の報告、保守点検報告を含む） ！ 
経営の健全性を証するため、計算書類及び監査報告書（団体の経営状況を説明する書類を含む）！

： 事業計画の重要な部分を変更する場合

， 人員体制、配置計画等

翌年度の管理執行体制や事業計画に関する情報

4.3モニタリング・評価の実施内容

指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成

し提出しなければならないとされている（地方自治法第 244条の 2第 7項）。これは法におい

て最低の基準を定めたものである。

法で定められた事業報告書の徴収以外のモニタリング・評価については、「月次、四半期、

半期等の定期的な報告書の徴収Jを行うとしている自治体が 418団体（39.3%）、「所管課担当

者が現地調査等を行うJとしている自治体が 337団体（31.7%）、「所管課と指定管理者が連絡

調整のための会議を行うJとしている自治体が 279団体（26.2%）などとなっている。また、

福祉サービスにおける第三者評価のように「第三者によるモニタリング・評価を行うJとして

いる自治体も 32団体（3.0%）となっている。

モニタリング・評価の手法については、例えば静岡県「富士山こどもの国Jにおいて、「利

用者アンケートJ、「県民モニターJ、「職員による現地視察J、「パークマネジメント・カルテJ

などの手法を使って指定管理者と県担当課がモニタリング・評価を実施し、その上で「外部評

価委員会Jが公の施設の設置目的の達成状況などについて評価を行うなどの例が見られる。
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、

図表 12 指定管理者に対するモニタリング・評価の内容

月次や四半期、半期など一定期間ごとに

報告書の徴収を行うこととしている

利用者に対するアンケート調査を行うこととしている

意見箱の設置など利用者の意見等を積極的に

受付ることとしている

所管課と指定管理者が連絡調整のための会議等を

行うこととしている

所管課担当者が現地調査などを行うこととしている

第三者が中立的な立場からモラタリング・評価を

行うこととしている

その他

わからない

n=1064 無回答

（注）複数回答（マルチアンサー）

くその他に記載された主な意見＞

0% 20% 40% 60% 

[418] 

ホームページによる利用者意見の収集 ； 

；・利用者懇談会の実施 l 

；・外部の有識者を含む、全庁的な評価組織を設置 1 
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5. 今後の課題

モニタリング・評価については、評価基準等の作成の難しさや作業負担が指摘されており、ア

ンケートの結果も、そのことを裏付けている。回答をみると、モニタリング・評価について、「評

価基準や指標の作成が難しいJとする自治体が 713団体（67.0%）と最も多く、「モニタリング・

評価自体の負担が大きいj とする自治体が 335団体（31.5%）、「モニタリング・評価の手順・実

施方法がわからなしリとする自治体が 295団体（27.7%）となっている。公の施設は多様である

ことから、評価のための基準や指標、手順なども多様化せざるを得ないものと考えられる。

その他の意見としては、「評価結果を、以後の管理業務にどのようにフィード、バックさせてい

くかJや「手間と負担をかけて行った評価を改善につなげることが難しいJなど、モニタリング・

評価を業務改善にし、かにつなげていくのかについての指摘があった。また、「結果を次回選定に

どのように反映させるかjなどモニタリング・評価の結果活用についての課題なども指摘されて

いる。

モニタリング・評価の取り組みが組織的に行われている例は、まだ少数の自治体において見

られるだけである。また、モニタリング・評価に関する基本方針等を作成している自治体におい

ても、取り組みが終わったわけではなく、今後、さらにバージョンアップをしていくという自治

体が多くなっている。モニタリング・評価という活動が、まだ根付いておらず、不慣れであるこ

ともあり、解決すべき問題は多いと考えられる。
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図表 13 指定管理者のモニタリング・評価についての課題

モニタリング・評価の手JI目・実施方法がわからない

モニタリング・評価ためにどのような情報を集めればよい

かわからない

モニタリング・評価に必要な情報を整理するための帳票
類の作成が難しい

モニタリング・評価は、自治体、指定管理者にとって手間
や負担が大きい

モニタリング・評価を行うための評価基準や評価指標の
作成が難しい

モニタリング・評価に関する他の自治体の取り組み状況
がわからない

庁内所管部課や指定管理者の理解が得られない

庁内に専門的な人材がいないため、指定管理者の評価

が出来ない

モニタリング・評価を中立的な立場で行ってくれる適当な
第三者機関がない

指定管理者と上手にコミュニケーションがとれない

その他

課題は特にない
n=1064 

無回答

（注）複数回答（マルチアンサー）

くその他に記載された主な意見＞

0% 20% 40% 

95] 

7.8% [189] 

[711] 

60% 

評価のために必要とする諸報告（様式類）について、何をどこまで求めるのか

67.0% 

[713] 

80% 

l .指定管理者からの「自己評価j、及びそれを受けての施設所管制！による「指定管理者に対する評 j

i 価Jをどのような基準で見ていくのか

！・評価結果を、以後の管理業務にどのようにフィードパックさせていくか

j・手間と負担をかけて行った評価を改善につなげることが難しい。

j・モニタリング・評価の結果を次回選定にどのように反映させるか。

i・モニタリングの重要性に関する認識が共有されていない

トモニタリングは重要だが、あまり細かくすると指定管理者に負担になりそうでその程度がわから；

！ ない。
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j・県の有する施設は多種多様であり、統一的な基準・評価を作成することは困難であり、各施設の j

i 状況に応じた評価をすべきものと考えている。 ! 
j・自治体それぞれの事情考え方もあり施設の性格等も様々なことなどから確一的にモノサシを作る j

: ことは困難と思われる。 ! 
i・指定管理者と良好なパートナーシップを築くための述携のあり方 ； 

；・指定管理者の経営状態の把握．指定管理者の法律の順守状況．社会的責任への対応状況の把握 l 
j・事業期間が長期に渡る場合、市の担当者異動に伴いモニタリングの精度維持が困難である。 ； 
：・評価そのものが組織に根付いていない

~ .第三者機関の設置、第三者機関によるモニタリング・評価の必要性
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